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議事日程 

       第１ 諸般の報告 

       第２ 会議録署名議員の指名 

       第３ 一般質問 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（立入三千男君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

（日程第１） 

○議長（立入三千男君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員は２０人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本日説明員として出席通知のあった者の職氏名はお手元の文書のとおりでありま

す。 

 （日程第２） 

○議長（立入三千男君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２７条の規定により、第１６番、矢野隆行議員、第１７

番、梶山幾世議員を指名いたします。 

 ここで、健康福祉部政策監並びに都市建設部長より発言を求められておりますので、こ

れを許可します。 

 はじめに、健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 昨日の山本剛議員の子ども虐待の関係の質問の答

弁の中で少し誤りがございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。虐待の種

別の件数の報告の中で、性的虐待の件数をゼロ件と申し上げましたが、２５年度中は２件

相談がございましたので、訂正をさせていただきます。申しわけございませんでした。 

○議長（立入三千男君） 次に都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 皆さんおはようございます。昨日の上杦議員からの質問
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で、民間開発による調整池の管理状況報告について開発指導要綱に記載されているという

ことで、私の方から開発業者への管理状況報告の提出を依頼するというふうに申し上げま

したが、開発指導要綱にはそういった管理状況報告の記載はございません。民間の調整池

につきましては、管理に関する覚書を昭和４８年に締結しておりまして、維持管理につき

ましては、開発業者、いわゆる所有者がするものとすると。また補修や事故が発生した場

合の負担についても所有者が負担するという締結をしております。以上のことから、開発

業者への管理状況報告の提出を依頼すると申し上げましたが、管理状況報告の提出は求め

ないということで、訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 （日程第３） 

○議長（立入三千男君） 日程第３、昨日に引き続き一般質問を行います。発言順位は昨

日と同様、一般質問一覧表のとおりであります。 

 順次発言を許します。 

 それでは通告第８号、第１番、中塚尚憲議員。 

 中塚議員。 

○１番（中塚尚憲君） 皆さん、おはようございます。第１番、中塚尚憲です。よろしく

お願いします。 

 前回、前々回、一般質問において市長、環境経済部長より地域活性化における見解をお

伺いいたしました。どちらも前向きな回答をいただきました。そこでより一歩踏み出して、

野洲市のまちづくりを考えたときに、野洲市まちづくり基本条例というのを参考にさせて

いただきました。前文には、「私たちは、先人がどのような問題にぶつかり、どう解決して

きたのかを模索しながらも、日本や世界を視野に入れ、『安心安全で誰もが暮らしやすく生

きがいの持てる社会』を次世代へ引き継ぐ責務があります。そのためには、人が『生きる』

原点として、人類が獲得し、さらに発展させるべき『人権』や限りある地球の『環境』に

普遍的な価値を置き、『私たちのまちは、私たちのために、私たちが自らつくる』という気

概で一人ひとりの知恵や力を合わせ、みんなでよりよいまちに育てていくことが大切です。

歴史と今がつながる、人と人がつながる、人と自然がつながる、一人の小さな一歩が大き

な一歩につながる、それが野洲の未来へつながるよう、ここに野洲市まちづくり基本条例

を制定します」。その中で、「（たくましい地域経済）第５条、市民は、地域資源を生かした

地産地消の推進や、新しい地域産業の振興など、たくましい地域経済を創造します。（協働

のまちづくり）第６条、市民、市議会及び市は、目的を共有し、その特性を生かして、相
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互に補完し合いながらよりよいまちを創造します。（学び合い）第７条、市民はお互いにふ

れあいやくずなを通し、生涯にわたって学び合い、知恵や力をはぐくみます。（市民の役割）

第８条、市民は、自らが持つ知恵や力をまちづくりのために発揮します。（市議会の役割）

第１２条、市議会は市民の意思が市政に反映されるよう、本市の意思決定機関としてその

機能を果たします。（市長及び市の役割）第１３条、市長は、市民の知恵や力をまちづくり

に生かし、市民の信託に応え、市政の代表としてこの条例を遵守します。（市職員の役割）

第１４条、市職員は、自らも市民としての役割を果たすと共に、市民との対話、調整及び

職務に必要な専門能力を高め、その職責を果たします。（まちづくりの参加権）第１９条、

市民は、自らが主体的にまちづくりに参加する権利を持ちます」。 

 このようにとてもいい内容で、行政と市民がよりよく関係を持ち、まちづくりに参加で

きる権利があり、第２８条、継続的な改善の条文では、「この条例の目的を達成するため、

それぞれの取り組みにおいて継続的な改善を行い、よりよいまちづくりにつなげます」と

あります。 

 しかし、野洲をもっと楽しいまちにしたいなと思ったときに、どこへ相談に行こうかと

考えます。まず、野洲市の観光物産協会、商工会などが浮かびます。しかし、行政と市民

が一体となったまちづくりを観光物産協会や商工会に提案しようとするも、民間団体であ

り行政側を動かす権限がないため、具体的な話は進みません。これらは、野洲市が持つ能

力の問題ではなく、構造の問題だと考えております。野洲市事務分掌条例第２条（１）政

策調整部、ウ、市政の総合企画、調査及び総合調整に関すること。野洲市事務分掌規則第

２条、政策調整部企画調整課、地域戦略室、地域戦略担当事務分掌では、駅周辺の活性化

について、琵琶湖湖岸の活性化に関すること、また環境経済部商工観光課商工観光担当で

は、観光イベントの企画、立案及び実施に関すること、観光資源の開発に関すること、観

光施設の整備に関することとあります。市全体を統括し、まちづくりを推進する役割を持

つ部署が明記されていません。このようなことも、野洲市の特色を示せていない要因の一

つだと考えます。 

 今回、新しい組織として、まちづくり推進本部の設置を提案します。設置の趣旨として、

将来にわたり、市のハード面、建造物等だけでなく、ソフト面、地域資源の活用、コミュ

ニティーまちづくりの支援、地域産業の創出、各自治会へのより近いコンサル、市のイメ

ージアップ等も充実させた全部署が一体となった横割り組織を利用でき、人と物の流通を

促す、それにより今までにない行政と市民が一体となったまちづくりの推進を図ります。
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さらに将来的には、中心市街地の活性化に関する法律、中心市街地活性化法、ＴＭＯまち

づくり機関の第三セクターとして、野洲まちづくり会社の設置も視野に考えます。ぜひ１

人の小さな１歩が大きな１歩につながる、それが野洲の未来へつながるような、前向きな

市長のご意見をお聞かせください。お願いします。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。中塚議員のまちづくりにつ

いてのご質問にお答えいたします。 

 ご提案ありがとうございました。ただ、私の感覚から行きますと、どこかでやってうま

く行っていない例の、それをモデルにしたご提案かなと思いますので、その手法はとって

も余り効果がないのではないかなと思います。まちづくりの考え方の違いで、私も楽しい

まちになるべきだと。野洲も都市化をしていますけども、都市的な楽しさ、文化とかスポ

ーツとか、あるいは買い物とか、人が集うとか、あるいは食べるとか、そこは弱いと思っ

ているので、今駅前を含めてあるいは旧中主町の中心の市街地のあたりも含めて活性化を

図ろうとしていますけども、今中塚議員がおっしゃったように、何か統括本部をつくって、

まちづくり会社をつくったら済むという問題ではないと思います。ですから、ご提案はい

いと思いますが、手法として、私の思いからすると古いなと思います。以上、お答えとい

たします。 

○議長（立入三千男君） 中塚議員。 

○１番（中塚尚憲君） 今のご意見では古いご提案というような形でいただいたと思いま

すけれども、実際市長から前回地域活性化において、先ほどの買い物とかが弱いなど、い

ろいろ聞かせていただいていたんですけれども、では、具体的に市長が考える地域活性化

の活力になるような第一歩、その病院、駅前も含めて、どういうようなことを考えておら

れるか、お聞かせ願ってもよろしいでしょうか。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） まちづくりの考え方ですけど、常々私が言っていますように、ま

ちというのは、いわゆるハードとソフトとありますね。動かしているのは、これ、市役所

ではなくて、市民の皆さん方あるいは事業者です。そのまちづくりという仕組みの要素は

大きく言って３つだといつも言っています。１つは、伸びようとする市民とか事業者が伸

びられるように、そのまちづくりの仕組みの中で最大限に支援をしようということです。

もう一つは、困難な状況にある市民事業者、そういった人たちへの支え、例えてシェルタ
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ーと言っているんですけど、雨宿りの役目ができるかどうか。あとは、安全とかあるいは

ルールとか、そういった規律、規則を守る、そういった仕組みですね。秩序を守る仕組み。

この３つが共通でみんなのまちというものの役割かと思っていますので、皆さんが元気に

なるためには、やはり一番その課題のところがきちっとまずは対応されないとだめですね。 

 先ほどのまちづくり条例は、私が就任する前に新しいまちが、市ができていますけれど

も、文言ではだめで、さっき人権とおっしゃった。人権を守らないというまちが、きのう

もご紹介したように、看板掲げて福祉事務所が４年間なかったわけですね。あるいはきの

うも出ましたように、家庭児童相談室もなかった。ましてや、青少年問題協議会に専門家

が入っていなかった。私がなったときに、専門家を入れてくださいというのが職員の声で、

組織はそんなものぜいたくやからと。そんなこと言っていられんというので、大学の先生

をすぐにお願いしました。そして家庭児童相談室もなかったところに、１年目はとりあえ

ず室長だけを兼務にして、専門家もいなかった。専門家も非正規だったので、ころころ変

わっていったので、そこへ専門家として資格のある職員を入れました。それが、きのう山

本議員の質問にあったように、児童の虐待とかあるいは家庭の問題について、今手厚くや

っています。本当に頑張ってくれていると思います、職員も含めて。だから人権という流

れがある。 

 あるいは学校の耐震化もそうですね。５割。新市になってから人権といって、子どもた

ちが一番危ないところに住んでいるのに、学校で５割、保育園は３つも４つも耐震化して

いない。だからまずそういうところをきちっとやらない限り、だれも元気にならないです

よね。だから、そういうことを含めて、まずは基礎固めをしていくと。それに合わせて、

駅前ですとか、さっき言ったような幾つかの拠点での活性化を図っていくということなの

で、これはもう市だけでやるんじゃなしに、いろんな市民の皆さん方にもっともっとアイ

デアを出してもらって取り組んでもらったらいいのではないかと。ですから、駅前も、市

はサービス系をやらないけども、あそこが市民の方が動くような場所になれば、自ずから

可能性が高まって、お店ができたりいろんなサービス供給が民間でなされるだろうと思っ

ていますので、１年２年ではできないので、ベースからきちっと上げていってまちが活性

化していく。そこに市民の活動が重なっていくということだと思いますので、組織を、庁

内に本部をつくったら済むというものではないというふうに私は思っております。以上、

お答えといたします。 

○議長（立入三千男君） 中塚議員。 
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○１番（中塚尚憲君） いつも市長が言っていた安心安全の部分を重点としたような回答

になると思うんですけれども、実際、お笑い芸人さんとかでもそうですけども、人を笑わ

すなど、喜ばすというのはやっぱり特殊な専門職になると思うんです。なので、徐々に組

み立てるんでは追いつかない部分もあると思うんですね。例えばやすっこフェスなり、年

に１回、花火大会、年１回、それでは野洲市の中の活性化の部分、野洲市って面白いなと

いう部分というのは、駅前に病院ができました、そこにさて何か入れましょう、市民も協

力してくれるでしょうでは、いざ手を広げたときに何も育っていないと思うんですね。そ

の中で、やっぱり行政側もちょっと意識ができる、縦割り除いて横割りで、こことここが

使えるな、国際強化に使えるな、いろんなところが使えるなという人を育てていかないと、

実際まち全体を統括したのが市長だけになる可能性もありますし、それではやっぱりまち

としては楽しさが少ないなと思うんです。そういうことで、例えば市長として、例えば市

民を楽しませる、何か喜ばせる、驚かせられる、何かこういうアイデアをお持ちなのかな

というのがすごくちょっと不安になるところもあると思うので、ちょっとお聞かせ願える

と助かります。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） アイデアはありますけど、私がアイデアを出して、皆さんのお尻

を押してやるようなものでもないと思いますし、どうも何か十分情報を持っておられない

んじゃないですかね。 

 文化ホールとかさざなみでもいろんな催しをやっている。そして、かなり厳しいけどき

ちっとやろうということで、例えば吉本のお笑い芸人の定期的な公演というか場を、これ

は文化ホールできちっとやってくれていて、私も応援しています。それと、野洲で高校の

軽音楽グループの催しを毎年やっていて、それも応援しましょうと。今まで小劇場でやっ

たのを、来年うまく行けば大ホールを使ってくださいと。むしろ催しはあるのに、中塚議

員なんかが何か余り情報を持っておられないのと違いますかね。それは爆発的にはやって

いないかしらないけど、まず地道なことをやっていって育っていく。例えばあるまちでは

ジャズ祭をやっていますけど、あれは市役所がやっているわけと違いますよね。だから市

役所が逆に先に動いたら物事は冷めていくと思いますよ。やすっ子フェスタでも、ＪＣが

２年間花火をとめたときにやろうじゃないかというふうに提案してもらったから、じゃあ

一緒にやりましょうと動いているわけで、まだまだそこの動きは鈍いと私は思いますけど、

市役所に本部をつくって、横割りという意味が私はようわからんのですけどね。横割りと
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いう意味が。横割りでいい例で言えば、今の市民生活相談なんかまさに横に連携していま

す。それと、野洲の国際協会もいろんなメニューをやってもらっていて、あれを見てもら

ったら言葉の講座とか異文化との交流とか、かなり地道にやっています。 

 それが大々的に報道されるかされないか、もうそれだけの話であって、私は活動はかな

り活発だし健全だと思っていますので、そこの認識の違いだなと思います。ぜひ、じゃ何

をやればいいのか、何をやるためにはどういう組織かという議論でないといかんのに、中

塚議員の問題認識を見ていますと、さっき言ったように、何かビッグイベントがあって新

聞にわっと載らんとだめみたいな感じじゃないかなと思いますけどね。何か古いなと。発

想が物すごく古いなと思います。ないものねだりの発想ではないかなと、私の観点から見

たら思います。ただ、私はこれでいいとは思っていないから、順番にいろんな活動が盛ん

になるようにと思っていますけども、まちづくり条例を長々と読んで、そしてまちづくり

本部をつくったらいいというような発想は、これは数十年前の結構古い発想だというふう

に、私から見たら思います。 

○議長（立入三千男君） 中塚議員。 

○１番（中塚尚憲君） 済みません。古いと言われれば古いのかもしれませんが、ごめん

なさい、新しい議員なのでちょっとわからなくて済みません。それで、今、何かこういろ

いろやってはるとは言うてはるんですけれども、実際具体的にコマーシャル部分において、

そうすればやっぱり弱い部分があるのではないかなと、逆に。やっているという前提で市

長が言うてはるんであれば、逆に市民側に伝えるという力が現状では弱いのではないかな

というように思ってしまいます。具体的に、その例えば今考えてはるコマーシャル方法、

今、例えば僕みたいに古い人が知らない状態を知るためには何が必要やと考えはりますか。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 知っていただいて、それが持続しないとだめですのでね。線香花

火みたいに、もうちょっと大きく打ち上げ花火でもいいんですけども、それがきちっと継

続しないとだめなので、そういう意味では内容がもっと充実して広がっていかないとだめ

です。その部分からすると、まだまだ十分じゃない。これ、私はいろんな文化の催しでも

言っています。残念ながら、強烈な楽しみ思考がまだまだ弱いなと。スポーツでもそうで

す。これもこの間あるスポーツ文化関係者としゃべったら、野洲だけじゃなしに、滋賀県

は弱い。全体に弱いですね。そこは、だから弱いのが悪いという意味じゃなしに、せっか

くの限られたそれぞれの人の生活人生ですから、毎日がもっと楽しくなるようにしないと
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いけませんけども、これは今いろいろ考えて順番にと思っていますけども、かといってベ

ースをきちっとやらないと、バケツの底を抜いて。本当に今、これ、例えば野洲の市役所

で本部をつくってだれか専任を充てようと思ったら、今いろんな職場でまだ人が足らない

んですよ。一番重要なところでも今、人に欠員がある。その中で市がやるんじゃなしに、

中塚議員なんかも商工会に入っているんだったら大いにやっていただいたら、いろんなこ

とが起こるのではないですかね。むしろ歯抜けで商工会の方々が減っているじゃないです

か。これは減っているのは、これも質問にあるのか、されたかどうか知りませんけれども、

経済が厳しいのもそうですけど、やはり後継者がおられない。高齢化、そういうことだと

思いますが、そこにはやはりビジネスチャンス、今もまちの活性化という中で受けていか

ないとだめで、幾ら補助金を出したって後継者は育ってはりません。フィールドがなかっ

たら伸びないと思いますから。そういったことをやろうと思ったら地道にきちっと基礎か

ら固めていかないと、だれかお笑い芸人呼んできて市が税金で寄席を開いたところで、そ

れはもう線香花火に終わるというふうに私は思います。もしか、そうじゃないというんだ

ったら何か企画をご提案いただいたら、それはそれでいろんな方が一緒に動くのではない

かなと思いますけど。ここで議論するようなことよりは実践だと思います。 

○議長（立入三千男君） 中塚議員。 

○１番（中塚尚憲君） 済みません。今の内容で、例えば今何かしたいときにご提案いた

だいたらという話があったと思うんですけれども、実際そのときに行ける場所というのが、

先ほど言わせていただいたような観光物産協会であり商工会であり、というのが多分一般

の方の考えだと思うんです。それが、今、市長だと、市長にご提案いただいたらというよ

うな形に、今市長から言われたと思うんですけれども、そうするとそれぞれの市民が何か

したいなと思ったときに、すべて市長を通さなあかんようになると思うんです。それこそ、

なので、市長、今市長もやっていただいた、でもやっぱり１回市長の目を通さなあかん形

になってしまうと、市長自体も手いっぱいになりますし、結局行政分担という部分で、何

かこう、そういうまちづくりの部分において、そしたらここ、聞いてくれはったら、だれ

か担当させるので、今後継者というような話も大事という話が出ているんですけれども、

そこの部分の後継者というのは人が足りひんという理由で開けっ放しでいいのかなという

のも少しちょっと不安に思うんですけれども、いかがお考えですか。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） どこへ提案したらいいかというご質問だと思うんですが、何をや
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るかによって提案の窓口があると思います。ですから、先ほど中塚議員の例で言えば、何

かイベントをしたいということであれば観光物産の担当のところへ行っていただいたら、

商工観光へ提案していただいたら、それで十分かと思うんですが、そこに何が問題になる

のかよくわからないんですけども。あるいは福祉的なことで何かをやりたいというんだっ

たら、社会福祉課とか自立支援課でいいわけで。そこから課題はどこかに何らかの個別的

な接点があるはずですから、そこからは総合化だと思います。総合から個別へは行かない

はずなので、総合から総合もあり得ないと思います。 

 だから、何か具体的な例を挙げていただいて、例えばイベントをしたいと。私のところ

へ来なくても商工観光なりあるいは環境課へ行くとか、そういうことで物事は動くと思う

んですけれども。言っておられる意味がちょっとわからないんですけど。総合だから総合

の窓口を設けんとだめだといったらいつまでたっても総合で、さっきの延々と読まれたま

ちづくり条例のままです。人権とは何によって保障されるのか、安全なのか、子育ての支

援なのか、そういうことだったら結局仕事というのはいい意味で縦割りでないと仕事はで

きません。家を建てるのに、家を建てる人を呼んできたってだめであって、大工さんを呼

ぶ、でも大工さんではだめですね。電気屋さんも左官屋さんも、あるいは管工事屋さんも

要ると思いますから、それは全部いい意味で縦割りであって、縦割りをいかに束ねるかと

いう問題であって、すべてのことができるような窓口というのはないと思うんですけれど

も。ぜひ真剣に考えていただきたいなと思います。 

○議長（立入三千男君） 中塚議員。 

○１番（中塚尚憲君） 十分真剣に考えさせていただいていて、個人的にこういろいろ活

動させていただいていて、どうしても市民から見たときに野洲市が動かないような印象が

すごくあるので、具体的に今みたいに大工さんの話が出ていますけど、大工さんに相談す

る前には住宅のところに行ってどういう家を建てますか、プランニングをわかりやすく説

明してくれる部署があります。市役所で言うと、入り口の受け付けの方に、どこどこに行

きたいんですけどと言ったらご案内していただけるような場所があると思います。そうい

うのを、例えばまちづくりという部分において市民が例えばこういう市民活動をしたいん

やと言うたら市民活動センターをご案内してくれるような、気軽に入口はここですよと言

っていただけるような場所があるだけでも、市民としての入り口がまた変わってくると思

うんです。実際、例えば僕が観光物産協会にこんな提案をしましたというのは市長までは

絶対上がってこないはずなんです。結局多分観光物産に任せ、民間団体という部分で行政
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側が関与というのは予算で組まれているだけなので、その辺を、どう言ったらいいのか、

市民側から形にしやすくなるような、市も手を広げていますというような窓口というのが

何かつくれないかなというような形で思っているんですけれども。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 中塚議員が何か問題意識を持っておられるところまではわかりま

した。何か子どものむずかりみたいなもので。何が問題なのかわからない。例えば、市民

生活の相談はありますし、市民協働の活動もあります。このセンターも設けてあったので

今設けています。私はこれだけでは十分だと思っていないですけど、またきのうも情報の

取り扱いに問題があったし、画像もありました。あれも新しいまちができたときに肝いり

でできた建物であり肝いりでできた組織なわけですが、やはり総合なんだけど総合になっ

ていないわけです。だから市民活動センターというのは構えているわけで、お金もかけて

場所も持って。だからそこへ行っていただいたらいいんですけど、そこでは機能していな

いから、多分中塚議員はそういう疑問を思われるわけですね。観光なり商工のことだった

ら商工観光課でいいわけですよ。市長に上がるか上がらないかは別として、そこには課長

もいるし、課長補佐もいるし、職員もいるわけですね。だからそこの問題であって、上が

るか上がらないかという問題ではないわけです。と、私は思います。ちょっと反問します。 

○議長（立入三千男君） ただいま市長から反問の申し出がありましたので、それを許可

いたします。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 空論をやっていても仕方がないので、私はまちづくりというのは

本当に日々実践だと思っています。きちっと理念なり仕組みを位置づけた上で具体的に動

かんとだめです。だから、さっき申し上げた人権は何で守るのか、安全は何で守るのかを

やらんとだめですね。中塚議員は、さっきいろいろやったけれども、うまく動かなかった

とおっしゃったので、何をやられて何がどうなったのか、具体的に言っていただきたい。

それと通告の中に、今もちょっとはしおられたから趣旨は一緒なので申し上げますと、野

洲は特色がないとおっしゃっているんですけども、野洲はほんまに特色がないのかどうな

のか。私は幾つか特色があると思っています。今、中塚議員の問題意識の中には特色がな

いという前提ですね。それなら、中塚議員が理想とされる特色を持っているまちの例は何

なのか、これをはっきり挙げていただきたい。もう一回整理しますと、自ら何を試みられ

て何がうまく行かなかったのか。ぎりぎりまで頑張ったけどだめだったのかどうか。それ
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と特色のことについてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 中塚議員。 

○１番（中塚尚憲君） 済みません。いろいろと言いましたけれども、基本的に個人的に

子育てなど、自分が小さかったときに自分のまちがやっぱり楽しかった、そのときに大人

世代と子どもさん。僕が例えば子どもやったときに大人と楽しく交われた。家族じゃなく

て、そこにいる地域の人と楽しく交われた。そういう思い出が強くて、今、現在自分のま

ちというのが好きでいます。でも、現在、野洲市が合併になって地元ごとにあったような

お祭りも減ってきたりしています。その中で、商工会に入ったり、観光物産協会というも

のに対して個人的に何かこう市民が子どもと大人がまざって、言うたら地蔵盆であったり

とか普通のお祭りですね。派手なものではなくて昔からあったような、元気な大人がいて、

楽しそうにしている大人がいて、その中で子どもが楽しくわいわいしている。昔あったシ

ンプルなそういうお祭りという部分を提案したくて、商工会であり観光物産協会なりに提

案をしに行っておりました。それが具体的な提案になります。野洲市の特色がないという

部分なんですけれども、実際、野洲市に友達が来ます。何がありますかと言われたら、山

と湖はあります。駅前、野洲市として紹介できるもの、銅鐸博物館といっても歩いていけ

ませんし、銅鐸を見せるショーをやっているわけでもない、食べ物、野洲特産、タデです

か。どう言うたらいいんですかね、食いつきというか色など、何かこうもやっとしていて

悪くはないんですけど、野洲市というのはすごく食べ物もおいしいです。野菜もおいしい、

お米もおいしい。ただ、こう特記して野洲だからこれがおいしいです、これを食べに来て

ください、これを見に来てくださいというものは特に浮かばないなというような形で、僕

は特色がない。逆に、僕はそこをいいとは思っているんです。特色がないまちというのは

逆にいいとも思っているんです。ただ、イベントをするときなど、やっぱり野洲に来ても

らうメリット、野洲というものを示す何かが要ると思うんです。その辺をこう市長なり何

なり、何かで提案。例えば野洲に来たらこれがありますよ、野洲はこれがおいしいですよ

という具体的なものというのが何か、例えば広報などで毎回宣伝されているかとかそんな

のも余り目にした記憶がありませんので、そういう形で特色がないという形で僕は認識し

ております。 

○議長（立入三千男君） はい。 

○市長（山仲善彰君） まだ答えていません。一番理想になるのはどこか。 

○議長（立入三千男君） 暫次休憩いたします。 



 －139－ 

            （午前９時３２分 休憩） 

            （午前９時３３分 再開） 

○議長（立入三千男君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 中塚議員。 

○１番（中塚尚憲君） 古いお祭りを再現したい、地元にあいている場所があるからそこ

を使って何かやりたい、そういう思いをまずぶつけに行ったんですね。なので、どう言う

たらいいんですかね。それを遊び程度で言われるというのはちょっと違うと思うんです。

結局そこに対して親身に一緒にやりましょうと言ってくれる場所がなかったというのでこ

ういう提案までなっています。結局、どう言うたらいいんですか、実際それをまちづくり、

行政側にそういうお祭りをしたいという形で観光物産協会、商工会担当者など、実際さざ

なみホールもそうですし、具体的に前の広場、駐車場、中のホール、おいても使われてい

ない時間等が多いので、そこで何か人が集まれて定期的に開催できるものというのを一緒

に何かできませんかというような形で話しに行かせていただきました。ただ、そこでは何

も進まないというか、だから何する、どうする。こう共同で考えるというものができなか

ったように感じるんです。なので、遊びでそれだけで回答しているというのではなくて、

そういうふうに真剣に提案しには行っております。 

○議長（立入三千男君） 試み、具体的な。 

            （「もうちょっと具体的な、どういうことをだれに言ったのかと

かそういうことです」の声あり） 

○１番（中塚尚憲君） 商工観光課の主査になる方に話しに行っておりますし、商工観光

課のよく行く担当の方にお話をさせていただいております。 

○議長（立入三千男君） もう一点、特色ある具体的なまち。 

○１番（中塚尚憲君） わかりやすく言います。やっぱり横の方はよく見えるというのも

あるのかもしれませんけれども、守山市、近江八幡。野洲市に比べるとやはり目につく回

数、広報であったり、広報も例えばウェブ媒体もそうですし、紙媒体もそうですけれども、

やっぱり近隣他市の部分においてもやはり野洲市はなかなか目にする機会が少ないと思っ

ております。なので、守山市、近江八幡というのは近隣でいうと目立っているなというの

は感じました。 

○議長（立入三千男君） 具体的にどのような特色ですか。 

            （発言する者あり） 
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○１番（中塚尚憲君） フェイスブックなどの情報媒体、ホームページそうですし、あと、

紙媒体でいうと駅周辺においてあるような観光のチラシなども、やはり具体的にいろんな

層に対応できるようなチラシなどが置いてありますので、やはり興味を持てる幅が広いと

いうか、そのように感じます。 

○議長（立入三千男君） もうよろしいか。 

 中塚議員、一般質問を続けてください。 

○１番（中塚尚憲君） 市長は、一応難色というかまちづくりに関する横割りを利用する

ような形をあんまり望まれていないように感じるんですけれども。そやなあ、どう。具体

的に。望まれていると思いますけれども、まちづくりにおいてやはりこれから若い世代、

先ほど言われたような後継者というものが順番に育つような環境というのは何かしら行政

側から何か提案していただけるような、さっきこう、行政側がやり過ぎるのは育たないと

言われているんですけど、やっぱりハード面だけでなくソフト面も、人も融通がきくよう

な後継者が育ちやすいような環境に育てていただければなと思います。これで一般質問を

終わります。 

○議長（立入三千男君） 次に、通告第９号、第９番、野並享子議員。 

 野並議員。 

○９番（野並享子君） おはようございます。大きく４つの質問を出しております。 

 第１点目、小規模企業振興基本法の具体化についてお尋ねをいたします。６月２０日の

国会で可決された小規模企業振興基本法は、第７条で地方公共団体の責務として自然的経

済的社会的条件に応じた施策の策定をし、実施する責務があると規定しています。この法

律に基づき、野洲市はどのように展開されるのかをまずお尋ねをいたします。 

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） 議員の皆さんおはようございます。それでは野並議員の

小規模企業振興基本法の具体化という１点目でございますけども、これに基づく展開につ

いてのお答えをさせていただきます。小規模企業振興基本法に基づく展開につきましては、

ご指摘のとおり、この法律が６月２０日に成立いたしまして６月２７日に公布されたばか

りでございます。現在、この法律第１２条に基づきまして、国、実際的には中小企業庁に

なるんですけども、小規模企業振興の５カ年計画案が現在取りまとめられております。そ

して９月中旬にはそれが閣議決定される運びとなっている状況でございます。こうしたこ

とから、具体的な展開につきましてはこの計画案を見定めてからの検討になるというよう
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に考えているところでございます。以上、お答えとさせていただきます。  

○議長（立入三千男君） 野並議員。  

○９番（野並享子君） 国として５カ年計画を出すということですが、それを待ちにして

いると、また遅れてくるだろうと思いまして、ここに書かれている条例基本法の第３条で、

小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、個人事業主を含む小企業者が多

数を占める小規模企業について事業の持続的な発展を図ることというのが基本原則に掲げ

られております。そしてまた小規模企業の製造業は２０人以下、商業、サービス業は５人

以下の従業員という形で規定をしておりまして、政府の新規創業支援にもかかわらず、廃

業は２１世紀に入ってから９０万件。中小企業の９割を占める小規模企業は地域の経済活

動や雇用を支える重要な役割を担っておりますが、こういった中において、野洲市におい

てもやはりいろんな形が今現在あるのではないかと思います。野洲市の中小企業の数、小

規模企業の数、新規創業の数、廃業などの状況を明らかにしていただきたいと思います。  

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。  

○環境経済部長（立入孝次君） 野洲市の商工会の調べによりますと、平成２５年１２月

末現在におきまして、中小企業数は１，４６２企業。このうち小規模企業社数につきまし

ては１，２８１企業でございます。率にしますと８７．６％と、こういうようになります。

また、商工会の加入の事業所になるわけですけども、平成２５年１月から１２月の期間に

おきます新規の創業数、これは２件でございます。そして廃業数は１３件と、こういう数

字になっております。以上です。  

○議長（立入三千男君） 野並議員。  

○９番（野並享子君） 野洲市の統計、これ一番最新の２４年度版、これを見てみまして

も、商店の数としては平成３年に比べれば１３４店減っております。従業員数が４２３人

ふえておりまして、要は大規模化になっていると思います。大きなスーパーでがばっと人

を雇うというね。そういうような状況になっていると思います。それと、小売業者の数も

平成６年では４２６件が平成１９年で３３２件ということで、９４件減っている。という

ような状況ですので、どんどんと小さく減っていって、大規模化になっているというのが

今の野洲の現状ではないかというふうに思うんですけども、この基本法では、製造業で２

０人以下、そして商業、サービス業は５人以下ということの規定での対策が求められてお

ります。そういう意味におきまして、今野洲の中で製造業の２０人以下は何社というのか

何件というのか、あるんでしょうか。そして、商業、サービスの５人以下というのはどれ
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だけの件数があるのか、お尋ねしたいと思います。  

○議長（立入三千男君） 野並議員に告げます。通告してもらったら、その細かい数字。  

○９番（野並享子君） まあわかる程度でいいです。  

○議長（立入三千男君） 答えられる範疇で結構です。  

 環境経済部長。  

○環境経済部長（立入孝次君） 最初に申し上げましたように、あくまでもこれは商工会

さんの調べという形でお答えをさせていただきます。その人数まではわかりませんけども、

商工会さんの調べでは製造業で１８９企業という数字になっております。そして５人以下

のサービス業ですけども、この調べでは商工会の調べでは３５企業、このようになってお

ります。ただ区分が、野並さんもご承知かと思いますけども、飲食業でありますとか生活

関連サービス業でありますとか、その区分によっては、どういう数字で観点で調べるのか

によって若干その数字は変わってくるかと思いますけども、今申し上げましたのはあくま

でも商工会さんの調べという形でご認識をいただきたいと、このように思います。以上、

お答えとします。  

○議長（立入三千男君） 野並議員。  

○９番（野並享子君） さっき言いました統計資料でも、飲食店は除くという形の統計に

なっておりますので、商店という形であります。国がこういうふうな法律をつくり、小規

模企業の振興を図っていくという、この法の改正というのは５１年ぶりなんです。それだ

けやはり地域の経済を支えていっている小規模のこの企業、がやはりどれだけ継続的に発

展をしていくかというところにかかっているというのが、政府も認めているところだとい

うふうに思います。野洲の事業所の方の税収、そういうのを見ましても、確かに法人企業

の税収は大きいです。大きいけどもへこみも大きい。村田など輸出企業ですから、この輸

出をどんどんしておられるところは輸出戻し税という形で税金が返ってくると。企業に返

ってくるとか、またそういう意味ではかなりまちそのものにとっては大きく変動するとい

う中で、やはり小規模のこういったところ、製造業の２０人以下なんていうのはそんなに

簡単にあっちに工場を移す、こっちに移すなんてじゃなくて、やっぱり地元に根差してい

ると思います。商業、サービスも同じような状況だと思います。だから、やはりこういう

ところが本当にこの法律に基づいて野洲でどういうふうに持続的に発展をさせていく。そ

ういう施策をどうとるのかというのが非常に大きなポイントになるというふうに思うんで

す。ですから、一番最初にどういうふうに展開されるのかというのをお尋ねをしたんです
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けれども、５カ年計画が出てからという状況ですけども、けど、問題点はもうよくおわか

りだと思うんです。何が問題で何をどういうふうに発展をさせていかなければならないか

というのはおわかりだと思うんですけども、そのあたりはどういうふうに認識されておら

れますか。  

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。  

○環境経済部長（立入孝次君） 現在、ご承知のとおり、この法律以前に中小企業法とい

うこの法律がございます。この法律にも実は市町村の責務というのが既に定まっておりま

す。こうしたことから、市では、今、商工の振興という意味ではいろんな施策も商工振興

指針を策定していろんな施策をとっているわけですけども、一方で、中小企業の支援策と

いたしましては、例えば小口簡易資金の貸し付けでありますとか、それに基づく利子補給。

現在では国の今の法律に基づきまして施策マップというのがあるわけですけれども、この

マップにも当市の利子補給についての制度が例として挙がっております。こうした形で現

在もやっておりますので、基本的にはこの法律が５カ年計画を定められますけども、ベー

スとしては、現在定めております指針として持っております商工振興指針に基づいていろ

んな形で施策を展開していきたいというのが基本的な考え方であるというように思ってい

るところでございます。以上、お答えとさせていただきます。  

○議長（立入三千男君） 野並議員。  

○９番（野並享子君） 今まであったのと同じようにやって、それが基本だというふうな

ことをおっしゃると、５１年ぶりにせっかくこの新しい振興法というのが、基本法という

のができたんですから、そこに出ているのがやはり商業、サービス、５人以下のこの企業

というのが、そちらも３５企業という商工会の分野しか掌握していない。私は行政として

掌握をしていかんとあかんと思うんです。商工会任せになってしまっていたのでは行政と

しての施策にはなっていかないので。以前私が言うたとき、よそのことばっかり言うと市

長が言ったんですけども、あそこのまちはやはり職員がずっとローラー作戦で歩いてチェ

ックをかけていって、どんな要望を持っておられるのかというのを行政がつかんだ。こう

いうふうなこと、こういうふうにしてほしいというふうな要望をつかんだ上で施策をして

いくということが言われていました。確かに人員的に大変な状況やとは思うんですけども、

やはり行政がもっとこの５人以下のというのは本当に小さいと思います。家族経営だとい

うふうに思います。パートでちょっと雇っておられるとかいうふうな、本当に小規模やと

いうふうに思いますけども、今回の小規模企業基本法の精神にのっとってやはり進めてい
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ただきたいというふうに思います。  

 次の問題といたしまして、私、今までからこの支援をするのに住宅リフォーム制度の実

施を求めてきました。しかしずっと答弁は、とにかく業種が偏るとか一時に仕事が集中す

るとかいうふうな形で拒否をされてきました。しかし、１３年度では県内の１０自治体で

実施されていますし、また甲賀市では希望者が多くて６月の補正予算も組んで期間を延ば

して対応しているというような状況であります。また、これは個人消費を喚起して補助金

の１０倍から１５倍の仕事ということになると言われております。地域経済も支えており

ます。群馬県の高崎市では、住宅リフォームだけでなく、商工振興課で商店リニューアル

支援という形で広げて、この小口の仕事を興して大きな力を発揮しているということがニ

ュースにも出ているんですけども、野洲市でも検討が必要じゃないかと思いますが、見解

を求めます。  

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。  

○環境経済部長（立入孝次君） 住宅リフォーム制度の実施につきましては、これまでも

何回かお答えをしてきました。繰り返しになりますけども、確認の意味で再度申し上げま

すと、１つには景気の悪化は一部の業種の限られたものではないこと、２つ目には木造住

宅耐震あるいはバリアフリー改修等の事業補助金の制度があること。先ほども申し上げま

したけども、継続して利子補給制度を実施していること、４点目には地元商工会と行政懇

談をやっているんですけども、そこから当制度の創設についての要望がないということな

どの点でこれまで実施してこなかったところでございます。  

 そこで、昨日の太田議員の議案質疑でもお答えをしましたが、決してこのリフォーム制

度が無意味だという判断はいたしておりませんけれども、この助成制度を実施されている

自治体の現状をお聞きしますと、一定の経済波及効果があるとされている反面、利用者や

業者側では家屋のリフォームのために結果的には当初予定していた修繕以上の経費がかか

ってしまうこと、２点目には、補助金の交付手続のため市民が望む時期に改修工事ができ

ないこと、３点目には、一定の時期に発注が集中するため業者にとっては臨時雇いを余儀

なくされることなど。また市側では運営上の課題といたしまして、予算措置が読めず計画

が立たないこと。補正等をせんならんというようなことや、非常に多くの事務が発生いた

しまして体制整備が必要であるなど、それぞれに課題、問題点も抱えておられます。こう

した現実も踏まえまして、現在のところ新たに取り組むということには慎重にならざるを

得ないというように考えているところでございます。以上、お答えとさせていただきます。 
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○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 高崎市の商店リフォームはどうですか。 

○議長（立入三千男君） 暫時休憩します。 

            （午前９時５５分 休憩） 

            （午前９時５６分 再開） 

○議長（立入三千男君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） これについても同じ住宅のリフォーム制度でございます

ので、以前にはご承知かと思いますけども、エコの関係で太陽光の関係で一部そういった

形はしましたけども、商店のリニューアルという観点でも同じように住宅リフォーム制度

と同じ考え方で現時点においてもそういった制度を設けるというような考え方はいたして

おりません。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 補正まで組んだというのは甲賀市ですが、甲賀市に尋ねてみまし

た。すごくやはり当初５，０００万円の予算を組んだが４１２件の申し込みがあって、し

かも今回は優先ということで、障がい者世帯、子育て世帯、高齢者世帯ということを出し

たので、そこら辺のあたりで申し込みがあった部分で、予算がもうないからということで

切ることがなかなかできなかったということで、６月の補正で１，１５３万円組んでこの

申し込みがあったところは全部受け入れたというところで、やはりすごく待っておられる

と言いましょうか、上限が２０万円で全体の２割しか補助がないという、本当に少ないん

ですよ。１件当たり２０万円の補助ですから、２割ですから１００万円以上の仕事でない

とこの補助金がもらえないということですよね。ですから、そういうふうな大規模なのじ

ゃなくて、それでも待っておられたということです。そこで、びわ湖材、滋賀県のそれを

使うということになれば限度額を５万円引き上げたということで、滋賀県の経済そのもの

も、あっちは森林も多いですから、甲賀市は。ですから、それは地域の政策やとはいうふ

うに思います。申し込みはやはりありますけども、年度内の仕上げまで長くして報告を出

してもらうということで、一時の集中じゃなくて、別のそこのおうちが計画を立てて、１

０月、１１月、１２月に工事をされてもそれはもう話だというふうに思います。そういう

ふうな形でコンスタントにされておられます。ですから、一時でどうのこうのというのは

それはちょっと理屈に合わない、理由に合わない。期間さえ延ばせばいけるということが
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わかりました。 

 それと、高崎市ですが、住宅リフォームはここもされておられまして、上限２０万円で

３０％補助。ちょっと甲賀よりかはいい補助になっていると思います。その住宅リフォー

ムよりも商店のリニューアル。ここはいすとかテーブルとか内装を改修するとかというふ

うな形で２分の１補助。１００万円。かなり金額が高いんです。そういう中で非常に要望

も強くて、ここは、高崎市は大きなまちですから、当初１億円の予算を組んで１週間で２

億円からの申し込みがあって、というふうな形で物すごく大きくなっています。ですから、

規模が違いますからね。１０分の１から２０分の１ぐらいを野洲だったら考えてもらった

らと思います。ここは３７万人のまちですから、本当にもっともっと小さな部分だったら

野洲はこうちょっと小さくなると思います。 

 職員さんにお尋ねをいたしますと、やはりお店をきれいに改修をしたということでかな

りお店の人のやる気が出てきた。それと、町の皆さんがきれいになったねという形でその

店の見方も変わったというふうな形で、非常に地域のコミュニティーが広がったというこ

とでの相乗効果があらわれているということで、ここも本当に大きく商店の振興、まちの

活性化というふうなところ辺で広がっていっております。ですから、単に住宅リフォーム

だけでなく、今言いましたこの中小企業の振興法に基づいて本当にまちの活性化を図って

いくということでは、私は検討の余地があるのではないかというふうに思いますが、もう

一度見解を求めます。 

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） 何回か商店のリニューアルについてお尋ねでございます

けども、これもお答え申し上げましたように、野洲市といたしましては基本的にそういう

制度の創設は現在考えていないと、こういうことでございます。もう一つには、野洲独自

で申し上げましたように、小口簡易資金の貸し付けでありますとか、そういった商店さん

がリニューアルされる場合については制度の利子補給まで、これは野洲市単独の施策でや

っていますので、そういった意味で一定の手だてがあるのではないかなと、こういうよう

に認識しているところでございます。いずれにしても、国が５カ年計画を定めますので、

あるいは一定の補助施策が出てくるかもわかりません。そうした施策を見定めてから、市

としても考えていきたいというように思っているところです。 

 そしてもう一点は補助金関係ですけども、全部県内の実績を見させていただきますと、

それなりの金額が出ております。市としてもこれだけの金額を果たして出すのかどうか。
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財政的な見地も必要ですので、もう一点は、私が何よりもこれも考え方として申し上げて

きたかもわかりませんけども、住宅のリフォームの関係ですけども、個人資産に補助金を

出すのはいかがなものかということを、これは市庁で協議していませんけども、私として

は個人資産に補助金を出すのはいかがなものかということも懸念をいたしますので、そう

した意味で住宅リフォームについては現在のところ考えていないと、こういうことでござ

います。以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） もう一遍高崎市のことを言っておきます。平成２４年９月から３

カ月間、３００店のお店を行政として振興課が聞きに回って要望を聞き、この施策を出し

たということを言っておられましたので、参考にしていただきたいと思います。 

 次に、新病院とまちづくりについて質問をいたします。平成２４年から地域戦略室にお

いて新病院建設について検討がされ、議会においても都市基盤整備特別委員会において議

論されてきました。そして６月２１日に構想案の発表会があり、アサヒビール跡地を含メ

ートル３．５ヘクタールの整備計画が提案され、８月１日の広報やすに内容が掲載されま

した。この３．５ヘクタールの計画の中にはＪＡの用地も含まれていることから、ＪＡと

の協議を行い、野洲市のまちづくりに参画してもらわなければ実現できないことを、今ま

でからも私は発言をしてきました。７月２３日の都市基盤整備特別委員会の席上で、市長

はＪＡとの協議のタイムリミットは８月中と言われ、協議が不調なら市有地のみを対象に

整備構想を策定すると発言されましたが、このまま見切り発車で進めば、駅周辺のまちづ

くりは失敗に終わるのではないでしょうか。あくまでＪＡの参画のもとで計画が進められ

ることが必要ですが、市長の見解を求めます。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 野並議員の新病院とまちづくりについてのご質問の中で、ＪＡと

の関係についてのご質問にお答えいたします。ご指摘のとおりだというふうに思います。

以上、お答えといたします。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 今言いました不調ならば市有地のみということをおっしゃったん

ですけども、こういうことになりますと、３．５ヘクタールの真ん中のところの３，６０

０平方メートルですか、そこが駐車場になってしまうのではないか。広場が極端に狭くな

るということで、市民が本当にあの駅前ではにぎわいとか大きな広場とかいうことを望ん
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でいますのに、そういう願いがかなわなくなるというふうに思います。ワークショップの

案に固執するのではなく柔軟な対応が必要だというふうに考えますが、見解を求めます。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ワークショップの案に固執するのではないというご提案ですけど

も、せっかくやはりいろんな方のご意見を積み上げてきたわけですから、最大限尊重をし

たいし、するべきだと思っています。ただ、一番最初から言っていますように、相手があ

ることですから、相手がだめだとおっしゃったら、これはそこまではできないというのは

当然最初から折り込まれていたことですので、見切り発車はいたしません。さっきもおっ

しゃったように、平成２４年からＪＡも入れて検討会を開いています。 

 その前からＪＡには、私は声をかけに行っていまして動きがあるんですが、そういう動

きはあるんですけれども、今のＪＡさんの動きを見ていますと一切何の動きもないです。

そして、いわゆる１案という、市民が今の中であったら一番いいとおっしゃった案を提案

しても、それは受け入れられないということですので、これ以上。見切り発車やなしに、

どういいますか、ハードな現実を直視して仕事を進めていかないといけないと思っていま

す。 

 それと、そもそもから言いますと、ベストではないわけですね。一番最初に野並議員が

ご指摘されたように、もうマンションが建っています。あるいは今の道路でさえも、あれ

はマンションのためではないんでしょうけども、アサヒビールのためということで土地の

区画も整理したりいろいろやってきているわけで、まさに平成１６年、１７年に今のマン

ションの土地、一部は旧の町有地だったんですけども、あそこがあればもっといい案がで

きたわけですね。だから、そういう中でどんどんどんどん可能性が狭まっている。せめて

アサヒビールから約１ヘクタール買ったのであれば、滋賀銀行とか個人の住宅とかマンシ

ョンまでは無理だけども、ＪＡさんの土地は当初から耐震もできていない。あるいは統合

ということもあったので声をかけに行ったわけです。頭からだめなところだったら声をか

けに行っていません。そして、ここ、実質２年余りいろんな議論をしたんですが、現時点

になってもまだ判断ができていません。土地の交換をしようと思ったら、今現状、建物が

建っていますから、そう簡単な話ではないわけですね。今、オーケーと言われても、これ

からかかる時間はかなり膨大です。そして、あの土地、今補正予算で文化ホールとＪＲと

の敷地境界をもう一回測量し直していますけども、私も不思議で仕方がないんですけど、

官民境界も駐車場のところはしていないし、ＪＲとの境界も文化ホールをつくったときに
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してあったはずなんですけども、はかり方がずさんだったのでもう一回座標の確認の地図

起こしをせざるを得ないと。これ、大手ゼネコンがやっている仕事でこんなものです。で

すから、マンション等の境界もあれはどさくさに紛れてやっています。そういったマイナ

スを負いながら、そしてまだ細かい話をすれば、ＪＡさんと文化ホールへ行く市道の間に

まだＪＡの土地が挟まっている、帯状に薄く。だからこれまでの土地のずさんなやり方、

昨年公開いたしましたけども、市の職員が鑑定をして１円まで合わしているようなことを

繰り返したり、土地保有税を１億２，０００万も減免をしてみたりとか、こういった経緯

の中でできるだけいい形でと思ったんですが、傷はもういっぱいあります。今回誠心誠意、

先月、経営管理委員会の会長を含めてもう一度第１案を提案に行きました。せっかく市民

の総意だからと。でも快諾が得られなかった。 

 なら、もうこれ以上待ったとしても、さっき言いましたように、今オーケーと言われて

もあそこの土地の整備とか考えていたら本当に時間がないです。ただ、駐車場は当初５０

０台ですけども、これは柔軟に考えて、広場は優先して、駐車場を例えば２００台にする、

３００台にする。そしてあとは他で賄うということもあり得ます。ザウルス広場は、今度

広場ができたら要らないというのは当初から言っていますから、ただあそこも今ちょっと

調べてもらっているんですけども、もともと公用地だったのを前回の野洲駅前のロータリ

ー整備のときに近隣の方に代替地でお渡ししています。ザウルス公園だけが残っているん

ですけども、まだ他はほとんど高度利用されていません。そういったところも含めて、む

しろ駐車場を分散するということもありますし、いろんな可能性で何が何でも巨大な土地

がないのに巨大な駐車場ができるということはやるつもりはないです。そういう意味では

結果的に市民の総意は尊重しつつ、野並議員おっしゃるように、何かにがちがちに固執す

るようなものではない。固執できるようなものじゃなしに、もう一回繰り返しますけども、

土地は変に交換されているし、道路はつくってあるし、マンションは建っている。そうい

う中で最大限いいまちづくりを進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 柔軟な対応という形で私が言ったのは、ＪＡが９０度の回転だっ

たらという形で案を出されたということですので、そこだったら話が合うのではないか。

そうすると、私は５００台の駐車場なんていうのではなく、市長が言われたように２００

台の駐車場にするぐらいのスペースで行く。そうすると広場は自ずと２，５００平米です

か、当初のあの部分ぐらいは出てくる。しかも１案の場合は土地の交換で文化ホールの駐
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車場にもっていくという部分がなくなるわけですから、そこに交流施設というふうな形の

ものもできるというふうに思うんです。ですから、もう少しあの部分を解体していって、

ＪＡが９０度の回転でそれでいいと言うんやったら、そこはそこで絵をかいたら、私はま

た違う形のいい部分になるのではないかというふうに思います。 

 今、市長が言われたザウルス公園、あそこを分散で駐車場という。私もあそこの中に５

００台というものを持ってこようと思うから無理があるのであって、だから、当初病院の

駐車場は３００台といって言われていたのが、上手に高齢者でも入れられる駐車場にする

ということで、かなりのそういう意味でのスペース的に広い駐車場というのか、道をとら

んならんとか、そういうデッドスペースが出てくる関係でそうなったんですけども、ザウ

ルス公園の方に駐車場を分散していくということであるならば、私はそれはそれでまた絵

がかけるというふうに思うんですけども、市長はそういうふうには思われませんか。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ＪＡの案というのもあり得るんですが、ＪＡの案を内部で検討し

たんですが、いわゆる９０度振る案、ＪＡが言っている面積がほぼ現況の面積と。ただ鑑

定して評価すればどちらがどうなるかわからないので、実質お金を動かさない鑑定、交換

ということであればもう少し面積が狭まるかもわかりませんが、あそこを３面道路にやっ

てしまうと、やはりレイアウト的に厳しいというのが専門家も入れての意見です。そこで

手を打てればそれでいいんですが、野並さんが何かいいアイデアを出していただくんやっ

たら、ぜひ図面をご提案いただいたら。私は全然一番いい可能性をと思っていますから、

ＪＡの案がのめればどうかと私も言ったんですけど、それを入れるとかなり結果が厳しい

という結果が出ているので、それならもうそれぞれさわらないでおこうと。 

 それともう一つ、作業工程からしてもＪＡが９０度振ってくる場合は自らの建物を立て

直さないとだめなわけですね。そうすると、１案であれば今の建物を残して、もう速やか

に今の文化ホールの駐車場に建物が建てられます。ですけども、９０度振ろうと思うと工

事がかなり困難で、多分そこら辺のＪＡさん自体のスケジュールもかけていないのではな

いかなというふうに思います。 

 ですから、２つの点で困難というふうに内部的な検討では出しています。野並さんがも

っとこれは可能だということを、気軽じゃなしに、きちっと詰めておっしゃっていただく

んだったら、私は何も拒絶いたしません。以上、お答えといたします。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 
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○９番（野並享子君） 別に私はＪＡと詰める話でもないと思いますので、ＪＡがそれで

乗ってくるというんだったら当然速やかに９０度にして、どうせ２，６００じゃなくて評

価でいったら私は少なくなる。２，０００平米という、この案のところ辺やというふうに

思いますので、それで駐車場のところにＪＡが建物を建てていただく。もう取り壊して駐

車場にするという。それで交流センターは文化ホールの方に持っていくということで、交

流センターの方にも使えるような駐車場が必要な部分もあろうかとは思いますけども、そ

ういうふうな形で折り合いがつくところで話をしていくという形をとっていかないと、今

先ほど専門の方の話ではＪＡを９０度回転させたのでは無理みたいなことをおっしゃった

んですけど。それは駐車場を５００台、あの形に固執されているのではないですか、ない

ですか。そしたら、もっと小さくして病院の駐車場を確保していく。できたら、あのワー

クショップの中でも病院のところに駐車場も欲しいとおっしゃっていました。やっぱり雨

が降ったときとかいろんな形で病院からすぐそこの中で動けるような、そういう駐車場の

確保をしてほしいというふうなこともおっしゃっていましたから、いろんな形で駐車場の

問題は解決していくというふうに思いますので、ＪＡとの話をやはりきちっとＪＡの思い

を聞いて、そこで絵をかいていくという形をすれば、私はもっと前に動くと思います。案

を提案しておられるんですから、その土俵に乗って進めようと言うたら向こうは拒否でき

ないと思いますよ。案を出しておられるんですからね。ですから、そういう行政の対応だ

というふうに私は思いますので、進めていっていただきたいと思います。 

○議長（立入三千男君） ただいま市長から反問の申し出がありましたので、反問を許可

します。 

○市長（山仲善彰君） 何か、野並議員のご意見、ご提案を聞いていると、ＪＡの側に立

ってご提案しておられる。こちらは誠心誠意、協議をしているわけです。ＪＡの案がのめ

るんだったらのんだらいいと。私ものんだらいいと思っているんです。 

 もう一回整理します。野並議員はＪＡの面積は２，０００平米で行けるとおっしゃって

いるわけですか。今、２，６００欲しいと向こうは言っているわけですね。ただ価格によ

っては若干異なってくるかもわからないけれども、ただ場合によっては、価格は追いを討

って２，６００ということもあり得るわけで、２，６００と言われたらその間に駐車場を

幾ら台数を減らしても一定の面積が要りますから広場はとれません。今度特別委員会でそ

のあたりは８月のＪＡとの協議の報告も含めてご提案いたしますけども、ＪＡが妥協する

よりは市が妥協してＪＡの９０度振った案を最大限入れたらいいというご提案なのか、も
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うちょっとそのあたり具体的にはっきり言っていただかないと。何か今のだったら、ＪＡ

が正しくて市は何か拒絶しているみたいなことなんですけども、なぜそういう論調になる

のかがよくわからないんですが、いずれにしてももう一回ＪＡの案をどういうふうに変形

したら、こちらが受け入れられるべきだろうというそこをもう一回はっきりとお答えをい

ただきたいなと思います。 

○議長（立入三千男君） ただいまの反問に対する発言を求めます。野並議員。 

○９番（野並享子君） ＪＡ側に立っているとかいうのではなくて、市長が、ＪＡが協議

にもうならないのであるならば市有地で物事を行うということをおっしゃったので、そう

なると、今ある３，６００平米ですね、縦長の。この土地しか市の土地としての部分です

から、この土地で駐車場を確保するという形になりますね。こどもの家の部分が１，００

０平米ですから、ここをＪＡの用地をそのまま残すとするならば、広場は四角い広場じゃ

なくて、こどもの家の、言うてみたらこんな形の広場になりますやん。ＪＡの用地がここ

にあるんですから。こっち側に駐車場をもってくると。広場は残すとおっしゃいますけど

も、整形な土地でなくてこういうへこみの土地になります。ですから、そんな形の変形の

土地を残していって市だけの土地でやるんだというふうな形をされるよりかは、ＪＡが９

０度回転をする。今２，６４０平米ありますから、等価交換という形ですれば、資産価値

としては三方向に道路があり、しかも１５メートル道路に面しているところになりますか

ら、当然こっちの文化ホールの前の道よりかは、価値としては高いというところですから、

素人考えですよ、素人考えとして等価交換ということになれば、２，６４０をＪＡおうみ

冨士が確保するということは、これは等価交換としては成り立たないんだろうなというふ

うに思いますので、そうするとやはり９０度に回転させた方が整形な広場ができるという

ところです。ＪＡおうみ冨士の昔ガソリンスタンドだったあの土地が市の用地になるので

したら整形な広場ができますけども、そうじゃないですからね。ですから、やはりまちの

将来を考えたら、ＪＡの側に立つのではなくて野洲のまちづくりを考えたならば、やはり

四角い形の広場というのは、私は残すべきだというふうに考えております。以上です。 

○議長（立入三千男君） 野並議員、一般質問を続けてください。 

○９番（野並享子君） 次に３つ目の問題として、２３日の特別委員会に出された資料で

は、これから本格的に基本計画策定に向けたヒアリングや部門設定のまとめなどもされま

す。システム環境研究所に策定業務を委託されましたが、地域戦略室の職員の増強を行い、

病院建設準備室というスタッフが必要ではないかと考えますが、見解を求めます。 
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○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 組織については、こちらも従来からいろいろ課題設定して考えて

おります。今、野並議員の提案かどうかは別として、専門の部署はつくらないといけない

と思っています。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 私もちょっと高島市民病院がどういう形で構想が建てられ、基本

設計着手、竣工という形になったのかというのを、スタッフの数を問い合わせました。平

成２０年に基本設計着手。これは外部、ここも外部委託していますので、そのときには４

人の職員。しかも健康福祉部と病院整備課という２つの課でスタッフになっておりますし、

２１年には５人、２２年には８人、２３年の竣工のときで７人という形で、やはりきちっ

と健康福祉部と病院整備課という形で福祉の関係の部分もありますので、こういうスタッ

フの中での体制ができておりますので、やはりそれに専門する、今地域戦略室は、琵琶湖

岸とか何とかかんとかといってまだ他にも仕事が、病院だけで動いている課とは違います

ので、そういう意味ではきちっと病院だけで設けるスタッフの病院建設準備室というのが

必要ではないかと思いますので。考えておるということですので、できるだけ早い時期に。

この４月の異動、そして７月のあの突然の異動の中で、本当に私は病院建設のその準備室

をつくるためのそういうスタッフ体制をされるかと思ったんですけど、ちょっと見ている

と、これまで関わってこられた人は１名残っておられるだけ。あと、４月から変わられた

方が２人。今まで関わっておられた方が主なメンバーではおられないということで少々不

安を感じております。ですから、もう少し病院建設に特化したそういう準備室というのが

必要ではないかと思いますので、これ、もう一回お尋ねいたします。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 実のところ言いますと、去年の１０月に組織をつくろうと思いま

した。でも人が割けなかった。だめだったら４月につくろうと思ったんですが、人が割け

ませんでした。何回も言うていますように、福祉とか現場部門、それと道路河川が今、課

長補佐もいないんですが、今回７月の異動というのはちょっと異例なんですけども、部長

に会議で言いましたように、ベストの状況にいつももっていくと。サッカーのフィールド

の現場と一緒で、経験はあってもその時点でベストかどうかというので変えています。そ

こまで議員が口を挟んでいただくものかなと、私は思うんですけども、今言われましたか

ら。全部野洲市の場合、組織も全部公開でやっています。人事も、これは公開というわけ
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にはいかないけれども、組織は基本的に庁内公開です。今までやっていなかったやり方で

すね。原案をつくったらすべての職員にわかるように１回案を出して、その上で庁内合意

でやっています。普通だったら市長の専権事項みたいなもので、課が突然できたりできな

かったりになりますけど、やっていません。人事もかなり公開で、その固有名詞とかは別

ですけど、やっています。 

 かなり無理をしていまして、きのうも言いました地域包括支援センターも、これ、どう

人を生み出すかというので昨年度も結構悩んでこの４月からも、きのう言いましたように、

委託か委託でないかと。内部的には人が厳しいので委託だと。いや、そこも吸収していま

すし、市民生活相談も、これ、来年から法律施行で結構危ぶまれていますけど、野洲市の

場合はもう当初から積極的に市直営で市の職員でやっています。ですから、地域戦略の中

には幾つか入っていますけれども、今のところは駅前全体の整備と、そしてから病院とい

うことです。私が思っている以上にＪＡとの関係にすごくエネルギーを取られています。

それと過去の官民境界、これなんか数十件の方の印鑑のもらい直しをまだやっていると。

こんなことは本当は地域戦略でやるようなものと違うんですけども、官民と、それからＪ

Ｒとの境界の確定の仕事とか、本来こんなものはもうとっくの昔にやっていないとだめで

す。ちょっとそういうところでなかなか人も厳しい中でもまだ割けていません。そこをか

なり微妙な中で何とか秋には人を生み出そうと。 

 一方では、これ、基幹システムの変更をやっていまして、今そこに人を結構割いている

んですね、情報システムで。これが１０月に仕上がる。そういったことであえて言います

と、この間もある新聞記者にたまたま帰りに出会ったら、７月の異動は異例だったと。何

かすごく噂になっていますよと。何でやと言ったら、いやいや、突然の異動だからと。ど

こで話が出ていると言ったら、庁内外ですと言うので、庁内外という。今ご質問があった

からよくわかりました。誰かの声の一声ではやっていません。情報開示をするのは限界が

ありますけども、いろいろなことがあったので７月にああいうふうに変えています。不安

に思っておられるという、これは不安に思っていただく必要は全くないです。あえて言い

ますと、私は前から言っていますけども、平地だったら走る車、下り坂だったらスピード

が出るけども、坂道になったら走らん車があるわけです。組織と人事というのはそういう

ものです。ぜひ野並議員も議員としてキャリア高いですから頑張っていただいて、上り坂

も登っていただきたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 
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○９番（野並享子君） 次に行きます。生活保護行政について質問をいたします。生活保

護法が改悪され、昨年７月から実施されています。２０１５年度までの３年間で６５０億

円削減する計画で保護基準の引き下げや窓口で排除する水際作戦などが盛り込まれました。

この改悪と合わせて成立した生活困窮者自立支援法が施行され、就労支援に切り替えてい

ます。野洲市では、パーソナルサポートサービスモデル事業に取り組み、さまざまな成果

を上げていますが、基本的なことを質問させていただきます。生活保護基準が引き下げら

れたことにより、生活保護の金額を基準にしている就学援助、保育料、介護保険料など影

響を受けた人は何人おられるのでしょうか。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） それでは野並議員の生活保護行政についてのご質問にお

答えします。今回の引き下げにより影響を受けた人の人数でございますが、就学援助費の

受給者でお一人おられます。それから保育料と介護保険料についての影響はございません。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 生活保護受給者がふえておりますが、年金の引き下げでも今後影

響が出るのではないかと思います。２０１３年１０月分から１％、１４年４月から１％、

１５年４月から０．５％と、３年間に２．５％の引き上げであります。影響額なり影響を

お聞きしたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 本市におきまして平成２５年７月１日現在の生活保護の

世帯数は１７８世帯で、今年８月１日現在の生活保護の世帯数は１８５世帯でございます。

この１年間で７世帯ふえておりますが、これの要因に年金の引き下げということではござ

いません。この引き下げによりまして生活保護を開始した方はおられないということでご

ざいます。こうしたことからしますと、年金の引き下げによる受給者が受給したというこ

とではなく、それが大きな要因であるとは考えてございません。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 来年４月からもさらに０．５％下がることになりますから、影響

がないということはないというふうに思います。 

 それと次ですが、生活保護受給者の年代別では、これを見てもらったらおわかりのよう

に、一番びゅーんと上がっているのが、これが７０歳以上なんです。平成２１年度から比

べてもうずっと上がっております。ここが低年齢層です。その次のが６０から６９という
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形で年金生活の世帯ですね。この部分です。３番目ですね。という形で、低年齢層が多い

というのはやはり非正規雇用とかいうところの２０代から、ここの部分、３９とかここの

部分も入るかもわかりませんけども、そこら辺の世帯の所得が低いから子どもたちの部分

も低くなっているというふうな状況だというふうに思います。基本的にこの年金をもらう

人がどんどんふえていくという中で、基礎年金の引き上げをしなければ毎年生活保護の受

給者がふえるのではないかというふうに思いますが、見解を求めたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 基礎年金の大幅な引き上げがなされれば、それは受給者

の増加を抑止できるという可能性があるかもしれませんというご回答とさせていただきま

す。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 当然抑止できると思います。今、国民年金の満額もらっておられ

る方でも６万円そこそこ。もうそれ以下の満額もらえないという方々が多数おられますか

ら、年金もらったとたん生活保護世帯という、そういう事態になりかねない。就労もなか

なか大変な事態ですので、やはり生活保護のこのグラフから見ましても、やはり地方自治

体からももっともっと皆さんの願いとして、年金の最低限度の国民年金の引き上げという

ことを、基礎年金の引き上げということをやはり求めていかなくてはならないのではない

かというふうに、我々受給している者だけではなくて、行政サイドからも、これ市民税か

らも保護費には出ていますから、やはりこういうふうな部分、行政サイドからももっと声

を上げていただきたいというふうに思います。 

 次に憲法２５条の健康で文化的な最低限度の生活の保障についての見解を求めたいと思

います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 憲法２５条の規定を受けて設けられました生活保護法で

ございますが、これは生活に困窮する人の最後のセーフティーネットであるということで、

極めてその点で大きな役割を果たしていると、このように認識をいたしております。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） もう一つ、最初の健康で文化的な最低限度の生活というところは

どういう認識をされているのか、お尋ねいたします。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（井狩重則君） 憲法２５条の解釈ということですけれども、どういう意

図で見解を求めていただいているのかわかりませんけれども、この部分については社会保

障の理念についてのお尋ねかというように思いましたので、私がお答えする内容ではない

ということで、控えさせていただいたものでございます。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 生活保護を受けておられる方、本当に最低な、食べてもうおしま

いという状況で、兄弟姉妹の遠方でのお葬式にも行けない。旅費が出ない。九州の兄が死

んだけどもとても生活保護の中から九州を往復するだけの旅費が出ない。ということで、

香典だけ送っておいたと言って、本当にもう悲痛なお顔でした。残念というのか、本当に

自分の兄弟姉妹のお葬式にも行けないというのは、健康で文化的な最低限度の生活という

ことにはないと思います。こういうのが今、生活保護の困窮、最後のとりでだというふう

におっしゃいましたけども、食べるだけという生活。これは健康で文化的な最低限度では、

ないというふうに私は思います。ですから、この保護基準を今引き下げていっています。 

 それと高齢者の加算をなくしました。高齢者になったらお金が要らんということでなく

したんですよ。違うんです。こういうお葬式とかいうふうなつき合いというのか交際費と

いうのか、そういうお金は若い者よりも膨らんでくるというのが現状です。ですから、や

はり国が決めてその中で枠内で仕事をされているというふうには思うんですけども、やは

りここら辺が現場も含めて国にも求めていっていただきたいなと。我々もこの問題は国会

の中でも言っていっておりますけれども、しかし行政サイドからも大変な事態だというこ

とは認識をしていただきたいというふうに思います。 

 次に、最後の平和事業について質問をいたします。野洲市は、平和市長会に参画をして

います。また、平和都市宣言で非核三原則を堅持し、すべての国のあらゆる核兵器を速や

かに廃絶しなければならない、私たち野洲市民は核兵器廃絶を誓い、ここに野洲市平和都

市とすることを宣言しますとあります。とりわけ、２０１５年、来年４月は核不拡散条約、

ＮＰＴ再検討会議がニューヨークで５年ぶりに開かれます。平和市長会もこの会議に賛同

し、署名活動などが展開されています。野洲市においても何らかの行動が必要ではないか

と考えますが、答弁を求めたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 野並議員の平和に関する活動、行動についてのご質問にお答えい

たします。私も平和が一番大事なものだと思っていますが、多分行動とかということにつ
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いての考え方が少し違うんではないかなというふうに思います。まず、まちとしてできる

ことというのは、やはりまちが健全で市民が信頼し合えるようなまちであることがまず自

らのまちが平和であって、市民の意識が平和に対して前向き、健全であるという。それが

日々のまちづくりあるいは市民の生活自体が行動だろうというふうに思っています。何か

に声を上げるとか、これも大事ではありますけども、まちとして一番大事なのは今申し上

げたようなことです。 

 それと、もう一つはやはり市民の活動、例えばですけども、国際協会は２０年余りミシ

ガン州のクリントン・タウンシップとも本当にきちっと交流が重なっていますし、地域に

おいても多民族あるいは多文化共生のいろんな取り組み、料理だとか生活習慣だとかの地

道な交流の活動もやっていただいています。一方、恒例の市の広報でも平和の情報提供あ

るいは市民活動センターでのパネル展示といった具体的なこともしていますので、野並議

員がおっしゃる活動も否定はいたしませんけども、まちとしては今申し上げたような総合

的な日常の取り組み、あるいは恒例の取り組みによって十分な平和への取り組みができて

いるし、メッセージも発せられているというふうに考えております。以上、お答えといた

します。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 市長も核兵器についてはどのぐらいの状況になっているかという

のはご存知やというふうに思うんですけども、全体的にこの地球上に１万７，２７０発、

そのうち７，７００がアメリカ、ロシアが８，５００ということで、あとはもう２００，

３００とかいうけども、２００、３００って、３発４発でももう大事になるような状況で

すから、北朝鮮が６から８発持っているという、これも脅威や脅威やと言われております

ように、本当にこの核兵器をなくしていく、廃絶をしてという５年ぶりのＮＰＴの会議で

あります。前回の２０００年に行われたＮＰＴの再検討会議のときに、草津市においては

１階のロビーに平和市長会が出しています署名用紙、それを旗も立て、パネルなども置き、

来庁された方々が署名をするというふうなそういうコーナーをつくられました。これは全

然お金は要りません。もう手づくりでできる、市民のその思いがあればできるということ

で、このニューヨークで行われる、ここに署名を持っていく。５年前の会議のときには、

広島市長やら長崎の市長もデモ行進をされました。多くの方、何万人という方々がまちを

練り歩かれたんですけども、そこまでの代表派遣というとお金が要りますので、本当は平

和市長会に参画をしている野洲として何らかの行動を起こしていただきたいな、それを署
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名を持って携えて国連に持っていくというふうな行動をしていただきたいなとは思うんで

すけども、一番お金のかからない署名を置くということぐらいやったらできるのではない

かと思うんですが、見解を求めたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 今のご提案についてそれが一番いい方策なのかどうか、どういう

市民のメッセージを総意として発せられるのか、そこは検討はしないといけないと思いま

すが、いきなりこの場で野並議員の提案がよしというふうにお答えできるものではないだ

ろうというふうに私は思います。 

○議長（立入三千男君） 野並議員。 

○９番（野並享子君） 野洲が豊かな自然と歴史に彩られたまち、野洲市、平和都市宣言

というのをつくっております。以前野洲町にあった部分を合併して平成１８年２月２５日、

野洲市という形でしておりますので、やはりこの野洲が平和都市宣言をしているまちなん

だという、そういう思いを市民も持っていただくというのも、私は１つの意識にしていく

ものではないかというふうに思います。平和というのは何かあって当たり前みたいな、日

本の中で紛争地域に身を置いているわけではないので。ですから、けども、こういうふう

な形で平和都市宣言をしているというここの文面をもう一度市民の皆さんが署名をすると

きに読んでもらって、本当に実感をするというふうな、そういうことも私は必要だなあと

いうふうに思いますので、ぜひ来年は５年に１度の再検討会議ですので、何らかの形で市

民が平和について考えられる、そういう機会にしていただければいいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。以上です。終わります。 

○議長（立入三千男君） 暫時休憩します。再開は午前１１時５分といたします。 

            （午前１０時５０分 休憩） 

            （午前１１時０５分 再開） 

○議長（立入三千男君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、通告第１０号、第１０番、井狩辰也議員。 

 井狩議員。 

○１０番（井狩辰也君） 第１０番、井狩辰也です。それでは私の方から地域防災体制の

強化に向けた消防団のあり方について質問します。 

 今年２月には消防団としての最高峰の勲章である「まとい」をいただき、消防団員とし

ての誇りはもちろんのこと、全団員が大変大きな責任を感じていることと思います。そん
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な中、私も消防団員として３カ月の練習のもと、去る８月に行われましたポンプ操法大会

にポンプ自動車の要員として出動する機会を与えていただき、改めて消防団活動の必要性

を再認識させていただいているところであります。さて、当市にあっては昨年９月の台風

１８号による豪雨被害を経験し、市民の安全、安心を守るため、防災活動がいかに重要な

ことであるかを思い知らされ、今年度の野洲市消防団では自治会ごとに実施されるＤＩＧ

訓練、シナリオレス訓練、さらには防災訓練や救命講習会に出動する一方、野洲市内で最

も人口及び世帯が多い北野学区に新しい分団を設置すべく消防団員の確保に向けた活動を

精力的に実施されております。また今年度、県内の消防団では初めての試みである消防団

確保のための事業として消防団サポート事業を立ち上げられています。この事業の概要に

つきましては、継続的に消防団員を確保していくために野洲市内にある店舗に協力してい

ただき、消防団員を応援する店、例えば消防団員やその家族に対して代金の値引きや特典

を提供しようとするものであります。こういった野洲市消防団の活動に先駆け、昨年１２

月に消防団を中核とした地域防災力の充実、強化を図ることを目的として消防団員の人材

確保、装備の充実、安全に活動できる環境整備等の内容が盛り込まれた消防団を中核とし

た地域防災力の充実強化に関する法律が成立しました。今後さらに当市内における防災リ

ーダーとしての必要不可欠である消防団に対し、先に制定された法律を踏まえ、以下のこ

とを質問します。 

 １つ目、消防団の加入促進について、現在どのように取り組まれているのか。また今後

どのように取り組まれるのか。 

 ２点目、消防団員の処遇改善について、現在どのように取り組まれているのか、また今

後どのように取り組まれるのか。 

 ３点目、装備・教育訓練等の充実に現在どのように取り組まれているのか、また今後ど

のように取り組まれるのか質問いたします。 

○議長（立入三千男君） 市民部長。 

○市民部長（冨田久和君） 井狩議員の地域防災体制の強化に向けた消防団のあり方につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の消防団の加入促進につきましては、来年４月からの北野分団の発足を目指

し、消防団において昨年８月から消防団員確保実行委員会を発足いただきまして、各地域

別の班編成により団員確保に取り組んでこられました。自治会からの推薦や防災フェア、

あるいは成人式後の「はたちのつどい」など、そういったイベントで啓発を行っていただ
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いたり、機会があるごとに団員確保に努めていただき、現時点では今年度当初より１３人

増員となり、１７２人体制となりました。市の条例では消防団員の定数を１７８人と定め

ておりますので、今後も引き続き消防団員確保実行委員会などの協力を得て、加入促進に

努めてまいりたいと考えております。 

 それから２点目の消防団員の処遇改善につきましては、退職報奨金の一律５万円の引き

上げについて去る３月議会で条例改正の議決をいただき、今年度から施行しております。

また、報酬や出動手当などの処遇改善については、消防団員の実情や近隣市の状況も踏ま

えた上で今後検討してまいりたいと考えております。 

 ３点目の装備・教育訓練等の充実についてでございますが、まず装備品につきましては、

昨年成立いたしました消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定に基

づき、まずは活動する上での安全確保のための装備を第一と考えておりますが、重要性、

緊急性等も踏まえ、年次計画を定めた上で整備・拡充していきたいと考えております。ま

た教育訓練につきましては、現在、国や県主催による教育訓練や消防協会湖南広域支部、

湖南広域消防局での研修など団員の経験や役職に見合ったメニューで取り組んでおられま

す。さらに法律によれば、現場指揮課程や分団指揮課程など、指揮能力の向上を図る訓練

を充実する意向でありまして、市としましても、消防団員がこれらの訓練に参加しやすい

環境づくりに配慮してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（立入三千男君） 井狩議員。 

○１０番（井狩辰也君） 消防団の加入促進について現在団員確保に取り組んでいただい

ているということで、１７２名の今現在の団員数ということなんですけれど、消防団への

加入促進についてということで、地方公務員の加入促進についてはどのような取り組みを

されておられるのか。本年度平成２６年４月２５日付で消防庁長官から依頼文として消防

団のさらなる充実強化についてということで、依頼があったと思うんですけれど、ここに

も地方公務員の加入促進ということで載っておりますので、現在庁内でどのような取り組

みをされておられるのかということ、また、消防団協力事業所表示制度の導入促進等につ

いて、こちらの方も消防団協力事業所表示制度活用により事業所における消防団活動への

より一層の理解及び協力の促進をお願いしたいということであるんですけれど、こういっ

た取り組みについても現在どのような取り組みをされておられるのかお伺いします。 

 処遇改善につきまして出動手当等今後見直しを検討されるというご答弁でしたので、ぜ

ひ近隣市と比較しながら、ぜひ前向きに検討をいただきたいなと思います。出動手当１，
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５００円というのは恐らく平均値よりは大分低いのではないのかなと、私自身認識してお

るんですけれど、ぜひその出動手当につきましては環境整備という点からぜひ前向きに検

討していただきたいと思います。 

 再質問といたしましては、加入促進についてということで、地方公務員の加入促進と消

防団協力事業所表示制度の導入促進等についてということで、再質問いたします。 

○議長（立入三千男君） 市民部長。 

○市民部長（冨田久和君） まず、地方公務員の加入促進に向けてということでございま

す。これまでからもう市役所の職員が多く消防団に団員として加わっていただいておりま

した。それから近年もそういったことで呼びかけをさせていただいておりますし、今年度

に入りまして、この期間、今申しましたように１３名の増員をいたしましたけれども、そ

の中にも市の職員も何名か加わっていっておりますので、そういったことで引き続き公務

員の加入についてもお願いをしていきたいと、このように思っております。 

 それから協力事業所の制度の活用ということでございます。これにつきましても、全国

でも消防団員の確保という観点からいろんな事業所がおっしゃっていただいているような

サポートという形で取り組んでいただいておりますので、野洲でも１事業所、サポート事

業所として名乗りを上げていただいて、この１０月からそういったサポート事業の展開を

していただけるというふうに聞いておりますので、できましたらこういった取り組みも商

工会の加盟店まで広がるような形で将来的にはできていければ心強いことかなと、このよ

うに思っております。 

 それから、サポート事業とは別になりますけれども、消防団の協力事業所といたしまし

て、野洲市役所の他に市内の大手の事業所さん等も加えて、市役所入れて４事業所がこの

協力事業所ということでご協力いただいておりまして、この４事業所だけでも２８名の団

員の方が加入いただいておるということでございますので、こちらのあたりもできるだけ

引き続きお願いをしてまいりたいとこのように思っております。 

 それから処遇改善の件でございますけれども、特に出動手当等、湖南４市の中でも少し

手当の額にばらつきがあるようでございますし、それぞれ額の決定までにはいろんな経過

もあると思いますけども、一度近隣との額の調整なりできるものかどうかも含めて、一度

検討してまいりたいとこのように思っております。 

○議長（立入三千男君） 井狩議員。 

○１０番（井狩辰也君） 消防団は身近な組織だと思います。今後ますます予測できない



 －163－ 

ゲリラ豪雨とか災害とか起こりますので、ぜひ消防団の環境整備をぜひ前向きに早急に処

遇改善とかいろいろあると思いますけれど、次年度からぜひできるように取り組んでいた

だきたいなと思いまして、以上で私の質問を終わります。 

○議長（立入三千男君） 次に、通告第１１号、第８番、太田健一議員。 

 太田議員。 

○８番（太田健一君） それでは大きく２つの項目について一般質問させていただきます。

まず１点目ですが、介護保険制度改定と特別養護老人ホームの特例入所、介護保険法１２

４条の２について質問したいと思います。まず１点目に、今年１月２４日から６月２０日

まで開催された第１８６国会では、政府提出の新規８１法案と継続４法案のうち８２法案

が成立しました。その中で地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律等に関する法律案の１９本の法律を一挙に改正というような暴挙が行われまして、

医療と介護に関わる内容が大幅に後退することとなりました。この介護保険制度改悪の一

括法の大枠は決定されましたが、内閣や厚労省が発する具体的な内容を決める政令、省令、

告示、通達等はこれからとなります。７月２８日に全国担当者会議が開かれ、ガイドライ

ンの案が示され、詳細は今後決定されますが、一部には猶予期間、市町村で決めるという

内容もあるため、市町での議論が大事となってきます。第６期の介護保険改正は来年度２

７年４月実施予定ですが、地域支援事業の充実のうち、在宅医療、介護連携の推進、生活

支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進は平成３０年４月まで、予防給付の見直

しは平成２９年４月までにすべての市町村で実施とあります。要するに、今後地方自治体

の裁量というものが大きく問われることとなります。そこでまず介護保険の現状ですが、

全国的には４０歳以上の７，３００万人が介護保険料を支払っておりまして、要介護、要

支援認定者は５６９万８，０００人で、実際のサービス利用者は４７１万人でありますが、

野洲市内のそれぞれの人数を伺いたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） それでは太田議員の介護保険制度改正と特別養護

老人ホームの特例入所、介護保険法第１２４条の２につきまして、まず１問目のご質問に

お答えをさせていただきます。 

 野洲市の４０歳以上の被保険者数につきましては２万８，１９９人でございます。要介

護、要支援の認定者は１，９６７人、サービスの利用者につきましては１，２１８人とな

っております。以上、回答とさせていただきます。 
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○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） ありがとうございます。この数は年々またふえていくこととなる

と思いますが、２点目に、介護保険制度創設から１５年が経過しますが、そもそもこの介

護保険は要介護になっても尊厳が保持される自立した日常生活に必要なサービスを給付と

ありまして、介護の社会化、公的化がそもそもの目的となっています。ところが、現状は

主に家族の負担、介護費用の経済的負担、特養の待機者、介護労働の人材不足と、まさに

介護の危機という状況の中にあります。今回の介護保険改悪の柱には、消費税増税とセッ

トが深く関わっていまして、この２０２５年をめどに中長期改革の中でさらなる増税と制

度改悪が計画されています。これまで消費税増税分はすべて社会保障に使うと国民を欺き

続けた結果公的介護がないがしろにされ続けているという、こうした現状に対する認識を

問いたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） ２点目の現状に対する認識はということでござい

ますが、まず消費税率の３％の引き上げについてでございますけれども、平成２６年度分

といたしましては、消費税分それから地方消費税分を合わせました増収分は５兆円と。こ

れはすべて社会保障の財源に充当されているものというふうに認識をいたしております。

現状の認識についてでございますけれども、介護保険制度は、我が国の急速な少子高齢化

によりまして、介護を必要とする高齢者の増加と共に介護の長期化などによりまして、家

族だけではその介護が支え切れないという、限界が来ているということから、平成１２年

から社会全体で支えていこうというこうしたことで生まれました制度ということで、介護

サービスにつきましては、それ以前の行政の選択によります措置という制度から利用者が

自由に選択し事業者と契約をする制度となりました。その財源につきましては、利用者の

負担を除きまして、公費と保険料が折半というふうになってございます。その公費の負担

が厳しくなってまいりまして、サービスの供給に支障が出るような事態になることは非常

に憂慮すべきことというふうに考えてございます。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） ３％引き上げ分はやはり使われているというようなご答弁であり

ましたが、これまでも何度もこの介護保険のことだったり、消費税のことは取り上げてき

まして、これまで税として負担が大きくなった分は社会保障に使われていないということ

を何度も指摘をさせていただいてきました。そのことが大きな原因にあると思います。そ
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のことは、保険あって介護なしといったような現状が起きていまして、介護の社会化、公

的化というものはもう崩れてきている。そもそものこの制度自身の矛盾というものがあら

われてきていると思います。そこで今度、３点目なんですが、今回のこの介護保険、４大

改悪の中に特別養護老人ホームへの入所は原則要介護３以上に限るとありますが、野洲市

内の特養入所者の要介護度別の人数と割合をお聞きしたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 本市の状況でございますが、要介護１の方が６人、

割合としましては４．６５％でございます。要介護２が１７人で１３．１８％、要介護３

が３２人、２４．８１％、要介護４が３４人で２６．３６％、要介護５が４０人で３１．

０１％となってございます。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） それでは次に特養の待機者の人数をお聞きしたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 平成２６年４月３０日現在の数字でございますが、

市内の特養の待機者の実人数、これは要介護１が５３人、２が６７人、３が６７人、４が

１０５人、５が７４人の合計３６６人となってございます。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） ３点目にお聞きしました割合を見ても、１と２の方に関して４．

６５と１３．１８、２０％近くですね。人数も１と２の方で１００名以上おられるという

ことで、かなり多くの人たちが影響を受けるということになっていくと思うんですけど、

５点目になりますが、この特養入所、原則要介護３以上に限るという改正が適用されるの

は来年度の第６期の介護保険改定の時期からなのか、それとも先に１点目に述べました猶

予期間に含まれているのかを尋ねます。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） この要介護３以上に限るという改正の時期につき

ましては、来年２７年の４月１日からとなってございます。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） では現在入所しておられる利用者にも適用されるのか、もしその

場合施設を追い出されるという形になるのですが、その人たちの受け皿が必要だと考えま

すが、どのように考えているのかを伺います。 
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○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 原則要介護３以上というこれにつきましては平成

２７年４月１日以降の新規の申し込み者から適用をされます。したがいまして、それ以前、

平成２７年３月３１日までに既に入所されている方についてはこの原則３以上というのは

適用されません。ということですので、当然、今入っておられる方が施設から追いやられ

るということはございません。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） そもそもこの制度自体が本当にひどい制度改悪であると考えます

けど、今回この要介護度１と２であっても特養への入所が必要と考えられる場合の特例入

所ということが認められるということが盛り込まれています。その条件の具体的な内容と

いうのは、まず１つに知的障害、精神障害などを伴って地域での安定した生活を続けるこ

とが困難、２つ目に家庭などによる虐待が深刻であり、心身の安全、安心の確保が不可欠、

３つ目に認知症高齢者であり常時の見守り介護が必要、とあります。まずこうした特例入

所の条件を行政として把握されているのかを伺います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 特例入所の条件を把握しているかということでご

ざいますが、今まさに太田議員がおっしゃいましたこの３つの条件ということで当然把握

をいたしております。ただ、今後厚生労働省におきまして、この特例入所の判断にあたっ

ての要件に係る勘案事項がまた明確なものが示される予定でございますので、これに基づ

きまして、平成１４年８月７日付の国の方の老健局計画課長通知ということで、指定介護

老人福祉施設の入所に関する指針についてというのがございますが、これがまた改正され

ると。そして特例入所の判断基準あるいは市の関与の手法を含む入所判定の手続につきま

しても定められる予定であるというふうに聞いております。なお、滋賀県におきましても、

この改正を受けまして現行の入所ガイドラインの見直しをされる予定というふうに聞いて

おります。以上でございます。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 詳細はこれからということですが、今の現時点で出ている情報と

しては、特例入所する場合には、施設に入所申し込みがあった場合、まず１つ目に市町に

その状況を報告する、２つ目に市町に意見を求めることができる、３点目に市町は施設に

対して意見を表明することができる、となっています。これを受けて入所検討委員会で判
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断することとなるとなっています。要するに、特養への入所は利用希望者がそれぞれの施

設に直接申し込みをこれまでどおり行いますが、要介護１、２の人に対しては野洲市に意

見を求めることができるためにそれに対して答える責任が出てくる、あるということにな

ります。ということは、行政として事前に待機者の実態を把握しているかどうかというこ

とが問われますが、現在、調査や把握はできているのかどうか伺います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 特例入所に関わりましては、市の方に意見を求め

られた際に当然施設の方からその申込者、待機者の実態を提示されるということになると

思いますので、この入所にかかって今現時点でその対象者の内容を確認し判断して、そう

したことから現時点では待機者のこの実態についての把握は行っておりません。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 現時点では把握できていないということですが、先に述べました

ように、来年度の第６期改定からこれが実施されるということなので、待機者に対する実

態調査や把握は必要となってくると思いますが、見解を伺います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 今申しましたように、この特例入所に限って関わ

って今実態把握ということは特に必要ないと考えておりますけれども、当然第６期の事業

計画を今策定しておるところでございますが、その策定にあたっては待機者数のみならず

こうした待機者の生活実態、こうしたことは一定必要な把握については、一定必要である

といふうなことを認識しておりますので、現在この野洲市の利用者の状況をよくご存知な

ケアマネージャーを対象にいたしましてアンケート調査を行っておりまして、実態把握に

努めているところでございます。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） この件は参議院での附帯決議でも指摘されていますので、これは

努力義務ということになっていますけど、その申し込みがあった時点から調べるとかでは

遅いと思いますので、しっかり把握、先ほどもケアマネがアンケート調査されたりとか待

機者の実態を把握する方向でと考えておられるので、なるべく詳細に把握してもらって答

えられるようにということを求めておきたいと思います。 

 次に進みますが、今回、新たに介護保険法第１２４条２という項目が盛り込まれていま

す。この具体的な内容というのは、まず１点目に、市町村は政令で定めるところにより所
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得の少ない者について、条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき、第１

号被保険者に関わる保険料につき減額した額の総額を基礎として、政令に定めるところに

より算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。２つ目に、国

は政令で定めるところにより前項の規定による繰入金の２分の１に相当する額を負担する。

３点目に、都道府県は、政令で定めるところにより、第１項の規定による繰入金の４分の

１に相当する額を負担するとあります。市町が独自に減免した場合に、これまではペナル

ティーを国は与えてきたという事情がありますが、厚労省がこれまで示してきた公費投入

をしないことを原則とした減免３原則、これがいよいよ破綻して、国の大きな方向転換が

されたと思います。これは少額ではありますが、利用者にとっては本当にありがたいこと

であって当然の権利を保障されたこととなりますし、介護保険制度の矛盾がいよいよ行き

詰まっているということもあらわしていると感じています。まず、この規定の中にあるこ

の所得の少ない者の対象者というのはどうした者なのかを伺います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） ７月２８日の全国介護保険担当課長会議におきま

す第１号保険料の見直し案によりますと、現行、第５期の事業計画でございますが、この

５期の計画の中の標準の６段階という保険料設定、これで言うところの第１段階と第２段

階及び第３段階までの対象者が該当するという予定でございます。なお、具体的な軽減の

幅等は国の平成２７年度予算編成において最終的に決定されることになっております。そ

の内容を踏まえまして、今後発せられる政令等に規定をされる予定でございます。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 財源として国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１となって、

国から補助金が支給されることというふうに想定されますが、具体的にはどのような形で

出すようになるのかを伺いたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 太田議員が冒頭に触れられましたとおり、具体的

な内容につきましてはこれから発せられる政令、省令、告示、通達等に規定されることに

なりますけれども、法律に基づくものということで言いますと、通常負担金という形で交

付されるというケースが考えられます。なお、市の４分の１負担に対する地方財政措置、

いわゆる交付税措置につきましては現在厚生労働省が国の財政当局と調整中というふうに

聞いております。 



 －169－ 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 野洲市では現在独自の減免というのを行っているのかどうかをお

聞きします。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 本市では独自の減免は行っておりません。なお、

先ほど質問の中で議員が言われた独自減免をした場合の国のペナルティーということなん

ですが、これについてはないものと思っております。確認をしておりますけれども、ござ

いません。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 現在行っていないということですが、例えば先ほどの答弁の中に

ありましたこの対象者となる方、介護保険料の所得段階、標準の６段階のうち１、２及び

３とありましたが、ここに介護保険料の表がありますけど、野洲市は１０段階になってい

ますね。この例えば１０段階のうちの第１と第２段階の算定基準額というのは０．５とな

っています。これは生活保護受給者や住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者、本人及び

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得足す課税年収年金収入額が８０万円以下の人

というような部分に関して、これまでもこれは求め続けてきていましたが、算定基準額を

今０．５を０．２５に下げる、や、１段階を無料にするなど、負担を軽減していく必要が

あると考えますけど、見解を求めます。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 介護保険として制度化された仕組み以外の保険料

の減免、いわゆる独自減免につきましては、被保険者間の公平性の確保や健全な介護保険

事業の財政運営、財政規律の保持の観点から適当ではないというふうに判断をいたしてお

ります。先ほどの国の方の保険料減額、こうしたことで今の第１段階、第２段階といった

ところの実質上の減額ということになってございますので、それ以上の独自減免について

は、今後も考えておりません。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 例えば老齢福祉年金受給者あたりの方々は大体１カ月１万５，０

００円から８，０００円ぐらいの年金の方々で、そういう方々は普通徴収で納付書で徴収

されて、天引きではないと。それ以上の人は天引きされているわけですけど、滞納という

問題でもこれは全国的な問題でもあると思うんですけど、この第１段階の方はかなり多い。
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実情は、大体この段階の方々は家族に扶養されている方がほとんどだと思うんですけど、

そうじゃないと食べていけないというような実態があると思うんですけど、そこで扶養さ

れているからそこの世帯主の方に求めても、息子さんは払わないとかいったような実態が

あります。そういうことが滞納の増加につながるという実情がありますし、それぐらい年

金が少ない、大変な暮らしの中で暮らしている方に対してもこうして介護保険料として徴

収するというところにそもそも無理があるというふうに思います。先ほど独自減免は適当

ではないということで考えていないということでしたけど、他の自治体でも、先ほども言

いましたけど、第１段階だけでも無料にされている自治体もありますし、今回こうやって

制度改正されて市で減免することに対して、国がお金を出してくれるということになって

いるのであれば何もしないということは問題があるのではないかと思いますが、改めてお

聞きしたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（遠藤伊久也君） 今も申されましたように、国がそうした軽減とい

いますか減額、保険料の軽減ということをされます。これに対しては当然各市町もそれに

沿った形で対応させていただくということでございますけども、ルールを越えて独自に減

免するということになりますと、先ほども申しましたように、被保険者間の公平性という

面から問題がございますので、その点については考えてございません。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 例えば国が基準額を下げればそのまま下げるということですね。

それには従うが、独自にはやらないということですね。これはぜひやるべきだと考えます。

先ほどから言っていますけど、やっぱり苦しい世帯の、そう大きな額にはならないと思う

んですね。なので、それは何度も求めていますが、強く求めておきたいと思います。介護

保険に関しては質問は以上で終わります。 

 次に治水対策の質問に移りたいと思いますが、近年、台風や集中豪雨の激しい雨量によ

って甚大な被害が起こっているのは皆さんもご存知だと思います。先日の広島土砂災害や

京都福知山や宇治などの中小河川のはんらんによる市街地の水没など、これまでにもない

ような大きな被害となっています。今朝も京都の方で大雨でというようなニュースが流れ

ていました。野洲市においても、昨年台風によって野洲駅南口における浸水被害も生じて

おりまして、今年も既に近いレベルの水害が起こりそうな事態もありました。１５日でし

たっけ１６日、きのうのある議員の人の質問の中にも１５センチほど冠水しているという
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ふうな実態もあります。こうした激しい雨量は地球温暖化の影響によるものと指摘もされ

ていますが、今後同じような規模の台風や集中豪雨が想定されるという意識のもとで治水

対策を考えていく必要が求められると思います。現在、野洲市の雨水対策事業として、友

川の河川整備による雨水対策事業に取り組んでおられますが、まずはその進捗状況を伺い

ます。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 太田議員の治水対策についての１点目の雨水対策事業と

しての友川の進捗状況についてお答えをします。 

 友川の改修につきましては、平成２３年度に事業認可を受けて２４年度から工事に着手

をしているところでございます。今現在の進捗状況につきましては、全体延長１，３００

メートルに対しまして、五之里地先、市三宅地先で約６５０メートルが完成しており、進

捗率は約５０％でございます。以上、お答えとします。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） この友川の改修は、議運の会派勉強会のときの質疑の中で、市三

宅の市街化区域の開発許可の進捗状況によって２７年完成予定が遅れるという可能性があ

ったというような発言があったと思うんですけど、どのような課題があるのかを具体的に

尋ねたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 友川の改修が遅延するのかということでございますが、

今現在、事業認可を受けて実施している区間につきましては平成２７年度では完了する予

定で取り組んでおります。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 少し踏み込んでお聞きしたいんですけど、この現在完成している

箇所を見に行ってきました。ここが五之里の部分で、今２７年完成はここのオムロンのと

ころまでということですね。が、２７年度完成予定ということで、見に行ったときは野洲

市のコミセンきたののあたりまではでき上がっているというような現状だったと思うんで

すけど、現場を見たときに、この擁壁の部分が素人目にぱっと見て、普通はこの擁壁のと

ころまで土があって、畑があってという感じになっているんですけど、１カ所、このよう

に擁壁だけがせり出している部分があって、僕はそんなに詳しくはないんですけど、素人

目に見てもこれで耐えられるのかと。べきっと崩れるのではないかという不安があるんで
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すが、この点に関してはどのような。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 構造的に今も写真を見せていただきますと、非常に厚さ

が薄いというＵ型水路になってございます。この雨水整備につきましても、耐震性の構造

物を使用するようにということで、国の方からも通達も出ておりますことから、いわゆる

構造的なものあるいは耐震性も含めてこの新製品を使っているということでご理解を賜り

たいと思います。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） じゃ、問題はないという認識で大丈夫ですね。国の方が推奨して

いるものを使って、もし何かあったら国に文句を言わなければならないということになる

と思うんですけど、また皆さん、見る機会があれば見てもらえればちょっとびっくりする

と思います。 

 もう１カ所、最初のスタートのところですね。この童子川のところとぶつかるところで

す。スタートのところも見に行ったら、要はここがスタート地点なんですけど、これはこ

っちの五之里のこの細い川の方から写真を撮っているんですけど、この角のところがこの

ように要は杭でばらばらになった擁壁を支えているという状況。ここから童子川の方に向

かうこの川もかなり横の擁壁がぼろぼろで積み上げられていたりというような状況になっ

ているんですが、この点に関してはちょっと心配なんですが、どのような。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 今の友川の最下流、いわゆる童子川の合流点でございま

すが、この童子川につきましては、今現在、２６年度に用地買収をして、２７年度から本

格的に工事にかかっていただく予定になってございます。この友川の合流地点までは今の

下流断面が必要とされています。そういったことで、今回Ｕ型を設置はしているんですけ

れど、その部分にはコンクリートの柵板溝といって、水路がありました。その部分は３メ

ートル５０でした。そこがのど首になるということで、暫定的に杭を打った板柵でその部

分を広げていると。こういうふうにご理解を賜りたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） ということは、童子川の改修がされれば、すべて解決するという

ことだと思うんですけど、童子川の改修は来年度２７年度からスタートで、終わるのが２

８年度ですか。 
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○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 童子川の改修につきましては、今の友川の改修が２７年

完了予定ということで、県にも２７年度に間に合わせてほしいという要望をしておりまし

たが、ちょうど農道橋をかけんならんと。ちょうど間に農道がございます。そういった意

味で、河川の改修をしていくことによって橋梁が必要になるということでその部分に１年

かかるということで、一応完成予定は１年延びて２８年の予定でございます。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） そもそもは同時に進めていくということが遅れているということ

で今現状になっているということですが、この状態のままでも、今日も雨が朝から降って

いましたけど、水量がふえることが今後もあると思うので、この状態ではちょっと心配な

ところもあるので、県のこともあると思うので、市だけだとできないことがあると思うん

ですけど、ここの部分はちょっと注意して見てもらっていきたいと思います。計画どおり

遅れないように進めていってもらいたいと思います。 

 もう１カ所。今見に行かせてもらったときは、このコミセンの総合体育館側の橋は先行

して完了していますよね。していました。こっち側のコミセンの県道側の方はまだされて

いないということで、ここは結構県道ということで交通量も多いんですけど、ここは通行

どめはされてするのか、どうされるのか。時期とかも教えてもらえますか。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 県道の横断につきましては、今年度う回路を設置してそ

の交差点部分へのボックスカルバートというもので、１９．５メートルの敷設を考えてお

ります。今も申し上げたように、先にう回路を設置してそれから今の現道、いわゆる県道

の木部野洲線を掘削してボックスを入れると。こういう流れになります。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

            （「全然通告されていない」の声あり） 

○８番（太田健一君） ここの、今、友川の事業について関連して聞いているわけです。 

○議長（立入三千男君） 続けてください。 

○８番（太田健一君） ここの計画そのものは今後ということなんですけど、先ほども言

いましたように、この雨水対策事業は喫緊の事業だと思うので、まだ開発許可の問題等い

ろいろこの先の計画の中で関わってくると思うんですけど、なるべく早く遅れないように

進めていってもらいたいと思います。 
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 次の３点目に移りますが、この夏の間もスコールみたいな感じで瞬間的に激しい雨量も

たびたび発生していまして、今言いました友川の河川整備も早期完成が求められますけど、

同じく 井川へと流れ込む米井川においても水量増加による被害が起きていまして、対

策や河川整備を地元の方々も求めておられます。まず、この米井川は一級河川かどうかを

お尋ねします。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 米井川は一級河川なのかということでございますが、こ

れは一級河川ではなく、農業水路の米井川支線であります。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 用水ということですね。管理はどこが行っているのか。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 管理につきましては、野洲川土地改良区でされておりま

す。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 少し皆さんに、米井川といってもわからないと思うので。米井川

はここが新幹線です。こっちがＪＲです。 井川がこう流れていて、ここに境界がある

んですけど、アルプラがここにあって、ここに水門があるんですけど、この手前までずっ

と野洲川から流れてきて最終的に 井川に何本か分かれていくんですけど、ここが米井

川と言うんですけれど、この米井川は、この周辺地域というのは昔は田んぼばっかりで集

落も余りなかったんですけど、そうした田んぼが減って集落がふえて、最近は水量増加も

伴って水路そのものがかなり老朽化が進んでいて、補修しても崩れる箇所がどんどん出て

きているということで、これはちょっと通告してからいろいろお話もさせてもらって土地

改良区がされているということなんですが、市が窓口となって、そこに土地改良区の方に

伝えてもらうという意味で、この箇所を確認はしてもらったと思うんですけど、ここのち

ょうど境界があるところの部分。これまでも何回か補修はされているんですけどかなり弱

っていて、ここは生活されているので車が出入りするんですね。車が出るときに道ぎりぎ

りなので、ぎりぎりまでタイヤが乗ります。そこに圧力がかかってそもそも弱ってきてい

るということがあって、何カ所も崩れていて修繕している。そこがまた新たにこの場所、

こういう感じで崩れて、これもまた近々崩れるのではないかというような現状もあるので、

これをしっかりと改修してもらえるように伝えてもらいたいと思いますが、その対応につ
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いてはどうされるかをお答えください。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 米井川につきましては、私も現場を確認させていただき

ました。一部分の箇所が洗掘され、護岸の裏の土砂が吸い出されておりましたけれど、部

分的な不具合であるため、全体改修を緊急に実施する必要性はないと考えております。先

ほども申し上げましたように、 井川支線につきましては、野洲川土地改良区で管理さ

れておりますので、当箇所についての適正な管理をされるよう依頼を申し上げていきたい

と、このように思います。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 市民の人からしたら、窓口はどこが管理しているかわからないで

市にまず話されると思うので、しっかり対応して求めていってもらいたいと思います。 

 約４、５年ほど前に、この米井川から、米井川のここの水門から先は 井川になるわ

けですね。ここの中山道とぶつかるところまでは普通河川として市が管理、この中山道か

ら先が県の管理ということで、ちょっとややこしいんですけど、そこの部分に関してです

が、ここに写真があってこれを見てもらえればわかりやすいと思いますが、これは中山道

の駅側から見たところです。 井川に切り替わったところです。そこが崩れる可能性が

あるということで県が緊急に補修した箇所であります。結果、この擁壁のところにブロッ

クをつくって、下には石を入れた鉄の網袋を入れて、要は補強をされたんですが、それを

地元の方が、当時の自治会長なりが現場を見て、要はここが狭くなってしまったと。見て

わかるように、これは上から見た図ですけど、この分容積が単純に少なくなるので水流も

早くなり、あふれると。あふれているということが起きて、地元の方は何てことをするん

やと、こんなものすぐ撤去せいということで要望を出して、県は一度そのことで下の網は

取ったらしいですけど、このまま何も触らずに帰った。そのことに対してまた現場に県に

も来てもらって市の担当の方にも来てもらって、地元の方に見てもらって、ちょうどあふ

れていたときに見てもらって、これを取ってくれと。とりあえず取ってくれと。取ったら、

県は、これは横の擁壁から水が浸水して弱くなる、崩れる。それはそれでしっかりと擁壁

としてつくってくれというような要望をされて、その場で県はわかりました、やりますと

いうことを答えられて、ということがあったんですが、それはそれから３年、工事された

のは２３年と聞いているんですけど、３年ぐらいたっても何もされていないというような

現状なんですが、こうした、まず現状の認識をちゃんと把握されているのか、どういう対
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応をされるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） ご指摘の箇所につきましては、 井川の一級河川の起

点部分だと思います。石積護岸の緊急補修箇所の実態については認識はしております。こ

の工事につきましては、議員が言われるように、平成２３年度に護岸の洗掘がありまして、

隣接家屋に被害が及ばないよう滋賀県により緊急補修工事、いわゆるコンクリート補強の

実施をしていただきました。基礎部分のコンクリート補強についての必要性については、

地元において一定の理解はされておりますけれども、ご指摘のように、一部分河川断面を

冒しております。隣接家屋に被害が及ばないよう、断面を確保するための工事が可能なの

か、滋賀県に対して検討いただくように要望をしてまいりたいと、このように思います。

しかしながら、 井川につきましては、大雨時に頻繁に水害が発生する河川であること

から、従来から申し上げておりますけれども、抜本的な改修について早期実現を講じても

らえるよう滋賀県に要望してまいりたい。このように思っています。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） 全体的なところで考えないと、なかなか問題としては解決しない

と思いますが、こうした具体的な箇所に関してはしっかりと求めていって、できるかでき

ないかは別にしても、まずはしっかり調査してもらうように求めておきます。 

 最後になりますが、ここの米井川は、この水門から分岐してアルプラの横を通って、ち

ょっと変則な形になりますが、分かれています。こっちに下池田川があります。野洲の市

役所の駐車場の裏のところですね。手掘りの川の部分があるんですけど、そっちの方にも

水が流れるようになっています。これは新幹線側から撮ったところです。これが下池田川

ですね。ここのエリアに関しては、不動産会社がもう既に全面買収して宅地開発を計画し

て、もう測量も終わっているのか今やっている段階なのか、ちょっと詳細はわからないん

ですけど、要はここが住宅に今後なっていくということです。ですが、現状はここの部分

がよく水があふれているという、あふれ出している、冠水しているという現状があるんで

すけど、宅地開発、これから開発の許可をとって宅地が開発されるという前の段階だと思

うんですけど、それに合わせてというか、それと同時か、その手前から、しっかりとここ

が何もしないままだと、宅地ができてもまた浸水するという被害が確実に起こることが想

定されるので、その点に関してはどのように考えておられますか。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 
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○都市建設部長（和田勝行君） 市役所裏の宅地開発というものについては少し動きが来

ているように、私も感じております。そういった中で、開発面積が１，０００平米以上の

開発となりますと、都市計画法第２９条第１項に基づく開発許可が必要となります。同法

の３３条に基づき設けられた技術基準に規定する排水施設に関する基準の要件を開発計画

に反映させる必要があります。具体的には野洲市における開発に伴う雨水排水計画の運用

基準というものがありますので、それに基づきまして開発面積の規模に応じて雨水の検討

流域を設定し、開発区域から放流する下流河川についての流量計算を行い、開発区域の雨

水を直接放流することができない場合には調整池等の整備、または下流の河川改修を実施

していただくよう指導をしてまいりたい、このように考えております。 

○議長（立入三千男君） 太田議員。 

○８番（太田健一君） しっかりとした水路をつくるなり、調整池をつくるなり。きのう

も議員の質問の中で調整池の話が出ていましたけど、調整池の問題というのは今のこの集

中豪雨に対する雨量としてつくられていないから機能していない。調整池そのものが問題

ではなくてと思うので、こうした水量にこれから５０以上という水量、時間雨量というも

のに対応したような調整池、それでも機能するような調整池も考えてしていってもらいた

いと思います。 

 それともう一つ大きな問題としては、ここの部分が冠水してしまう１つの要因の中に水

門が何カ所か、近いところでも３カ所ほど水門がありますけど、この水門を現在は自治会

が管理しておられて市はさわれない。でも緊急でさわったけどすごく自治会から怒られた

というようなことも何度も聞いています。ということは、やはりここは用水なので、やは

り畑をしている人が右岸水位の関係で利用されている方からすると、やはり田畑の水を確

保したい。でもそれを優先すると冠水してしまう。行政としては開けたいというところ辺

がなかなかそこのところがうまくつながっていないという課題点もよく聞くので、その点

に関しても、しっかりと自治会の方ともつながっていくなりして協力してやっていっても

らいたいと思います。もう答弁はいいです。要望。 

 以上、終わります。 

○議長（立入三千男君） 暫時休憩いたします。 

            （午後１２時１０分 休憩） 

            （午後 １時１０分 再開） 

○議長（立入三千男君） それでは休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 
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 次に、通告第１２号 第５番、岩井智惠子議員。 

 岩井議員。 

○５番（岩井智惠子君） 第５番、岩井智惠子です。障がい者の雇用、就労支援について

質問いたします。 

 平成１８年に施行された障害者自立支援法が改正され、平成２５年より障害者総合支援

法が施行されています。また、本市では、平成２５年３月に国の制度改正等やこれまでの

本市の取り組みを踏まえた新たな課題やニーズに対応し、障がい者福祉施策を総合的かつ

計画的に推進するため、野洲市障がい者基本計画を策定されたところです。自立した社会

生活を送る上で就労、就業はその重大な施策の一つであり、大きな要素であります。それ

では質問に移らせていただきます。 

 さて、障がいのある人の法定雇用率について、平成２５年４月１日から民間企業では１．

８％から２％に引き上げられたところです。事業主は障害者雇用率制度に基づく雇用義務

が課せられています。そこで本市における障がい者の求職状況と雇用状況についてお伺い

をいたします。 

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） それでは、岩井議員の障がい者の雇用、就労支援につい

ての１点目でございます。障がい者の求職状況と雇用状況についてお答えをさせていただ

きます。 

 まず障がい者を含め雇用対策につきましては、基本的には国の責務としてハローワーク

が取り扱っておりますので、市におきましては詳細なデータがありませんので、草津職業

安定所に確認をさせていただきました。そうしますと、本年８月現在で野洲市における安

定所への求職を登録している障がい者の数ですけれども約２６０名の方が登録されている

と、このように聞いております。しかし、本人の申し出等により保留になっている方や、

あるいは登録をされたまま亡くなっている方もあるため、このうち基本的に就職可能と思

われる登録者の方は、多く見て１５０人と思われるというこういう回答でございました。

また、この１５０人のうち、１００人近くは現在就業中であるということでしたが、転職

を探している登録者、就業しているんですけども、転職も希望していると。こういう状況

であると聞いております。また就業者数につきましては、報告がない場合や障がいを申告

せずに求職をされる方もあるため把握が難しいと。職安でもやっぱり難しいという回答で

ございました。なお、市でも就労支援相談をやっておりますので、商工課、観光課におき
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まして、平成２５年度に相談を受けました数は２０名。２０名の障がい者の方から相談を

受けまして、延べ１６２回にわたって相談を受けております。そのうち４人の方が就職に

結びついているところでございます。以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（立入三千男君） 岩井議員。 

○５番（岩井智惠子君） ありがとうございました。大変やはり障がいがあるという中で、

実際に就職される方というのは厳しい現状だなというのがわかりました。 

 次に、雇用状況についても、今もありましたように、リストラや非正規社員の不安定な

雇用状況など厳しい中におきまして、ましてや障がい者にとっては道しるべ、いわゆる支

援がなくては就労にたどり着くことはできません。平成１７年３月に湖南地区４市で策定

されました湖南地区就労支援計画及び平成２４年３月に策定された第２次野洲市就労支援

計画に基づく普及や啓発など、課題を含め施策をどのように展開されるのかお伺いいたし

ます。 

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） 湖南就労支援計画及び野洲市の就労支援計画に基づく普

及、啓発につきまして、従来より市では、国や県、関係機関、団体などと連携しながら企

業、事業所に対しましては基本的に雇用対策については国の責務でございますので、市と

しては国や県、関係機関団体などと連携しながら、企業訪問時に人権啓発推進協議会の研

修時のさまざまな機会をとらえて啓発をしていると。企業、事業所に対してはそういう啓

発を行っていると。こういうことでございます。また、相談体制でございますけども、相

談を受ける市関係機関におきましては相談の受けやすい体制づくり、あるいは市民への相

談、定着支援等のフォローの充実を図っていきたい、このように思っているところでござ

います。さらに、ハローワークや湖南就労サポートセンター等関係機関とも連携を図り、

情報提供による認識の高揚等を図りたいと、このように考えているところでございます。

以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（立入三千男君） 岩井議員。 

○５番（岩井智惠子君） ありがとうございます。また支援体制の充実の中で、障がい等

で求職活動を始められない人を対象とする、いわゆる働きたくてもそこにさえつけない対

象者ですね。関係各課及び関係機関との連携のもと、自立した社会参加を目指して特別の

就労支援をしているという明記がされておりましたが、実例はありますか。もしわかれば、

具体的にどういう支援をされているのかをわかる範囲で教えていただきたいと思います。 
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○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 岩井議員のただいまのご質問にお答えをいたします。 

 本市では、障がい者自立支援課、地域生活支援室、発達支援センター及び健康推進課に

おきまして障がい者の相談事業に取り組んでおります。その中で就労相談があった場合、

本人や家族などの希望を踏まえながら、福祉的就労に適しているか、あるいは一般就労に

適しているかなどを見極めながら、福祉的就労の場合は直接作業所につないでおります。

また一般就労の場合は、基本的には障がい者の就労相談の実施機関でございます働き・暮

らし応援センター、りらくにつないでおります。またケースによっては、市の商工観光課

の方へもつないでおるのが実情でございます。この他、障がい者自立支援課では、障がい

者の就労意欲を高め、自立と社会参加の促進を図るための一助ということで、平成２２年

度から市役所及び市が管理する施設におきまして障がい者就労体験事業を実施しておりま

す。平成２５年度の４年間に７人の方が就労についておられます。以上、ご答弁とさせて

いただきます。 

○議長（立入三千男君） 岩井議員。 

○５番（岩井智惠子君） ありがとうございます。いろんな機関が連携をして、やはりこ

ういう体験事業を交えながら一人前になっていかれる姿が思い浮かぶようでございます。 

 次に、湖南地区四市及び本市におきましての障がい者の一般就労者数と福祉的就労者数

は何人ですか。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 湖南地区４市全体の一般、それと福祉的就労の人数につ

きましては、データとしてございませんので、お答えはできません。なお、本市の一般就

労者数ですが、平成２５年度中における市全体の人数は把握しておりませんが、把握可能

な中で申し上げますと、一般就労に結びついた人数は市の商工観光課取り扱い、これは先

ほど環境経済部長の方から４人ということで報告がございました。それから、やすワーク

取り扱い分で１人、それから働き・暮らし応援センター、りらく取り扱い分で１３人でご

ざいます。また福祉的就労の利用者数につきましては、月々で変動がございまして、平成

２５年度の最終月で申し上げますと、いわゆる平成２６年の３月でございますが、１１１

人でございます。 

○議長（立入三千男君） 岩井議員。 

○５番（岩井智惠子君） ありがとうございました。なかなかデータの出しにくい中、恐
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れ入ります。 

 次に、ところで本市には障がい者のための福祉作業所が５カ所あると認識しております

が、いずれも就労継続支援Ｂ、いわゆるこのＢとは福祉がメインで、雇用契約なしのケー

スですが、今後Ａにつなげる、雇用契約を結ぶことができる就労継続支援Ａへのお考えと、

福祉作業所の増設等の計画についてお伺いいたします。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 就労継続支援Ａ型、この作業所につきましては、今、議

員ご指摘の現状でございます。当然のことながら必要性を感じているところでございます。

なお、先の第３回市議会定例会で市有地の無償貸し付けの議案を可決いただきました。こ

の関係で、市内のＮＰＯ法人、陽だまりが北桜地先のびわこ学園の隣接地に今、定員１０

人の作業所を整備しております。来年度４月には開設をする予定でございます。また、福

祉作業所の増設計画でございますが、これにつきましては、障がい者福祉計画、ここでサ

ービス料の見込み量を立てる、こういうことになっております。本年度、策定を進めてお

ります第４期の計画におきまして見込み量を立てることになっておりますので、増設が必

要かどうかの判断をこの計画の中で判断していきたいと、このように考えております。 

○議長（立入三千男君） 岩井議員。 

○５番（岩井智惠子君） ありがとうございます。この陽だまりについては今１０名と言

われましたけれども、やはり就労継続支援Ｂという形になるんでしょうか。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 現在は就労継続支援Ｂ型ですが、先ほどご答弁申し上げ

ましたように、今、北桜で整備を進めていただいておりますのはＡ型ということでござい

ます。 

○議長（立入三千男君） 岩井議員。 

○５番（岩井智惠子君） ありがとうございました。今後の就労支援の充実には企業就労

を支援するために、設置された働き・暮らし応援センター、先ほどりらくと言われました

が、りらくあるいはハローワークなど関係機関との連携の強化はむろん、職場開拓、雇用

支援、生活支援、就労サポート、定着支援など、絶対欠くことはできません。しかし、今、

先ほどもお答えいただいておりますように、本市の場合はそうしたサポートがハローワー

クとかに移行した場合、その後以後ですね。その以後の成り行きというんですか、どうい

うふうに障がい者の方が就労につかれているか、やめられているか、そういうあたりの情
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報というのは把握されていないように思いますけれども、そういう形はもうこれからも継

続というのか、プライバシー保護の観点あるいは人員が不足しているという職員の人員不

足という観点から、やはりこれはせめて野洲市の障がい者の方は今までずっと見守り続け

て、そして最後就労になったら、後はやめられているのか、働いてはるのか、さっぱりわ

からんではちょっと心もとない。やっぱり最後まで野洲市の障がい者の方を見守り続けて

いただきたいなと思うんですけれども、そのあたりの認識はいかがでしょうか。 

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） 定着支援に対してご質問いただきましたけども、定着支

援につきましては、従来より就労支援相談員を商工観光課に設置しておりますけれども、

そうした中で商工観光課が関わってきた方につきましては、ある程度の期間、定着支援等

のフォローを行っているところでございます。またご質問にもありましたように、障がい

者の就業、生活支援を行っている湖南地域働き・暮らし応援センター、りらくでございま

すが、りらくでも職場定着に向けた支援を行っており、こうしたところと連携した取り組

みを行っているところでございます。そうした中で、議員ご提案の趣旨を踏まえまして、

関係機関と協力と連携により、限界はあるもののできるだけアフターフォローの充実を図

ってまいりたいと、このように考えているところでございます。以上、お答えとさせてい

ただきます。 

○議長（立入三千男君） 岩井議員。 

○５番（岩井智惠子君） ありがとうございます。そのお言葉を聞いて、本当にありがた

いと思っております。どうか自分ではどうにもできない障がい者の方のために精いっぱい

していただきたいと思います。 

 では、最後に参考までに私の心に残った岡山県総社市のところを訪れましたので、少し

お話をしてみて、最後にさせていただきたいと思います。 

 それは過日、常任委員会の研修で訪れた岡山県総社市の障がい者専任雇用の取り組みで

す。ちなみに、総社市の人口は本市より１万７，０００人ほど多い約６万７，８００人で

ございます。平成２３年から２７年の５年間で障がい者の就労者数１，０００人を目指し

ておられまして、現在一般就労者数は４４４人、福祉的就労者数は３２９人、合計７７３

人とのことでした。これはもうやめておられる方も含んでいるんですかとお聞きしました

ところ、全部就労しているという実績だそうでございます。そのポイントとして、雇用施

策を国に任せ切りではなく市を挙げて障がい者雇用に取り組むため、市、事業主の責務と
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市民の役割を明記している、２、担当課のみが施行を行う縦割り的な取り組みではなく他

の課が行う事業を有効に取り入れた、いわば市、行政全体の事業であるということでした、

そして３番目なんですが、市内に障がい者就労あるいは生活支援センターがないために、

障がい者の就労に係る全面的な支援を行うためということで障がい者専任雇用センターを

設置しているということでした。平成２４年４月に設置がなされております。この総社市

の専任雇用センターの関係者の方が皆一同に言われますのは、野洲市の職員の方にアドバ

イスをいただいて大変お世話になったと、野洲市の皆さんにくれぐれもよろしくお伝えく

ださいということで感謝をしておられたのを言い添えておきます。 

 いずれにいたしましても、障がい者雇用、就労の支援というのは口では何とでも言える

わけでございますが、奥深く、あらゆる面で大変な事業であるということを痛感いたして

おります。障がいがある人もない人も共存し、地域で守っていきながら一人ひとりが生き

がいを持って元気に暮らしていけるまちづくりを願い、終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○議長（立入三千男君） 次に、通告第１３号、第７番、東郷正明議員。 

 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 第７番、東郷正明です。よろしくお願いします。それでは今日は

４つの問題について質問します。 

 まず最初に、１点目に、小中学校に専任司書を配置することについて質問いたします。

学校司書は子どもたちの読書や調べることへの支援、教員の豊かな授業づくりに資する専

門的な職務を担っています。学校司書の配置により全国的には学校図書館が機能するよう

になりつつあります。しかし、文部科学省調査によっても常勤職員の人員は少なく、十分

な到達となっていないのが現実であります。学校図書館にもっぱら専任の専門職員を配置

することが求められます。そんな中、学校図書法の一部を改正する法律案が２０１４年６

月２０日に第８６回通常国会において全会一致で可決されました。その内容は、学校には

司書教諭の他、専任の学校図書の職務に従事する職員、学校司書を置くよう努めなければ

ならないとあります。そこでお尋ねします。本市においては学校図書館での現在の人員配

置の現状はどのようになっているのか、現在配置されていないのなら専任の学校司書を置

くべきと考えますが、答弁を求めます。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは、東郷議員の小中学校の専任司書配置についての１点
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目の質問でございますが、専任の学校司書を置くべきと考えるけれどもということで、そ

の質問にお答えをさせていただきます。野洲市内の学校図書館には、司書教諭は配置して

おりますけれども、専任の学校司書は現在配置しておりません。また、専任の学校司書を

置くことについてですけれども、今般の学校図書館法の改正にもありましたことから、配

置できれば子どもたちの読書環境が大きく改善されると、そのように考えております。し

かし、学校司書は基本的に県により配置されるべきものと考えておりまして、県に対して

対応を求めているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 今、現在配置していないので県に求めていくということでありま

すが、今、司書教諭は置かれていますよね。そこへやっぱり現場では担任の先生が司書教

諭を兼任されていて本当に実情見られていないのが現実だと思うんです。多忙で負担が本

当に大きくのしかかっている中で、やっぱり６月２０日に国会で可決された内容を実行す

べきだと思います。県の教育課に聞いたところ、専任の学校司書を６時間は設置するよう

に、そういう指標で出ていると言っておられました。再度答弁を求めます。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 司書教諭が１人で学校図書館を運営しているわけではなくて、

学校全体の教職員が一緒になって図書館の運営にあたっているところでございます。確か

に、議員おっしゃるように、司書教諭の仕事が大変多忙であるということも十分わかって

はおりますけれども、今申し上げましたように全教職員が一緒になって取り組んでいる。

また地域の学校のボランティアの方にも一緒に入っていただいたり、あるいは図書委員会

の子どもたちと一緒に取り組んでいるところですので、そんな形で学校図書館の機能の充

実を図っているということでございます。以上です。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 今、学校の先生、他の学校の先生とも一緒になってやっていると

いうことでありますが、国では平成２４年度から、１つ目に学校図書館の機能向上のため

の蔵書の整備による標準化、２つ目に学校図書館への新聞配備、３つ目に学校図書館への

図書司書配置などの学校図書の拡充のためにこの費用が地方交付税に導入されているとい

うことです。この措置により、学校図書を配置された自治体が今ふえてきています。県と

して今後財政支援などは考えていないということでした。専任の学校司書の配置、役割の

必要性を教育委員会が認識するのであれば、必要財源が地方交付税に導入されていること
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からも平成２４年度から実施すべきと考えます。再度答弁をお願いします。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 生きる力を育むという理念のもとで学校図書館の機能の向上の

必要性が言われ、蔵書の整備、新聞の配備、そして学校司書の配置につきましては、地方

財政措置つまり地方交付税交付金の算出に際しての材料として、今議員がご指摘のように、

平成２４年度から算入がされております。しかし、これはあくまで交付税を算出する際の

基準であり、各市町では交付税は算出された基準に縛られず、一般財源としてその市町に

とって必要となる事業経費のために自由に予算計上ができるものとなっております。厳し

い財政状況にあり、限られた財源を有効に予算化しなければならない中、野洲市におきま

しては、教育関連の経常経費はもちろんですけれども、とりわけ特別支援教育関連経費な

どより優先度の高い項目の予算化がまずは必要かと思っております。また、学校司書の配

置につきましては、先ほども述べましたけれども、そもそも県こそがより一層の努力をし

ていただく必要があるのではとも考えております。以上のことから、専任の学校司書の配

置につきましてその重要性は認識しておりますけれども、野洲市では年度云々ではなく、

現段階では実施することは考えておりません。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 今、県にも人の配置とか求めていくということでありましたが、

県の教育課では、それは県の仕事ではないというふうなことを聞きました。それと学校司

書を置くことになればやっぱり財源も要りますし、それならば今小学校６校、中学校３校

で９校ですが、これまでの答弁ではやっぱり県の対応待ちで市独自ではやれないというこ

とですが、専任の学校司書を１人配置すればどれぐらいの予算が必要なのか、答弁を求め

ます。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） どういう形で配置をするのかといったことによりましても、予

算のことはわかりませんので、ちょっと答えることはできません。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） それはやっぱりちょっとおかしいと思いますけども、やっぱり専

任司書の配置の財源がここには特定はされていないですけども地方交付税に算入されてい

るのであれば、仮にすべての学校に単年度で配置できなくても、いろんな形で年次計画を

持つなりしてこれから配置の努力をすべきと考えますが、再度答弁を求めます。 
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○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 先ほども申し上げましたけれども、学校現場のニーズとかいろ

んなことを考えますと、特別支援教育の充実がまずは先だろうと。その後、充実した後は、

今おっしゃっているような図書館の学校司書等もこれは検討の材料にはなるかと思います

けれども、現段階におきましてはまずは特別支援教育の充実を図ってまいりたいというの

が教育委員会の考えでございます。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 学校充実、図書の充実を図っていただいて、国会で可決されたん

ですから、やっぱり今できなくても将来それができるような方向性を見せていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 それでは、この質問はここで終わりまして、２つ目の国民健康保険税の引き下げについ

て質問いたします。今年４月からの消費税増税や物価上昇などで、市民の暮らしはますま

す大変です。非正規雇用の増加等で、格差と貧困も広がりを見せています。市民からは高

い国保保険税を引き下げてほしいという声を多く聞きます。国保の被保険者は無職、高齢

者が圧倒的に多いのが特徴で、年金暮らしの中で本市の国保保険税は県下でも高い位置に

あります。平成２５年度末で基金と繰越金を合わせると３億６，０００万円ほどのストッ

クを確保されていることになります。さらにこれが２８年度末の見通しでは１億７，４６

２万２，０００円とされています。これまで財政調整基金と実質的な繰越金等を合計した

ストックの適正規模は２億円が適正とされてきました。この中で平成２９年度から国民健

康保険の財政運営は都道府県の単位に移管され、市町の基金や余剰金等は全県で集約され

ます。この件では市としてこの場合現在の保有基金はどこまで縮小させることができるか

検討したいとしています。つまり３年後の移管までに、場合によっては可能なら国保税の

引き下げを行うということです。しかし、それはそれで現実的な選択、判断かもしれませ

んが、事の本質的な問題はそもそも高い国保税で基金がたまっているのだから、引き下げ

て市民に還元するのが当然だと思います。平成２７年度から国保保険税の１世帯１万円の

引き下げは可能だと考えますが、見解を求めます。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） それでは東郷議員の国民健康保険税の引き下げについて

のご質問にお答えをいたします。まず、ご発言の中にあります国保の財政調整基金が全県

での集約につきましては今のところ一切検討がされていないと、こういった認識をしてお
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りまして、まだ何も見通せない状況でございます。ただ、都道府県化により、少なくとも

市がそれぞれの基金を有して運営上の不安定要素に備える必要性はなくなるため、都道府

県化後においては基金の保有目的自体が消滅しまして、現行のような基金の規模を持つ理

由がなくなることは間違いないであろうとこのように考えております。こうした考え方に

基づいて、早期に基金の原資負担者である被保険者に還元する方策をとることが短期保険

である医療保険の運営のあり方として適当ではないかと考えております。それから、１世

帯１万円、こういった額になるかどうかはわかりませんが、現在その引き下げの可能性に

つきまして検討を始めているところでございます。なお、このことにつきましては、去る

８月７日の国保の運営協議会において、平成２７年度国民健康保険税率の改定の検討につ

いてということで報告を行っておりますし、また８月２１日の全員協議会におきましても、

国保運営協議会の会議結果といたしまして同趣旨の報告をさせていただいたところでござ

います。なお、医療費の伸びでありますとか検討がされております都道府県化の制度設計

などまだまだ不確定な要素がございますので、場合によってはその引き下げの検討を中止

したり、あるいは基金の縮小規模いわゆる引き下げ幅でございますが、こういったことが

変動することも考えられます。以上でございます。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 国保税の一本化の中身が余り明らかにされていないということで

ありますけれども、仮に県に、今予想されるのは２年半であります。それであれば、１世

帯１万円引き下げるとすればどれぐらいの予算になるのかお尋ねいたします。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 国保加入世帯が今約６，４００世帯です。ですから、当

然約６，４００万円の財源、予算が必要ということになります。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 今、６，４００万円という答弁でした。６，４００万円なら、や

っぱり２９年度から県に移管するのであれば１世帯１万円の引き下げは可能と思いますが、

再度答弁を求めます。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 先ほどの質問の前段でおっしゃっていただきました２８

年度末の基金と決算剰余金の額でございますが、１億７，０００万とこういう数字をおっ

しゃっていただいたわけでございます。これはあくまで現行の税率を維持しまして、しか
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も医療費の推移が通常ベースの水準、これ大体３％から４％、対前年比でございますけれ

ども、この上昇であった場合の推計、試算でございまして、２６年度から最終の２８年度

までの間に急激な上昇があった場合は当然この額は目減りするということになります。現

在、平成２６年度の３月から５月の医療費の状況をデータでとっておるわけでございます

が、現に、今先ほど３から４が通常でございますが、６．８％上昇しておりまして大変懸

念をいたしておるところでございます。そうしたことから医療費の推移、これをしっかり

と見極めまして、あわせて都道府県化の制度設計などを注視しながら当然先を見通して緻

密な検討をする必要があると、このように考えてございます。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 医療費の上昇など、いろんなさまざまな要素が考えられる、そう

いうこともありますけれども、やっぱり運営自体が県の方に移管されますので、国保税引

き下げの方もやっぱり早く検討していただきたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

○議長（立入三千男君） ただいま健康福祉部長より反問の申し出がありますので、それ

を許可します。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 反問をさせていただきます。今の国の方で検討されてお

ります国保の都道府県化、これに関して東郷議員はどのような見解を持っておられるのか

お聞きいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（立入三千男君） ただいま健康福祉部長より質問がございました。東郷議員の答

弁を求めます。 

○７番（東郷正明君） 私の見解でありますが、やっぱり県に移管されますから、いろん

な状況を勘案しても基金を残すリスクもなくなりますし、引き下げは、私は可能だと思っ

ています。 

○議長（立入三千男君） 暫時休憩します。 

            （午後１時５３分 休憩） 

            （午後１時５３分 再開） 

○議長（立入三千男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 今、都道府県下に運営が移行されたとしても、その健康保険税、
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そういう問題点とかいろんなありますけど、それらは解決することはありませんので、県

が、都道府県でしたとしても問題解決することはありませんと思います。 

○議長（立入三千男君） 暫時休憩します。 

            （午後１時５４分 休憩） 

            （午後１時５５分 再開） 

○議長（立入三千男君） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） さっき６，４００件で６，４００万だと言われました。１世帯１

万円の引き下げは可能だと思います。再々度答弁をお願いします。 

○議長（立入三千男君） 暫時休憩します。 

            （午後１時５５分 休憩） 

            （午後１時５６分 再開） 

○議長（立入三千男君） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 済みません。私は都道府県化よりも、各市町で、個々の問題点が

なくなるわけではないので、市町でやっていた方がよいと思っています。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員、質問を続けてください。 

 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） ６，４００件で６，４００万、１世帯の引き下げは可能と思いま

すが、再度答弁を求めます。 

○議長（立入三千男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井狩重則君） 先ほどもご答弁させていただきましたように、もう現在

平成２７年度から引き下げができるかどうか検討に入ってございます。それと、下げ幅に

つきましては、先ほど言いましたように医療費がよく水ものと言われますように、先ほど

おっしゃっていただいた１億７，０００万については通常ベースの水準の推移でございま

すので、これが現在今年の３月から５月分の診療分でいきますと６．８％に上昇しており

ますので当然１億７，０００万は目減りするということで、聞いておりますと５月の診療

分は対前年度同月比で１２．数％上昇しているということも聞いていますので、かなり油

断ができないなというようなことでございます。安易には考えてございませんので、一概

に１世帯１万というご返事はさせていただけませんのでよろしくお願いします。 
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○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） １世帯１万とは言いませんけど、今後の状況を勘案しながらぜひ

引き下げを検討していただきたいと思います。 

 それでは次の質問に入ります。米価の暴落と対策について、３点目の質問をいたします。

安倍内閣の農政改革で、５年後の米生産調整減反政策廃止や農家に減反することを条件に

支払ってきた１０アール当たり１万５，０００円の米の直接支払交付金は１４年度産から

４，５００円に削減され、１８年度からは廃止、これまでの米価下落を補填する交付金も

１４年度産から廃止するなど、安倍内閣が言う農業、農村の所得倍増は現実では逆となっ

ています。これらの農政改革がＴＰＰ参加による関税撤廃や農産物の自由化を見越した処

置であることは明らかです。農業を守ると共に今こそ食の安全が求められます。 

 そこで、平成２４年度産の米価暴落について質問します。ご承知のように、このほどお

うみ冨士農協が明らかにしました平成２６年度産の米の概算金単価はコシヒカリの１等で

は９，２００円となっています。これは昨年の１万２，３００円から実に３，１００円も

下落しています。その他、キヌヒカリ、秋の詩、日本晴も同様に一律３，１００円安くな

っています。これでは農家の経営は成り立ちません。概算金が３，１００円の引き下げ、

暴落に対して、野洲市でも農家からとてもじゃないがこんなに下がれば大赤字だ、百姓を

続ける気がしないと、不安と怒りが出ています。そもそも稲作農家が他産業並みの労賃を

得て米づくりをするのには、農水省の調査でも米６０キロ当たりの生産費は１万６，３５

６円が必要と言われています。ところが今回概算金が１万円を割り込んだ中で、仮に戸別

所得補償や最終２年目の清算金で多少引き上げられたとしても、このままでは再生産に必

要な１万６，０００円に及びません。今回の暴落に対して政府の対応もずさんです。暴落

の原因となっている民間が持つ過剰在庫米を国が買い上げ、米の需要と米価安定に責任を

持つべきであります。このままでは農家経営、さらに本市農業にとっても重大な影響とな

ります。環境経済部長の見解をお聞きします。 

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） それでは東郷議員の米価の暴落と対策についての１点目、

平成２６年産の米価暴落についてお答えを申し上げます。平成２６年産の概算金単価につ

きましては、議員ご指摘のように、昨年度と比較して大幅に下落する旨ＪＡおうみ冨士よ

り聞き及んでおります。この背景には米の消費が減少し、２年連続の豊作基調から民間の

在庫米が増加したため全国的に米価の低下傾向が続いている状況など、米の販売促進度を



 －191－ 

早めるためにも概算金が引き下がっているとこのように聞いているところでございます。

しかしながら、現在の制度下では議員ご提案のような政府は民間の過剰在庫米を買い上げ

まして価格に影響を及ぼすような需給調整は行わないと、このようにしていることから、

今回のような大幅な下落は農家の経営にとって深刻な問題だと、それは私も認識をしてお

るところでございます。ただ、制度上、こうした状況について課題認識は持っているもの

の、市でそのことが対応できるのかということについてはこれは対応できません。したが

いまして、市としては国の農業施策の動向を見ながら見守りながら農地の集約、集積化を

図ると共に、地道ではございますが、ＪＡおうみ冨士と連携しながら米の需給拡大や販路

拡大に向けた取り組みを進めていきたいと、このように考えているところでございます。

以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 環境経済部長も大変な米の下落で危機意識を持っているというこ

とであります。 

 次に、今回の暴落は農業者の意欲と本市農業の破綻になりかねません。この件では平成

２２年度に作成されました野洲市農業基盤の促進に関する基本的な構想では、農業が職業

として魅力とやりがいのあるものになるよう、農業者が地域における他産業従事者並みの

生涯所得に相当する年間所得を農業従事者１人当たり５００万円程度の水準の実現を目指

すとされています。もちろん、農政そのものは国の施策により大きな影響を受ける産業で

あることは承知をしておりますが、野洲市自身が農業者が魅力ある継続的な農業のために

１人当たり５００万円の所得を目指す目標を掲げておられるのですから、その実現の努力

が必要です。そこでお聞きしますが、本市の構想では所得５００万円が目標ですが、米の

場合、６０キロ当たりの米価を幾らにした計画なのかをお聞きします。 

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） 市の計画では、滋賀県が公表しております農業経営基盤

の強化に関する基本的な構想におきまして、個別経営体で経営規模面積２７ヘクタールの

土地利用型の経営の試算の中で、これも年間農業所得５００万円の目標をされております。

このうち、米価につきましてはキログラム当たり２００円、６０キログラム当たりにしま

すと１万２，０００円で試算をされているところでございます。市におきましても基本的

には県が示しておりますこの経営試算を県下統一の取り組みといたしまして設定をしてい

ると、このような状況でございます。 
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○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 昨年は概算金１万２，０００円で、戸別所得補償が１俵当たり１，

８７５円、最終清算金は２，０００円で、これを足すと１俵当たり１万５，８７５円で、

農水省が示した１俵当たりの清算費は１万６，３０５円で、おおむね近い額となっていま

した。しかし、市の構想目標が１俵１万２，０００円であるならば、今年度は概算金が３，

１００円も下がり９，２００円。これに戸別所得補償金が収入減少影響緩和対策、ナラシ

対策の特別措置もされ、プラスはされますが、それでも所得は下がって、これでは１人当

たり５００万円の所得目標に届かないと思います。構想の破綻ではないかと思いますが、

見解を求めます。 

○議長（立入三千男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） まず、今回キロ当たり６０キロで１万２，０００円と１

万６，０００円のこの差のご指摘だと思うんですけども、だから基本的に今回は概算金で

ＪＡさんが引き取られるということですので、２年後にどういう清算金があるのかどうか

わかりませんけども、ただ現時点で議員がご指摘のようなこの差については、冒頭申し上

げましたように、大変深刻な問題であるということは認識をしているところでございます。

以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 国の政策で農政は本当に先行きが見えない状況になっていると思

うんです。農業政策の一層の推進を図れるようお願いして、次に市長にお聞きします。 

 米価暴落は農業経営者の破綻であり、本市、野洲市農業基盤の促進に関する基本的な構

想そのものも破綻します。市長としてどのような認識と見解なのかをお聞きします。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 東郷議員の米価の下落に関する考え方についてのご質問にお答え

いたします。珍しく東郷議員と思いが全く一致しております。もう先ほども部長へのお問

いかけで何回も部長が答えていますように、異常な事態だと思っています。深刻を通り越

しているのではないかなと。深刻という言葉以上だと私は思っています。これまでも米価

は下落をしていましたし、一方では資材が上がっている。そしてさまざまな社会的な状況

が変わってきていますね、需要が落ちているとか。そういった中で今回３，０００円余り

が下がると。これは本当に何か信じられない値段の下落だというふうに思っています。 

 従前からもいろんな揺らぎがありまして、今ご指摘のあった戸別所得補償、私は賛成し
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つつ懸念をしていたんですけども、握りで１万５，０００円を出すなんてこれは乱暴な議

論でして、３年前に前の政権がそういうことをやったときに、議論はお米をつくっている

人がお米を食べられないのはけしからんという議論でなっているんですけども、そんな暴

論で１万５，０００円つけたわけですね。それは無理ですよと、続きませんよと言ってい

たんですが、結局破綻して今７，５００円になっています。一方で、そのときにやられた

ことが基盤整備あるいは基盤への維持改善に充てる財源が３分の１減らされたんと違って、

３分の１になったわけです。これは余り国民は関心を持っておられなかったんですけども、

３分の１に減らされて、今ようやく政権が変わって戻っていますけども、先ほどの太田議

員の質問にもあったように、市民が一般的に受益を受けている水路なんかも農業改良施設

なんです。用水を排水に使っている。だけれどもそれを管理しているのは土地改良なんで

すね。そういうところへの補助金が本当にもう信じられないぐらいです。私は随分怒って

いたんですけど、３分の１に減らされた。そのつけが回っているわけですよ。今、総額で

はふえていますけども、３年間、その分更新とか維持管理の経費が３分の１に落とされて

いたわけですね。そこに来てこの米価が３，０００円余り落ちるというのは、これはもう

限界を超えています。 

 従来から、私もＴＰＰ以前にこのまま行っておいたら日本の農業は大変な状態になりま

すよと。米価も下がり、資材の高騰、後継者がおられない。後継者がおられないというの

は、本当は魅力ある産業であるのにそれが魅力がないというような打ち出しになっている

からですね。今、これが何が続いているかといったら、建設業が今それに続いています。

本当に深刻な状態。それとか、基本的な業務ですね、自動車の修理とかもう今そういうと

ころまで日本の若い世代の参画が衰えていっていまして、私もこの間あるところで農業が

今それの一番悪い方の先端を走らされていると言ったんですけども、そういった状況の中

で、野洲市でもこれまではある程度の下落だったら、先ほど答えていますように、一定の

所得を得ていただくためには集約化であったりとか複合化であったりとかさまざまな支援

でということをやってきましたけれど、今回のこの下落というのはそれを越えていますが、

諦めたらだめなので、市でやれることの限界はありますが、市の農業は絶対守っていくと

いう方向でやりたいと思っています。それと、やはりマクロで物を見んとだめなので、も

っとやっぱり大きな財源をつぎ込んで農家の方が動揺されないようなことをしないと、地

方創生とか言っていた米価がたちまち概算であっても、概算で３，０００円落ちたら、精

算の場合で３，０００円取り返せるはずがないんでね、これは。そもそももう一つおかし



 －194－ 

いのは、まだ２年先にならないと最終的に幾らでお米が売れるかわからんような仕組みを

いつまでもやっておくこと自体がおかしいんですが、それについての問題意識もないとい

う。これはもっともっとやっぱりまちでも一緒にもうちょっと議論していって、諦めるん

じゃなしに、農業をどういうふうにきちっと地域で守っていくか、それが日本全体の農業

を守る手だてになるというふうに思っています。見解ということですので、少しつけ加え

て述べさせていただきました。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） これで農業、農政がもう待てないということで、今、市長より農

業を守っていくため頑張るということで、その方向でよろしくお願いいたします。 

 次に、４つ目の質問に入らせていただきます。 

 農業委員会の解体につながる規制改革会議第２次答申について質問いたします。去る６

月１３日、内閣総理から諮問を受け審議してきた規制改革会議が取りまとめた規制改革会

議第２次答申について質問いたします。本日は答弁者として農業委員会の南井会長にお越

しいただきありがとうございます。日ごろは本市農業の振興にご尽力いただいております

ことにお礼を申し上げます。農業委員会の将来に大きな影響を受ける規制改革会議の答申

につきまして農業委員会の見解をお伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 ご承知のように、６月１３日、総理大臣に提出されましたこの規制改革会議の第２次答

申は、同じく６月２４日、政府の規制改革実施計画及び農林水産業・地域の活力創造プラ

ンに取り入れられ、来年の通常国会に関連法案が提出されようとしています。今日、ＴＰ

Ｐをはじめ農業を取り巻く環境が大変な中、地域農業、本市農業の方向と振興に重要な役

割を果たしている中、答申は農業委員会、農協、生産法人の解体や権限否定につながる内

容となっています。南井会長もご承知のように、農業委員の公選制を廃止し市町村長によ

る委員選任、さらに委員は半数程度にする、これまで農業委員会が行っていた農地利用の

協議について、別途の委員を設置し農業委員から外す。また重要な問題として、農業委員

会がその時々に農家の要望を自治体や国に行う建議制度の廃止となっています。以上、答

申のすべてではありませんが、規制改革会議第２次答申の内容ですが、行政から独立して

いる農業委員会の解体そのものでありまして、農家の代表である農業委員の否定であり、

とどのつまり、国の農政言いなりの農政を行うためのものに他なりません。 

 そこで南井会長にお聞きします。この農業委員会制度の解体と否定につながる第２次答
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申に対して、去る６月２５日、県下１３市の農業委員会が加入する滋賀県農業委員会連絡

協議会が第２次答申について、安倍晋三内閣総理に対して意見書を提出されたと聞き及ん

でいます。意見書では、地元農業者の代表という強い責任感と使命感に基づき、地域農業

の発展と農地の有効活用のため地道な活動を続けております。私ども農業委員会の取り組

みを否定するものであり、決して容認できるものではありませんと強く批判をされていま

す。私自身、全くそのとおりだと思います。この１３市の農業委員会が出された意見書は

本市農業委員会も参加されています。野洲市農業委員会として改めて自公政権が進めよう

としている農業委員会解体の第２次答申についてどのような見解なのかをお聞きします。 

○議長（立入三千男君） 農業委員会会長。 

○農業委員会会長（南井耕治君） それでは東郷議員よりの問い合わせによります規制改

革会議第２次答申の見解について申し上げます。先ほど議員が申されましたように、平成

２６年６月２５日に滋賀県都市農業委員会連絡協議会より内閣総理大臣あてに意見書を提

出しております。その中に書かれていましたように、時代の要請により、ある一部につい

ては改革は必要ではないかと認識しております。しかしながら、農地、農業を守るための

地域農業者との信頼関係をもとにした農業委員会の活動が理解されているのか心配してい

るところです。以上です。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 次に規制改革第２次答申案に関わって、滋賀県農業会議が県下１

９市町の農業委員会に対して、先ほど言いました農業委員会の公選制の廃止、建議制度の

廃止を容認する立場で各市町農業委員会がその場合どのように対応するのかを回答するよ

う求めていることが明らかになりました。本市の農業委員会会議は農業団体と共に農業委

員会制度を守るべき立場の団体であります。そこで、滋賀県農業会議は、県下の農業委員

会に去る８月２２日までに回答するよう求めていたとのことでありますが、本市農業委員

会はどのような回答をされたのか、お尋ねします。 

○議長（立入三千男君） 農業委員会会長。 

○農業委員会会長（南井耕治君） 滋賀県農業会議への回答内容についてお答えいたしま

す。今回の案件につきましては、議員ご指摘の農業委員会公選制の廃止あるいは建議制度

の廃止を容認したものではなく、あくまでも農業委員会等に関する法律の改正に向けた組

織検討として行われたものであることを前提にお答え申し上げます。 

 まず、農業委員の選任にあたって、地域農業者の信任を得た代表制を担保する公選制と
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同様の仕組みを構築することが必要だが、具体的な仕組みとしてどのような仕組みが適当

だと考えているかという問いに対しては、地域の認定農業者から公募すると答えておりま

す。また、意見の公表につきましては、農業委員会等に関する法律による農業者の一般的

利益を代表する制度的規定であるから法的根拠がなくても行うとして公営業務から削除す

ることとしているが、今後のあり方についてどう考えるかという問いに対しては、法的根

拠がなくなっても、農業者の代表として首長に意見を言うべきであると答えております。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） 農業委員制度を確保するということで出されました。そしてまた、

法的な立場でも建議制度を守れる方向で答弁されていますので、これからも農業の代表と

して農業を守るための運動を続けて行われるようよろしくお願いいたします。 

 次に、この問題で第２次答申について市長にもお聞きをいたします。このように第２次

答申は農業委員会制度を否定し、ひいては農業委員会を国の農政に物を言わせない下請け

機関にさせるものであります。農業委員会もさることながら、本市農業の振興に責任を持

つ市長としてどのような見解なのかをお聞きします。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 東郷議員の規制改革会議の第２次答申にかかる農業委員会の方針

についてのご質問についてお答えをいたします。 

 まずは農業委員会、先ほども会長からお話ありましたように、農地の許認可業務や、農

地の利用集約化、農業経営の新規参入の促進、耕作放棄地の発生防止、解消あるいは農業

委員会だより等による農業情報の提供、こういったことで農業振興のために、そして農業

振興のための市政への建議、こういったことによりまして、農業委員の皆さんには農業者

の代表として強い責任感と使命感に基づき地域農業の振興と農地の有効利用のために活動

していただいていることについては高く評価をして感謝をいたしております。 

 今回の規制改革会議の答申、私は全部是とはしていませんけども、一方では現在の農業

委員会のあり方についてはさまざまな問題があるというふうに従来から考えております。

まずこの農業委員会の制度ですけども、ご承知のように、農業委員会等に関する法律で定

められております。これの第１条に農業委員会の目的が書いています。簡単に言いますと、

農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するためという

ふうになっています。広いんですけども、これをご質問されているから既にご承知だと思

うんですけども、農業委員会の所掌事務が定められています。第６条です。この中には幾
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つか定められているんですけど、大きく言えば農地法に係る業務ですね。先ほど申し上げ

たように、農地の取引とかあるいは農地の転用ですとか、いわゆる農地法に係る業務。そ

してもう一つが土地改良法に係る業務です。第３項で前各号の他法令によりその権限に属

させた事項と書いて、幾つか書いてあるんですが、基本的には農地のことと土地改良法に

係ることです。これ、ちょっと後で触れますけども、戦前のいわゆる農地委員会とそして

土地改良にかかる委員会を合体させているがためにこういう制度になっているわけです。

結構当初から矛盾を抱えた組織です。もう一回要約しますと、農業振興とは言いながら実

質は農地なり基盤整備に係ることであって、農業のいわゆるソフトウエア部分については、

先ほど申し上げた建議はいただいていますけども、権限として持っていない機関です。減

反政策にも関与しない。米価政策にも関与しない。担い手政策にも関与しません。結構さ

っきの言葉で言えば、深刻な制度であるというふうに思っています。これは公選制なんで

すけども、この選挙の資格がどういう方にあるかといいますと、１０アール以上の農地に

つき耕作の業務を営んでいる方ですね。１０アールです。そしてプラス同居の親族または

その配偶者であって、年間一定日数、これ６０日だったと思うんですけども、従事してい

る方ということなんですが、１０アールで丸々６０日、これは本人じゃなくて同居の人あ

るいは親族で６０日の方。これ今一応選挙名簿を見ていただいたら上がっていますけども、

これの制度は本当にどうなのかという問題があります。 

 もう一つは、選挙制度ですけども、全国的に見てもそうですけども、野洲市においても

これまで１回も選挙はなされていません。せっかくあることが、行使がされていない。こ

ういったさまざまな制度的な問題点があるというふうに私は思っています。 

 それと、これはやっぱりものというのは歴史と機能をたどらんといけませんので申し上

げますと、この農地委員会というのは戦前にできているんです。１９３８年昭和１３年に

農地委員会というのが当時の法律でできています。これは市町村に農地委員会があったん

ですけども、それの専権事項はさっき申し上げたように農地の売買とか交換とか、あと自

作農の奨励とそして自作小作との関係、そういったことです。この組織はだれがどうなっ

ているかといいますと、会長は市町村長です。委員はだれが任命するのか。委員はこれは

地方長官と言われていますから、知事が任命したわけですね。これが戦後農業委員会に変

わったわけで、一番の役割は何かといいますと農地改革です。このときに使えるというの

で使われたわけです。その後機能を変えて現在に至っているので、これは教育委員会議の

公選制と一緒で押しつけ制度なんです。押しつけを、古い制度をうまく押しつけられて使
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って、その後いわゆる農地改革が終わってからは今の現在の機能になっています。ですか

ら、ソフトウェアが余り入っていないんです、名目は入っているけれども。そういった大

きな問題の中で今農業委員会のあり方を考えないとだめです。 

 東郷議員は、国に仕切られるとおっしゃるんですけども、昔の市町村長と官製委員だっ

たらそうなりますけども、今、市町村というのは実際は分権化しています。ですから、そ

の中で私個人がという意味じゃないですけども、首長なり議員さんがきちっと意識を持っ

て頑張られればそんな国の言いなりになる制度ではないというふうに私は思います。過去

の制度が本当に完璧かどうかも余り評価もしないで今の制度のままがいいとか、公選が１

回もされていないのに公選制がいいとか、という議論は、私はそれはいいことはないと思

っています。 

 ただ、一方で今回の狙いはやはり株式会社だとか民間の参入ですとか、あるいは農地の

転用をできるだけ緩和しようという、そういったことなわけですね。これは先ほどの米価

と一緒で、今日本の農政というのは全く成立していないです。だれも責任持って農業がど

うなるか考えていません。６次産業化って、６次産業化しようと思ったら、製造業なりい

ろんな食品加工業のそれでやって来た人たちのいわゆるエリア、テリトリーを冒すわけで

あって、農家がそこまで及べるなんていうことはできないけども、そこへけしかけていま

すし、そして現にお米が余っていながら厳しく減反を裏では仕切ろうとしています。減反

ないと言っていますけど、実質、減反補償しないで減反政策をやろうと思っているわけで

すね。多分、こういったことからお米の需要がないというので今回米価が市場的に下がり

気味になっているのではないかなと、私は気にしますけども、いずれにしても、本来農業

委員会に公選かどうかというよりはもっともっときちっと権能を与えるような、もっと健

全な組織にするのが肝心であって、今のままでいいとは思いません。ただ、先ほども言い

ましたように、規制改革会議の答申のままでいいとも思わないので、今ちょっとここに回

答を持ち合わせていませんけども、現状をきちっと地域から見ていってどういう組織がい

いのか、どういう構成がいいのかを議論されるべきではないかなというのが、あえて見解

をお尋ねいただきましたのでお答えといたします。 

○議長（立入三千男君） 東郷議員。 

○７番（東郷正明君） ありがとうございます。私もこのままでは公選制はいいとは思っ

ていません。中身はいろんな議論がされるべきだと思っています。それと土地改良につい

ても、やっぱり農業を引き継ぐ家もあるし、引き継がない家もあるし、いろんな問題があ
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るんです。その中でも、議論の中でいわゆる企業参入されないような形の議論がされてい

くべきだと思っています。以上で質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（立入三千男君） 暫時休憩いたします。 

            （午後２時３４分 休憩） 

            （午後２時５０分 再開） 

○議長（立入三千男君） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、通告第１４号、第１５番、鈴木市朗議員。 

○１５番（鈴木市朗君） 鈴木でございます。まず一般質問に入る前に、昨日安倍改造内

閣が決まりました。それ以前に、来年度の概算要求予算は約１０１兆７，０００億円とい

う過去最大の予算規模で要求されております。しかるに、その１０１兆７，０００億の中

身を見てみますと、約２５％が国の借金の返済に充てるとういうことでございます。１０

１兆に対して２５％といえば２６兆のお金がその借金の返済に回るということで、私も実

際に使われるお金が７５兆だというようなことを実感して、大変な時代に突入したなとい

う思いを持っております。 

 さて、それはさておき、週明けの８日月曜日は十五夜でございます。十五夜というのは、

中秋の満月でございます。今年はこの異常気象の中でこのウサギがもちつきをしている満

月が本当に見られるのかちょっと危惧をしているところでございます。そしてまた一歩外

に目を向けてみますと、東京の代々木公園におきましては蚊が媒介するデング熱というの

が日本各地で発生しております。本当にこの地球上、日本を取り巻くすべての国々がその

地球温暖化の影響による被害を受けているということを実感しております。 

 さて、一般質問の本題に入りたいと思います。まず第１点目といたしまして、防災基本

条例の制定についてお伺いをしたいと思います。国を治めるものはまず治山治水が最重要

課題であると、私は認識をしております。地球温暖化の影響を受け、海水温が上昇し、今

まで想像もしていなかった事象が起きています。今年８月に入り、福知山市で１８日に集

中豪雨に見舞われ、市街地の３分の１が冠水し、２年連続で大被害を受けました。また２

０日未明には、広島市において集中豪雨による土石流の大災害が発生しました。広島土砂

災害では亡くなられた方が７２名、いまだに２人の行方不明者がおられます。一日も早い

平穏を願っております。本市においても、西に野洲川、東に天井川の日野川、あるいは光

善寺川、その他一級河川や湖、山に囲まれ、さらに市内には一級河川を含む生活河川が多

数あります。ちなみに、一級河川は１６カ所、準用河川が９カ所というようなことになっ
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ております。昨年の台風１８号の影響については行政も掌握されているところですが、行

政あるいは消防関係各位の努力により最小限の被害であったと理解しております。本市に

おいては、第１部総則に始まり、第５部の災害復旧計画にわたる野洲市地域防災計画が策

定され、行動計画に行かされています。しかしながら行政による防災対策、対応には限界

があります。自らのことは自らが守る自助、地域で支え合う共助、行政が市民を支援する

公助のルールに基づき、市民、事業者及び市が緊密に連携、協力し合い、さらなる取り組

みが肝要であると理解しております。したがって、この計画を推進する上で基本条例の制

定が必要であると考えます。すなわち、生命及び財産を守るためには私たちはまず災害に

強いまちをさらに構築することが最重要課題であると考えなくてはなりません。そこで伺

います。本市は防災基本条例がまだ未策定であり、根っこの部分の整備に着手すべきと考

え、策定に向けた検討はどういうような考え方ですか。市長にお伺いをいたします。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 鈴木議員の防災対策とりわけ防災基本条例の制定如何というご質

問にお答えをいたします。まず積極的なご提案をありがとうございます。ただ、今お話し

いただきましたように、野洲市地域防災計画あるいは水防に関しましては、市の水防計画

があります。これのいわゆる上位の仕組みがそれぞれの法律でして、災害対策基本法に基

づいて地域防災計画ができています。法体系があるわけです。水防計画も水防法に基づい

ています。これがなくて任意の計画でしたら、それを根拠づける制度として条例というの

もあるんですが、今の法体系では先に法があって法から各地域、自治体で防災計画をつく

るようになっています。ということからすると、そこに条例を挟み込んでいくとその条例

の機能はどうなのかということを検討しないと、屋上屋じゃなしに、中二階をあえて挟み

に行くということになります。自治体によってはつくっていますけども、すべて精査した

わけではないんですが、実際うまく機能はしていないと思います。いわゆる宣言条例とか

呼びかけ条例。権限条例じゃなしに宣言条例になってしまう可能性があるので、そこは慎

重にというふうに考えておりますが、一方では、防災計画があってもまだまだ課題があり

ます。きのうも丸山議員のご質問にあったように、いかに情報をきちっとお伝えするのか

という問題といざとなったときの避難の行動あるいは避難所の問題。ですから実践の方が

やはり課題が大きいと思いますので、情報そして避難。そして避難所での長期にわたった

ときの問題、今の広島を見ていましたら、全体を見ないと逃げても次に大変ということで

すので、そのあたりはもちろん条例でうたうということもあるんですが、今の法と計画と
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の関係を考えると、安易に条例というよりはまだまだ足りないところに目を向けていった

方が私としては実践的ではないのではないのかなというふうに、今のところは考えており

ますが、またご意見をお聞きできればと思います。以上、お答えといたします。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） この計画の上にはまだ上位法があるということで、野洲市地域

防災計画は策定されているということで理解はしております。しかるに、こう地域防災計

画を見てみますと、これだけの膨大な第１部から第５部まで、これが本当に果たして徹底

してうまく作用ができるかどうかということを、その辺を私は一番危惧するわけであって、

それをやはり実行していくために市独自の、あえてそんな通常の条例というより、例えば

この中で石巻市とか名古屋市あるいはさまざまなところでこういう条例が制定されていま

すね。例えば地方公共団体の防災にかかる条例制定の状況を見てみますと、減災の国民運

動の検討が開始された平成１８年以降は毎年複数の自治体が防災対策基本条例や防災対策

推進条例等を策定しており、平成２１年度の施行を目指して同様の条例を検討している自

治体も６県に上がっているということでございます。都道府県別に見ますと策定中を含ん

で約３８％ですね。政令指定都市では１８％、東京２３区においては３０％というような

数字で出ておりますね。地域の自然環境リスクの過去は被災等の履歴をこの中で勘案して

この地域防災計画がスムーズに、いざ一朝有事のときにスムーズに対応できるというよう

なそういうような仕組みづくりというんですか、これはきちっとうたってあるから、私も

これを熟読はしておりませんが、土石流とか河川の関係は都市建設部長にまたお尋ねもい

たしますけれども、そういった意味でやはり市においても、昨年度の１８号の関係を見て

みますと、例えば三上山、市長の地元であります妙光寺山、朝、私が何時頃でしたか、５

時頃でしたか、三上の方をずっと回っていた中で、妙光寺なんかも本当に水浸しで、農業

河川ですか、普通河川ですか、もうそら越水してしもうて、とてもじゃないが車でも通れ

ない。深靴はいても水が入ってくるような状況でした。しかるにまた野洲の南口に行きま

すと、ひどい浸水で文化ホールの前までついていたと。一部商店においては水が入って商

品がもう使い物にならなかったというようなことが起こっておりますので、そうしたこと

をやっぱり未然に防ぐ意味においても、こうして地域防災計画ができてあっても、なおそ

ういうことが起こり得るということがありますので、その辺をまたひとつ考えていただき

たいなというような思いで、賢明な市長にお尋ねをしているわけでございます。どうか市

長、もう一度お願いいたします。 
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○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 改めて防災基本条例の制定についてお問いかけをいただいたんで

すが、今の地域防災計画は膨大なものになっています。これは法律で要件が定まっていま

す。見直しのときに私は会議でも言いましたし、職員とも議論していたんですが、これが

即市民の方にとかあるいは職員でもこれ、すぐに一覧性があるわけではないので、もう一

段やはりかみ砕いて実効性のあるものにしないといけない。そこの一番重要なのは、さっ

き申し上げたように情報をいかにきちっと提供するのかということと、避難の誘導とか避

難の対応とか、そういったことですね。ただ、それを条例でやるのか、法定計画があるわ

けですから、やるべきことは実践性のあるガイドラインとかマニュアルと、今の冠水、浸

水。これはもう私が市長になったときから、時間雨量３０ミリで滋賀銀行の前は水がつき

ますよと宣言しています。今さらの話じゃない。だから少しでもできることはというので

友川の雨水幹線をやったのも、これは異例ですね。先ほど太田議員がどうなっているなと

か何か暫定のことをおっしゃったけども、あれは今までだれも手を挙げていなかったわけ

ですよ。蓋を開けたら 井川は野洲町がやりますからという文書が出てきて、県に行っ

たら、何回もこの念書が入っているから県はやりたくてもやれないんやと。町長さんがも

う童子川はここでやめておいてくれ、そこまでは野洲町が 井川を改修していくからと

言っているわけです。これ、意味のわからないことなんですけどね。今もって不明なんで

すけどね。法線も変えてあった。そこも今調整して童子川に上ってくる。そして少しでも

井川の駅前の水量を減らそうと。完璧ではないけども、いわゆる雨水幹線計画をあえ

てやってくれた。これはもう当時、あえて言いますと、最後の国交省から来ていた部長が

理解してくれて現地まで来てくれたからです。かわいそうに飛ばされて帰って今重要な課

長をやっていますけども、そういった中でようやくここまで来ているわけで、やっぱりそ

ういうことを順番にやっていくことが重要で、条例をつくったから私は動くというもので

はない。一概に否定しませんけども、条例をつくるためにも作業が要ります。病院の室も

つくりたくてもつくれないから、何か議員さんから催促されていると、今変なことになっ

ていますけども、まだまだ本当に人的なものが要るし、つくったらつくったでそれをきち

っと実施していかないといけない。ですから、よくあるのは、先ほどの中塚議員じゃない

ですけども、まちづくり会社をつくったらまちが発展するとか、そういうトレンドがあり

ます。今も防災条例もおっしゃったように、災害のときに声が上がって、減災という言葉

はあんまり私は好きじゃないんですけど、減災という言葉が出てきましたね、防災じゃな
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しに。そのころから１つ。日本ので言えば９月１日の関東大震災、未曽有なことが起こっ

た。淡路も震災で、神戸、淡路に起こった。３年前。そのときに寝たのが覚めたようにや

るんですけども、そういうトレンドを追うんじゃなしに、きちっと太い幹のように防災計

画をやっていくべきだと思っています。 

 もう一つは、あえて言えば、今度９月１０日に話しますけども、内容は皆さん方にはお

配りしませんでしたけど、私が考えているのは災害というのは地震あるいは洪水あるいは

竜巻といった自然災害と、先ほどの米価が３，０００円も下がったらこれはもう事業破綻

ですよ。あるいは一般の方で失職する、病気になる、交通事故に遭うという、いわゆる社

会的な脅威、こういったことを含めていかに市民が安心して暮らしをしていけるのか。で

すから防災条例ならそういった自然災害だけに目を向けるんじゃなしに、今申し上げたよ

うな社会的経済的要因も市民を脅かすもの、場合によっては家庭の破綻とか、よくはない

ですけど、自殺とかになります。だから、そのぐらいの視野だったら私はやってもいいと

思うんですが、今法があって計画があるのに、たちまちそこに間を挟みに行くのは全否定

はしません、評価はいたしますけども、あえて今たちまち人的な労力をかけてメンテナン

スもするような制度をつくるよりは、他に優先度の高いものがあるのではないかなという

のが私の思いであります。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） ありがとうございます。市長の思いはよくわかりました。 

 もう一点お聞きしたいんですが、この地域防災計画のこのマニュアルをこれだけ膨大な

ものを総則から後の復旧まで、庁内でまた職員さんとか消防団員以外に、一般市民にどれ

だけのことを認識していただけるかその手法をお知らせしていただければ、私もありがた

いというように思います。当然、法に基づいた防災計画であるということは、これはもう

水防にしたかてわかりますけれども、このマニュアル自体をどのように、これだけの分厚

いものですから、私もこれを熟読していないんですが、附せんをつけたところだけちょっ

と気になるところだけちょっと見てみましたけど、これ、マニュアルの徹底を、職員さん

また住民また事業者にどのような形で徹底していかれるおつもりですか。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 計画は、さっき言いましたように、法に基づいていますから、膨

大なものです。これをすべての方が覚える、理解するは無理です。ですから、その分野ご

とに消防団だったら消防団の役割をその中からきちっと理解してもらう。ただ、これもマ
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ニュアルをつくったらいいというものではなしに、人間の理解と行動が結びつかないとだ

めです。あるいは地域の自主防災組織でも同じことで、難しいことよりは必須なこと、災

害情報が的確に入って速やかにすべての人に伝わって必要な避難をすると。割合単純なこ

となんです。ですから、私が当初から言っていますのは、体が動く訓練をしてくださいと。

常にいい意味で反応型で的確に体が動かんとだめです。今、防災センターができて、特に

消防署が中心になっていろんな講習をやってもらっています。あるいは自主防災組織が自

ら研修に来ていただいています。それのメニューは頭と体が結びつくような、そしてでき

るだけ簡素な訓練です。それと今の計画の情報をお伝えするのは年度内に市民の皆さん方

に今最新の情報をお渡ししようと思っていますから、その中にできるだけ簡略な形でわか

りやすく盛り込めればというふうに考えておりますが、いずれにしてもこれは正解はない

です。自らの命を最大限守っていただくということを、公助、共助、自助の中で実践が伴

うという形で工夫をしていかないとだめだろうというふうに思っています。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） ぜひともどなたでも行動ができるというようなマニュアルにし

ていただきたいということをお願いしておきます。 

 そしてもう一点、土砂災害ハザードマップなんですが、これは野洲では平成１９年に全

戸配布されていますね。これは非常にありがたいことです。次の更新予定が来年の３月と

いうことになっておりますが、これの手順というのか、それはいかがなものなんですか。

要するに来年の３月に更新をするということですが、それは今も着々と進んでおるわけで

すか。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 今のハザードマップについては、今、道路河川課と生活

安全課で内水のマップ、そして生活安全課では地震によるマップ、一番見やすいように裏

表で作成をしようと。できるだけ今の防災マップも網羅した上で、皆さんにお配りするの

は一番見やすい形で製作をしてお配りをしていこうかなというふうに思っています。それ

がこの３月に完成していくということで、今現在もう発注済みでございます。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） 次に、市内で土石流対策が必要な箇所と対応はどうなんですか。

例えば、クリーンセンター裏の稲荷川、そしてまた南櫻の、名前は定かじゃないんですが、

聞くところによると竹長川というようなことを聞いております。そしてまた、急傾斜地崩
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壊対策事業では、山出三上小学校の前の山ですね。その辺が今のところ、手だてとして砂

防ダムが今完成、稲荷川はもう完成しております。竹長川においてはもうしばらくまだ完

成が見られないということですが、その他、この地域防災計画によると警戒区域が４２カ

所上がっています。この中の部分で見ますと４２カ所に上がっているんですよ。警戒区域

がね。２９ページなんですが。警戒区域が２９カ所。そしてまたその中で危険箇所が渓流

における危険箇所です。渓流です、谷です。谷における危険個所が１５カ所渓流に存在し

ているということでございますが、その辺の手だてです。その辺はいかがお考えなんです

か。４２カ所も含めて。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 市内での土石流対策が必要な箇所の対応につきましては、

一応砂防ダムにより抑止する対策がとられているところでございます。今もご指摘があり

ましたように、土石流につきましては、１５カ所、渓流のうち１２カ所が整備が完了して

いるところでございます。今も議員が申されましたように、最近では南櫻地先の竹長川支

流に２基、そして大篠原地先の八幡川支流で土石流対策ダムに引き続き、現在南櫻地先の

大山川支流、悠紀の里の上になります。そこで２基のダムを施工していただいております。

来年度からは三上地先の 井川支流で土石流対策ダムに着工していただくようになって

ございます。今申し上げました１５渓流のうち１２箇所は整備が完了しておりますが、３

カ所が未整備となってございます。この箇所につきましては家屋数も少なく、補助採択基

準の適用ができずに未整備になっているということでご理解を賜りたいというふうに思い

ます。 

 急傾斜地につきましては、危険箇所として２５カ所。今２７カ所と言われましたけども、

２５カ所指定をされております。危険箇所につきましては、議員が言われましたように、

三上の東林寺、山出で２カ所できています。もう一カ所できておるのがＪＡ全農しが、あ

そこの部分が急傾斜地の人工斜面ということで記載されていますので、開発の段階であそ

こはされたのかなというふうに認識しています。以上です。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） 砂防ダムにおける３カ所は補助採択にかからないということで

ございますが、これはちょっと私も調べるのが不足しておりまして、土石流が起こった場

合人家にどれだけの被害を及ぼすか。その土石流が起こる下の民家が５軒以上なければだ

めだとか、そういうような規定はあるわけですか。 
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○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 土石流の採択要件といたしましては、砂防指定地域内い

わゆる集落、公共施設等があって１件１億円以上が一応対象になってございます。急傾斜

地につきましては、今議員が言われましたように補助の採択、いわゆる急傾斜地につきま

しては地区の指定はされていますけれども、区域指定を受けなくては工事に着手できない、

雇用対策にも乗らないということで、国の補助制度で行きますと、１０戸以上１０メート

ル以上。高さが１０メートルということになってございます。これをもって国に申請し区

域の指定をしてもらう。そうすることによって補助事業に乗せていけるということで、今

県で、山出東林寺はやっていただきました。県の補助制度というのがございます。それに

ついては市町がするということになってございまして、これは５戸。高さが５メートルと

いうことで県の補助がいただけます。これは市町ですることになっています。なかなか今

も申し上げましたように、急傾斜地につきましては３カ所しかできておりません。そうい

った意味では今後、髙橋議員の質問にもありましたけれども、防災害のいわゆる採択基準

の緩和、そういったものを国、県に対して要望していってできるだけ早い時期にそういっ

た規制緩和がされた中で実施ができればとこういうふうに考えております。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） ありがとうございます。ぜひとも早期の着工を願いたいと思い

ます。 

 続きまして、一級河川、生活河川の冠水対策は緊急の課題としての取り組みでございま

す。先ほど来、それぞれの議員がこの冠水対策についてはお聞きになっておられます。そ

こで私がお伺いしたいのは土地改良の件なんですが、 井川の上流、場所で言うと、丸

万さんから三上の方へ上がっていったら、桂という歯医者さんがございます。そこから上

流です。三上の地先を越えてコンクリート劣化による改修工事が行われました。側板のコ

ンクリの劣化による改修工事が行われまして、その工事を見てみますと、両側に２メート

ル５０ぐらいのコンクリ板を張りつけた工事です。両側を計算しますと５センチの断面が

狭くなっているんです。先だっての一時的な雨の状況を見てみますと、やはり以前とは流

速が物すごく速くなっているというようなことを感じているんですよ。１メートル３００

くらいの河川で５センチも断面が狭まっていったら自ずと川の状況は、流速すべてのもの

が体積が変わってきますね。そういうことが、これは土地改良のことですから、都市建設

部長にはこれは別に答えてもらわんでもいいわけです。次のことに答えていただいたらい



 －207－ 

いわけですが、そういうようなさまざまな障害があって、野洲駅の南口に昨年１８号の関

係であれだけの被害をもたらしたという現実があるわけなんです。これはもう私はこれ以

上のことは申し上げませんが、例えば今だれかの質問の中で雨水幹線の話が出てまいりま

した。平成２７年度には市三宅東部区画整理事業のところまで上がっていくと。友川が上

がっていくというのを答えていただいて、これは私も意を強く持って、これはもうぜひと

も早くやっていただきたいという思いを持って、これはもう本当に大歓迎でございます。

さすがに都市建設部長やなという思いを持っておりました。ところが、それだけでは野洲

駅南口の冠水対策は解決しないんですよ。今までから、今度新しく新市街化区域にしてい

ただきましたね。１７．５ヘクタールですか。その中に雨水幹線計画があるということで、

しかるにその雨水管線の 井川から集水するわけですけれども、概略もＪＲの、あれは

橋梁と言ってもいいのか、どういうように表現したらいいのかわかりませんが、約２メー

トル以上のスパンがありますね。それを利用して雨水幹線を私が今言ったところから引い

ていくというようなことも聞いております。その肝心な 井川の止水をやっていかんこ

とには 井川と下水門とがあそこで合流するわけですから、当然南口はああいうような

状況になっても、これは当たり前ですね、どう見たかて。ですから、少なくとも 井川

の水をその雨水幹線を使って、友川は今きちっと管理されていますから、友川へ放流する

という一つの手だてを組んでいかんことにはいつまでたっても南口の冠水は解消しないと

思うんですよ。行政としてもあらかじめ予定はされていると思うんですが、まだ県の認可

も何もないと思いますが、こういうような計画については都市建設部長、どのような考え

で、時期的に今そんなここで断言はできないと思いますが、県の認可も要ることですので。

概略でもいいですから、大体の法線とか断面まではそんなもん、とてもやないが、今出せ

ませんから、その辺ちょっとわかる範囲内で答えていただきたい。そうすると、今私が申

し上げました５センチの断面が狭くなっているということもこのことによって解決できる

というようなことを思いますので、ぜひとも今のこの私の問いに答えていただきたいと思

います。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 一級河川なり生活河川の冠水対策あるいは緊急課題とし

ての取り組みというふうに承りましたので、その点についてお答えをしたいと思います。

今議員が言われましたように、今年８月の台風襲来による長雨、前線停滞によるゲリラ豪

雨等例年とは異なる気象による新たな災害に見舞われているところであります。このよう



 －208－ 

な状況のもと、まず一級河川、 井川につきましては野洲駅南側付近の断面不足、いわ

ゆる短時間による大雨の際には冠水しやすいという状況でございます。ご指摘のとおりで

ございます。このため、滋賀県におきまして 井川について何とか河川断面の調査とい

うものをしていただきました。これが２４年２５年にかけてやっていただいたんですが、

いわゆる流下能力の低い箇所のしゅんせつ、それと底張りのコンクリート、これをするこ

とによって流速が増す。流速が増すと速く流れるということで、抜本的な改修には至りま

せんけれども、少しはその駅前の浸水にはわずかですけども効果が出るということで昨年

実施をしていただきました。また市の取り組みにつきましては、駅前の南口周辺地域の浸

水被害を緩和するために、雨水整備の取り組みとして、今言われました 井川の排水区、

上流の一部、１５．３ヘクタールですが、童子川排水区域に流域変更して、平成２３年度

から２７年にかけて五之里地先から整備をしているところです。今後は早期にこの上流区

間の認可を受けて、今考えているのは２８年度から。２７年に友川は終わります。そうい

った意味で２８年度から引き続いて次期の５カ年計画を策定して、今言われましたＪＲの

横断も含めて区域の整備をしてまいりたいとこのように考えております。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） 南口から下流ですね、流下能力を高めるために底張りコンクリ

ートというようなことを今、説明の中で聞きました。確かに流下能力は上がると思います。

しかしながらＪＲの線路下、あそこが高いんです。幾らこの南口から下流をするに越した

ことはないですよ。あそこが高いがためにどうしても流下能力が落ちてくるわけです。あ

そこが高いからその水が滞留するわけなんです。例えばそのＪＲの下をくぐる手前にでも、

あれ、マカ藻というんですか、ああいう草がいっぱい生えておりますね。そういうものは

別といたしまして、これは根本的な解消にはならんと思います。私も長いこと議員をやっ

ておりまして、以前に南口下流、南口交差点下流１５０メートルか２００メートルのとこ

ろにその冠水を防ぐためにショートカットでもって、ＪＲの下をくぐって久野部側へ落と

すというような計画もあったわけなんですよ、以前に。あったわけです。その計画という

のは、今の都市建設部長はご存知ないと思います。ひょっとしたらこの中でご存知なのは

立入さんか田中さんぐらいじゃないですか。そういうような計画があったんですよ。それ

でやってもらえるものだと私らは確信しておりました。それもやはりあれだけのところを

ショートカットしていくわけですから幹線じゃないんですよ。ショートカットしていくわ

けですからね。事務所の承諾が得られるというようなことはまずないんです。そういうこ
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とも視野に入れないで、それを通してきたということもそもそもの間違いだったんじゃな

かろうかなと。それは当初から思っておりました。私が一番、その事務所の反対も何もな

しに市道を使ってその雨水幹線の形態をつくっていけば、これは土地買収も要らない。市

の道路を使うわけですから。やはりそういうような手法でもってかかっていかなければな

らんという思いもあります。大体都市建設部長はその辺のことは口では言えないと思いま

すが、腹には持っておられると思いますよ。そういうような手法も考えて、考えてという

より一日も早い流量計算をして断面を確保して、県の方に認可を早くとっていただくよう

なことも考えていただけるようなことはお考えなんですか。 

○議長（立入三千男君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 井川は一級河川でもあります。そういった意味で雨

水整備はできません、一級河川の場合は。滋賀県に要望させていただいているのは、あく

まで抜本的な改修ということは申し上げています。先ほど久野部の方へＪＲ抜くという計

画ということの話は私も聞きました。先ほど市長のお話があったように、それを持って童

子川のいわゆる先線をどう持ってくるのかというような協議がなされたという経緯は私も

承知しています。ただ、県としても抜本的な改修というたら何をしてくれるのか、これは

もう一級河川の河川管理者は滋賀県ですので、そこが基本的にそのＪＲの横断をすること

も含めて、市になって、野洲町がそういう横断をするというようなことについては一応撤

回をしている。我々はそのつもりをしています、市長以下。だから県がどういう 井川

の抜本的な改修をしてくれるのか、これはもう今鈴木議員が言われるように、私個人的に

はそれなりのことは考えていますけども、今ここでは申し上げられませんので、県がどう

いう対策でどういう整備をしてくれるのか、これは強く要望していきたい、このように思

っています。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） ひとつ私も勉強不足で申しわけないと思いますが、 井川が

一級河川という、これはもう当然位置づけされております。しかしながら 井川の上流

は一級河川ですか。 

○都市建設部長（和田勝行君） いや、普通河川の 井です。 

○１５番（鈴木市朗君） いやいや、普通河川でしょう。ほんで、 井川の起点という

のは七間場かあの辺の上流ですね、 井川の起点というのは。あれは平清盛によってつ

くられたところですからね。そこが源流となってずっと来ているわけですね。一級河川と
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なるとこれは下水門から下流が一級河川です。私が言うてるのは、私が今お話ししている

のは、その一級河川じゃなしに、 井川のもっと上流の普通河川、農業用水です。そこ

を私は今部長の方に申し上げているので、一級河川というのは何でもありということは、

それは私もこれは存じ上げております。そういう普通河川、農業河川ですね、今。とにか

くあれは農業用水ですからね、そこまでは。そこの普通河川からの取水をしていって、

王井川の部分と下水門の合体することころの水量を流量をぐっと減らしていけば、南口の

冠水は１００％行けると思うんですよ。だから、今先ほど言いましたように、土地改良が

コンクリート劣化によって側板をつけたことによってますます流速が速くなっております

ので、そういうことも念頭に入れていただきながら、今後事業を進めていただきたいと思

います。いろいろ申し上げましたが、大変な事業でございますので、ひとつ心にとめてい

ただきまして、頑張って市民の負託にこたえるようお願い申し上げまして、私の質問を終

わらせていただきます。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 今の議論が最後に 井川かと思ったら、一級河川の 井川か

と思って部長が答えていたら、最後に 井川だけども一級河川でない部分のことをおっ

しゃいました。もう一回整理をしておかないと、これ、野洲は河川についてあんまり市民

も含めて市もきちっと位置づけてきていませんでした。当初から言っていますように、野

洲川があふれる、日野川があふれる、だから大変だと要望してきました。ですけども、野

洲川にも日野川にも野洲の水は乗らない。今も一級河川、 井川なり家棟川なり童子川

なりを通じて琵琶湖へ行くわけでして、そこの対策が余りにもおろそかでした。 

 もう一回友川を言いますと、友川をなぜああいうふうにとりあえず位置づけようとした

かというと、少しでも駅前の緩和です。それやったら拾えるのがあのあたりだからという

のと、もう一つ、これもとんでもないことをやっていたわけです。何かというと、ご存知

ですか、友川というのは普通河川だったんですけども、オムロンの今玄関になっていると

ころ、まっすぐ駅からの北口の道路が通っていますが、あそこから上流、駅を背にして左

側までは宅地開発のために川幅を広げていました、準用にして。これはもう真ん中は川を

広げるというのはあり得ないことです。そしてそこから下流が細い従前の友川でした。こ

れを知って放置したら下流に水害が起こる。ですからこの二重でまずはこんなことをやっ

ているまちはないですよ、真ん中だけふくらましているまちは。だからそこをまず解消し

ようということで、童子川に友川を健全な形でつなごうというのが１つの目的。それなら
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少し上流まで行って雨水幹線で少しでも駅前の負荷を減らそうということです。 

 ですけども、本来は一級河川、 井川が水を受けるべきで、だからそれは県に求めな

いといけない。それを野洲は自分でやると言った。そしてさっきおっしゃった自ら地下を

掘って 井川を改修するなんてことはあり得ないですよ、これは。制度的にもない。も

ちろん河川管理者以外が河川改修をするということはありますけど、まちが、県がやるべ

き仕事を国に委ねられてやることをやると言った、こういうことを公文で出していること

自体ゆがんでいます。何か別の要因があったと思います。計画があったというんだけど、

私から見たら、あんなのはダミー計画ですね。サブゾーンでも何回でも絵をかいています。

駅前でも、昭和５０年代から発展するような絵がいっぱいかかれています。それは何も実

現していません。ですけども、少しでも雨水幹線で実現をしようとしたことであって、そ

れだけで 井川が健全になるわけではないので、これはやはり今は改まっていますから、

滋賀県が河川管理者として 井川の排水対策をきちっとやろうということです。 

 それと、ずっと県の条例に対して私は異議を唱えていますけども、治水というのは思想

が根底にあるわけです。この中にも賛成された方がおおむね党派的に賛成されていると思

いますし、今の知事も流域治水条例はいい条例だと言っています。あれの根本にある思想

は危ないところには住まないでください、危ないところは次は住み替えてくださいという

わけです。内水で３メートル超えるところの方は、住まないでください。内水で３メート

ルのところは住まないでくださいですけども、内水で３メートルまでいかない５０センチ、

６０センチの方はどうしろというメッセージがないわけです。それはどう読み解けばいい

かというたら、我慢しておいてくださいということです。私はその思想はとらない。危な

ければ、時間がかかってもお金がかかっても、住んでおられるところはきちっと守ろうと

いうことですから、今滋賀県の治水思想はどうなっているかというたら住まないでくださ

いということでしょう。河川改修しようとしていないわけです。それを今の知事も踏襲し

ています。その中でこんな議論をしていても仕方がないので、根本から攻めていかんとだ

めです。あえて言えば、これ、公開でやってくれと言うてあるんやけど、公開になりませ

んでしたけども、一昨日自民党の県議会の政調が来られてきちっと言いましたけど、あの

人たちでさえもわけのわからんことを言っていました、治水に対しては。そういうふうに

治水にはきちっとした科学的、技術的な裏打ちとそれなりに何を守るのかという理念があ

ります。 

 整理しますと、 井川については 井川で受けているわけです。 井川は童子に
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つながっています。童子は家棟です。家棟は琵琶湖で、琵琶湖で瀬田川、淀川です。だか

ら水系一貫で、どこかだけをよくしてもだめで、何がどこにつながっているかという考え

のもとに河川改修しないとだめですから、これは琵琶湖、淀川、今野洲川の直轄化を言っ

ているわけです。これはなぜかと言ったら、野洲川だからじゃなしに、琵琶湖を通じて淀

川につながっている、琵琶湖の水位が上がったら流れなくなるという理屈で野洲川を直轄

にしてくださいと言っているわけです。ですけど、今、滋賀県は直轄の大戸川ダムでさえ

もわざわざ県にやらしてくれと。ダムをつくらないでやらせてくれと言っている。矛盾し

ているんです。だからだれが責任を持つのかといったら 井川は滋賀県が責任を持つべ

きなので、その上流で野洲市が厳しい財源の中でカットしてこれはもう非常事態でやって

いるわけでして、それを延々と上までやっていくというのは、これはかえって財政の健全

化とか責任分担のルールからすると私は外れると思いますので、頑張るのは頑張りますけ

ども、やはり筋を通して部長らと一緒に頑張ろうと思っていますので、改めてお答えをし

ておきます。 

○議長（立入三千男君） 鈴木議員。 

○１５番（鈴木市朗君） 今、市長の理念ですね。要するに水の流れる水系、そういうこ

とも考慮に入れながらやはり最終は淀川、大阪湾へと注ぐ、それまでのこともやはりしっ

かり調査をしていきながら、１つのところだけしか私はとらえられませんでしたけれども、

今のこの要するに治水の理念、そういうことを大事にしながら我々もできることは精いっ

ぱい頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞひとつよろしくお願いいたします。終わ

ります。 

○議長（立入三千男君） 次に、通告第１５号、第１７番、梶山幾世議員。 

○１７番（梶山幾世君） 第１７番、梶山幾世でございます。このたびの８月の定例会で

次の３件について質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、消費者教育の充実についてお伺いいたします。近年、ネット社会の進展

に伴った消費者トラブルが相次いでいます。高度情報化、グローバル化が急激に進み、消

費生活環境が多様化、複雑化している中で子どもや若者が１人の消費者として安全に自覚

的に行動できるよう早期からの消費者教育を充実させることが喫緊の課題となっておりま

す。本年６月に政府が閣議決定した消費者白書によりますと、１３年度は全国の消費者セ

ンターなどに寄せられた消費者トラブルの相談件数が約９２万５，０００件と、９年ぶり

に増加に転じ、４２都道府県で１２年度を上回る結果となっております。消費者庁は６５
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歳以上の高齢者からの相談件数が前年度より５万３，０００件多い２６万７，０００件と、

人口の伸びを大幅に上回るペースでふえているのが大きな要因と分析いたしております。

野洲市でも、平成２５年度は８９９件の相談があり、しっかりと対応していただいている

ところでございます。また、未成年に関する相談件数が２０１０年度以降全国的に毎年度

約２倍ペースで増加していることも問題となっております。最近では、子どもが親のクレ

ジットカードを無断で使用し、ゲームのアイテムを高額購入していたといった課金に関す

るものが多数寄せられており、国民生活センターが注意を呼びかけている現状でございま

す。 

 こうした問題に対応するため、茨城県水戸市ではふえつづける消費者被害を防止し、消

費生活の安定と向上を目的とする水戸市消費生活条例を本年６月に制定されております。

この条例は、市や事業者、事業者団体のみならず消費者や消費者団体の責務も明らかにし、

一人ひとりが消費行動に責任を持つ自立した市民による消費者市民生活の実現を明記して

います。特にネット社会の進展に伴い、ゲームの利用料や架空請求など、被害は小学生に

及んでいる多様化、複雑化する被害から消費者を保護するだけでなく、条例に明記した消

費者市民に育成していくことに主眼を置いております。このため、国が定める消費者教育

推進に関する法律で、市、町、村の努力義務とされている消費者教育の推進計画の策定を

義務として取り組んでおられます。野洲市の市民生活相談課のワンストップ相談窓口の取

り組みは先進市として全国に影響を与えるほど、市民にとって安心できる相談窓口となっ

ております。今日まで市民に対する消費者講座、広報での啓発等はされておりますが、被

害状況を伺う中でさらなる消費者教育は必要と感じます。 

 そこでまず１点目、消費者教育の今後のさらなる取り組みの考えについてお伺いいたし

ます。２点目、消費者教育を行う人材育成や副教材の作成、幼児から高齢者まで幅広い年

代の学ぶ機会が必要ではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。３点目に、小中

学校の授業の一環として取り入れてはどうかと考えます。以上の見解について、お伺いい

たします。 

 次に、文化芸術で心豊かな子どもたちについてお伺いいたします。このテーマにつきま

しては何回か質問をさせていただきましたが、また教育振興計画の中でもさまざまな取り

組みをしていただいているところではありますが、次の点についてお伺いいたします。 

 滋賀県の事業で、「びわ湖ホール音楽会に出かけよう！」ホールの子事業があります。こ

れは平成２３年３月に策定した滋賀県文化振興基本条例において滋賀の子どもたちが文化
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に親しみ、感性を高め、成長している姿を目指して、県内の小学生がびわ湖ホール等にお

いて舞台芸術を鑑賞する機会を提供することとしております。目的といたしましては、ま

ず１点目、子どもたちがプロの音楽家が生み出す本物の舞台芸術に触れ、感動を覚えるこ

とで音楽への関心を持ち、豊かな情操や感性を見につける機会にということです。２点目

は、国内でも有数の施設、整備を有するびわ湖ホールで鑑賞体験を行うことで鑑賞マナー

の体得にも役立てるという点です。３点目は、地理的な要因で舞台芸術の鑑賞機会が少な

い地域の子どもたちにも鑑賞の機会を提供する、こういった目的とされております。この

事業に野洲市も平成２３年はゼロでしたけれども、２４年２５年度には 王小学校３年生

が１０８名、三上小学校が１５０名、野洲小学校が１３２名というデータを見せていただ

きました。また、今年度におきましては、三上小学校が申し込みをされておりました。よ

り多くの子どもたちに参加できる取り組みが必要と考えます。この児童の鑑賞料は無料と

なっております。交通費も今年度は全額補助となっておりました。昨年度は半額補助でご

ざいました。バスの借り上げも１台５万円を補助するとあります。このような状況の中で

お金もかからない事業でありますので、全小学校に行き渡る取り組みが必要と考えますが、

見解をお伺いいたします。 

 最後に、市民への応対サービスの向上についてお伺いいたします。これもこれまで何回

か質問させていただきました。平成２３年８月議会でも質問させていただいておりますが、

応対への苦情があることから再度質問させていただきます。１０月１日に野洲市が誕生し

て１０周年を迎えます。さまざまな取り組みの中で野洲市も大きく変わろうとしておりま

す。市民の皆さんの声で庁舎内の応対については良い点、感謝されている点、もう一歩の

点、時には怒りの声を聞かせていただいております。１０周年を迎えるにあたり、もう一

度市民サービスの原点に戻り、応対サービスを見直す必要があると考えます。先の質問の

答弁では、市長より、平成１２年以来さわやか、速やか、細やかを合言葉にマナーアップ

に努めている、さらなる向上を目指し、現在策定中の人材育成方針の中で新たな取り組み

を盛り込んでいきたいとありましたが、まず１点、新たに取り組まれた内容とその成果を

お伺いいたします。次にあいさつの徹底、電話応対を含めた応対研修も所属長、上席議員

によるＯＪＴ、職場研修の強化で接客サービスの向上に努め、職員が良好な応対を市民に

対してできるために風通しが良好な職場環境が大事であり、この面も一層強化していくと

の答弁がございました。あいさつの徹底、また職場研修の実態、応対サービスへの今後の

取り組みについて見解をお伺いいたします。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 梶山議員のご質問の中の市民への応対サービスの向上についての

お問いかけに、これ建制順でお答えいたしますので、質問の順序とは変わりますが、私か

らまずお答えをいたします。 

 今もご質問でお話しいただきましたように、市民への職員の応対とかあるいはサービス

についてはお褒めともちろんご批判、あるいは改善の提案、たくさんいただいています。

正解はないと思いますけども、やはり基本的にはまず中身は当然ですけども、接点のとこ

ろ、いわゆる接遇がこれはもうだれでも努力すればできることですから、気分よく相手の

立場に立ってやるべきだと思っています。ただ欠けるところがまだあるんですが、これの

改善はこれも今ご質問でいただきましたように、職場での個々の研修そして集合研修、両

方を合わせて改善していくということだと思いますし、一番は本人が自ら気がついていな

いとだめでして、それでいいと思ってそういう認識でいる場合は全然改善が進みませんの

で、まずはやはり周りからあるいは上司からの気づきだというふうに思っています。 

 それと、宿題になっています新たな人材育成の基本の方針、これまだ完全にでき上がっ

ていません。私も気になって職員と協議しているんですが、国の方が公務員の評価の仕組

みを入れなさいと。人材の育成と合わせて評価の仕組み、そしてこれは待遇、処遇と組み

合わせようということになっています。結構難しい問題でして、私も評価なしはだめだと

思うんですが、公共サービスの現場で職員の働きを評価するというのはそう簡単なことか

なというふうには思っていますが、やらないといけない。そこを組み合わせようとしてい

るので遅れています。いずれにしても作業をしないとだめですので、それとあわせて、基

本方針の中に職員の接遇そして社会的な参画、そういったことを含めた柱を明らかにして

いきたいというふうに考えております。 

 それと一方では、これも今議会で申し上げましたけども、地域手当が従来から野洲市は

制度はできているんですが、出せる要件が整っていないということで、実質整っているの

ではないですかということを国、県に問いかけているんですが、今回、人勧でまた野洲市

にはつかない形になっています。県内では、大津、草津、栗東が１０％、そして隣の守山

が６％だったと思うんですが、なぜこの差があるのか全然わかりません。そして滋賀県は

一本でやって、野洲で働いている滋賀県職員の方は地域手当がついています。 

 それと、これも先ほど図書館の司書、市でとおっしゃっていて、教育長といろいろやり
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とりがありましたけれども、本来、学校は市立ですけども、教職員は県が責任を持ってい

るわけです。ですから、本当に学校に司書なら教育長が答弁いたしましたように県が措置

すべきものです。先ほど教育課教育課とおっしゃったんですけど、県の学校教育課に当た

られたのかどうなのか知りませんけれど、本当に東郷議員が言っておられるように市町村

が対応すべきものだと言ったら、もう根本から間違っているのではないかなと思います。

何か、最近の滋賀県の教育行政、知事が変わってからでも変でして、先般もちょっと話が

飛びますけれども、今、野洲の特別支援学校は定員がもう巨大になって大変なんですけれ

ども、保護者の方が要望に行かれたら、しばらくしたら流れとしては減るので施設はつく

れませんみたいなことを滋賀県が答えたテレビ報道があったんですけれども、そうじゃな

しに今どうするかを考えないとだめで、司書もそういうことだと思いますが、いずれにし

ても学校の先生はついているんです、野洲で働いている方も。こういった矛盾をきちっと

解消しない限り、職員を幾らしかりつけて応対をよくしても、隣と違うと。やはりこれは

職員の、お金で働いてるわけではないんですが、意欲、モラールに関わりますし、もう一

つ深刻なのは、新採の方が職場を選ぶときに、同じことなら幾ら野洲が風通しがよくても、

１０％もあるいは６％も違うのであれば、野洲よりは栗東とか、野洲よりは守山となりま

す。こういったことも含めてやはり制度の改善が必要ではないのかというふうに思います。 

 それともう一つ、野洲市では、これは言っていいのかどうかですけど、何かツイッター

で、ちょっと裏の職場の状況を、職員さんが流しているということをきのう聞きまして、

職員さんに指示を出そうということで協議に来たんですけども、職場のことはしゃべらな

いようにというか。いや、私はだめだと。大いにしゃべってくださいと。ただ個人情報と

不正確な情報はだめですよと。でも野洲の場合は、個人情報、企業秘密以外はもう職員さ

んは、ちょっと議員の皆さん方には悪いんですけども、政策情報であっても聞かれたら出

してくださいと。よりよく公開していい意見を聞こうと言っていますので、いわゆる公開

性、透明性、風通しのよさも職員風土には貢献しているのではないかなというふうに思っ

ております。完璧ではございませんけど、できるだけ職員が働きやすい環境をつくること

によって、職員が市民の方を向いて、市民のためのいい仕事をしてくれるような取り組み

を今後も一層進めていきたいと思っております。以上、お答えといたします。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは梶山議員の文化芸術で心豊かな子どもたちについてに

係るご質問についてお答えをいたします。教育委員会といたしましては、子どもたちが文
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化に親しみ、豊かな感性を育むためにも、芸術鑑賞は大変意義があると考えております。

議員のおっしゃるとおり、びわ湖ホールの子事業はホールまでの交通費も援助していただ

いておりますことから、学校行事など教育課程との関連もございますが、できるだけ参加

できるよう学校側に勧めてまいりたいと考えております。ちなみに、一昨年はびわ湖ホー

ルの方から出前芸術鑑賞ということで来ていただきまして、野洲文化ホールそしてさざな

みホールで全小学校の子どもたちが、学年は限られておりますけれども、鑑賞しておりま

す。 

 それから、消費者教育の充実についての３点目、授業の一環として取り入れてはどうか

という見解についてお答えをさせていただきます。小中学校におきましては、既に授業の

中に取り入れて消費者教育を進めております。例えばネット社会における危険性について

は、小中学校とも情報モラルの授業の中で学ぶ機会を設けております。また小学校では、

家庭科の学習で、買い物の仕方という単元があるわけですが、その単元の中で通信販売等

の基礎を学ぶ機会がございます。中学生になりますと、社会科の授業において消費生活を

めぐる問題の単元の中におきまして、クレジットカードの問題やインターネット上でのト

ラブル、悪徳商法やクーリングオフ等について学んでおります。以上、お答えとさせてい

ただきます。 

○議長（立入三千男君） 市民部長。 

○市民部長（冨田久和君） それでは梶山議員の消費者教育の充実についての１点目、２

点目を私の方から答弁させていただきます。まず１点目の消費者教育の今後の取り組みの

考え方についてであります。消費者教育については、消費者教育推進法に基づき教育委員

会と市民生活相談課が連携して子どもから高齢者までさまざまな階層に新たに発生してく

る課題を含めて教育を進めていく必要があります。学校教育だけでなく生涯学習として位

置づけ、生涯を通じて消費者教育の提供が必要であると考えています。消費生活に関する

相談業務の充実だけでなく、市の消費者教育推進協議会の設置や消費者教育推進計画の策

定も視野に入れながら、今後も消費者教育の充実に努めていきたいと考えています。 

 続きまして、２点目の消費者教育を行う人材育成や副教材の作成、幼児から高齢者まで

の幅広い年代の学ぶ機会が必要ではないかという質問にお答えいたします。野洲市におい

ては、今年度、教育研究所と連携して消費者セミナーとしてスマートフォンに関する講座

を教職員や一般市民に対して行ったところです。教材については、小学校向け消費者ハン

ドブックとして『ぼくもわたしも消費者』を作成し、市内の小学校６年生全員に配布いた
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しております。それから中学生向けの『中学生もみんな消費者』というものを中学生１年

生から３年生全員に配布し、学齢期の消費者教育に努めているところです。また、生涯学

習の場においても消費者教育に関する出前講座の実施や生涯学習セミナー、消費者セミナ

ーなどで幅広い年代層に対しても講座を実施し、学ぶ機会の提供をしているものです。今

後におきましてもこれらの事業を充実させ、市民の各層に対する消費者教育を進めてまい

りたいと考えています。以上、お答えといたします。 

○議長（立入三千男君） 梶山議員。 

○１７番（梶山幾世君） それではもう一度再質問させていただきます。まず、市長が今

答えていただいた内容で、私も、本人が気づかないと接客応対とかそういうのはなかなか、

これでいいと思えばそれでいいし、判断は相手がすることであると思うんですね。前回も

私触れたんですけども、商品を売る場合とまた行政のサービスは若干違うんですけども、

企業であれば感じいいところで買いたいという、いい商品を感じいいところで買いたいと

いう。行政は選べないので、どういう状態でも来なければいけないという。基本的な接遇

サービスというのは私も民間企業にいましたので、サービスの５Ｓといいまして、スマイ

ル、笑顔、スピード、速さ、センス、身のこなしとか服装身だしなみの印象とか、あと誠

意、まごころから応対しているか、最後が専門分野をしっかりと知識を身につけて相手に

説明できるかと。この５Ｓがしっかりとできていないとお客様を満足させられないという

訓練を受けながら、私もそういうところに携わってきたんですけども、そういうことは行

政でも同じじゃないかというふうに思います。感じのいい応対をしていくという。また納

得していただけるためにはやはり部署の中身をしっかりと知っておかなければいけない。

これは個人の研さんになってきます。それを気づかせるというところでは、やはり先ほど

評価をどこかでしないといけないのではないかということがありましたけども、前回ちょ

っと苦情があったときに人事課の方にＯＪＴの状況を確認させていただいたんですけども、

ちょっと返答はいただけなかったので、今回ちょっとまたこういう形で質問させていただ

いているんですけども、ＯＪＴ教育、全体研修というのはその部署部署によって違います

ので、一律に行かないと思うんですね。それをやはり年間の中で、人事異動でまた上司も

変わってきますので、そういう中で管轄されている課の中でのＯＪＴの接遇が電話応対で

あったりお客様との対応であったり、それをしっかりとある程度は見ていく方そしてまた

アドバイスしていく方が必要ではないかというふうに思いますし、それができているかど

うかは、個人がよかったのか悪かったのか、ある意味ではこれから基本計画の中でという
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ふうに言ってくださっていますけど、そういう評価をする場もやっぱり設けていく必要が

あるのではないかというふうに思うんですよね。自己啓発が一番大きな課題だというふう

に思うんですけども、きのうもあいさつは自己啓発だということがありましたけど、どこ

かで自分を、例えば私が申しました、今日は笑顔がよかったのか、早くできたのか、きち

っと応対ができたのかというような、毎日でなくても１週間を振り返ってそういうことを、

できることでしていくという。さっき市長がおっしゃった気づきを気づかせてあげる場が

ある意味では必要ではないかというふうに思うんですけども。具体的にしっかりと前進さ

せてもらうと思えば、やはり一人ひとりが今日よりはあした、あしたよりもあさってとい

うふうに自分を振り返って向上していくことが必要だと思うんですね。そういう観点から

はそういうことも必要ではないかというふうに思うんですけど、その点について市長のお

考えをちょっとお伺いしたいと思います。 

 それから、びわ湖ホールの件なんですけども、偏っているように思うんですね。これは

授業とどういう形で、例えば三上小学校は毎年行かれていますよね。２年生、３年生、６

年生というふうにされていたと思うんですね。ちょっと一覧表を見せていただきますと。

あと、２６年度、今年度は 王小学校と三上小学校が申し込みをされておりました。６月

でしたけども。２５年度は 王小学校と三上小学校と野洲小学校ということで、１つの学

校に偏っているのではないかというふうに思いますし、先ほどの県が催しております目的

からしますと、やはり野洲文化ホールでもいろんな音楽演奏を行ってくださっていますけ

ど。やはりびわ湖ホールに行ってもらおうという。すばらしい装置とか設備とか音響とか

そういうものを感じていただくという、それがやはりまたこれからの子どもたちへの希望

にもつながってくると思うんです。そういう面ではもう少し、これから県もずっと続けて

行うと思うんですけど、もう少し小学校を満遍なくしていく必要があると思うんですけど、

その辺の考え方はどうなんですか。もう一度聞かせていただきたいと思います。 

 消費者教育につきましては、私も事前にお伺いできていなかったんですけども、小学校、

中学校、しっかりとされているということなんですけど、特に何年生とか。全部ではない

と思うんですね。中心にされているのか。小学校、中学校。教材しっかりと使って、され

ているのか、どのぐらいの時間、年間されているのか。その辺お伺いしたいと思います。 

 あと、高齢者までということで、消費者教育、しっかりと出前講座もして行っていると

いう市民部長からのお話だったんですけども、特に高齢者の方で、なかなかそういう講座

に行けない方があるんですね。あと、自治会では担当課の方に来ていただいて、そういう
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だまされないようにといろんな事例をロールプレイングでしていただいたり、私の自治会

もしてくださってありがたいと思っているんですけども、参加者も一部ということでなか

なか徹底できていない状況ですので、自治会単位でできていないところにどんどん推進し

ていくという、そういった偏った、呼ぶとこだけ行っているんじゃなくて、そういうこと

も計画に入れてしっかりとそういう詐欺とか消費者トラブルに遭わないように、これから

徹底していく必要があると、予防という観点で徹底していく必要があるのではないかと思

います。受け入れ態勢は今非常にいい状態で相談体制ができておりますので、そういう相

談に行くまでに被害に遭わない体制づくりが必要かと思います。以上の点、お伺いいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 梶山議員から接遇、応対について改めてご質問いただきましたけ

ど、先ほどもお答えいたしましたように、人と人の関係ですから、なかなか工業製品みた

いに型どおりにはいかないと思います。一定の幅があってしかるべきだと思うんですが、

具体的にはやはり職場単位での対応だと思いますね。一応職場の中には管理職と管理職で

ない職員がいますから、まず管理職が手本を示す。そして一般の職員の応対とか電話対応

とか仕事のやり方が不適切であれば、やはりその都度気がついたら問題点の改善を求める

と。これの繰り返ししか私はないと思います。ただ管理職がきちっとしていないとだめな

ので、これは先ほどの人材育成方針の中で、管理職としては仕事ができる、いわゆる中身

のことができると共に、応対とかあるいは部下の指導もできると。今までの評価ですと、

仕事ができるかどうかというのは、いろんな事業がこなせるとか資料がつくれるとかいう

ところに主眼があって、そこも若干公務員の場合は緩かったのではないかなと思うんです

が、ましてや人の応対とかそういったことは重要だけど付随的という位置づけだったんで

すが、そこの重要さを改めてきちっと位置づけるということも必要ではないかなと。民間

の場合は先ほどおっしゃったように、入り口から最後まで大切だと。最初の出会いのあい

さつが重要ですよと。でも公務員の場合はできるだけ人間的な職場であるから、ちょっと

ぐらいぶっきらぼうでもきちっと福祉サービスを提供したらいいのではないかとか、ある

いは道路河川の事業をしたらいいのではないかと。ぶっきらぼうよりはない方がいいけれ

ども、重要なのは今の中身だみたいな風土があったんですが、そうじゃなくて、今ご提案

いただいているようなところもあわせて同じように重要だというそういう共通理解を進め

ていかないとだめだと思います。それと個別でさっき申し上げたように、職場での体験と
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市民から、これはいただかないようにしないとだめなんですけれども、苦情とかお手紙で

提案とかいただいている、それは今きちっと共有化を図っています。これを繰り返してい

って気づきを高めていくという地道な取り組みも必要かなというふうに思っています。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 文化芸術の鑑賞の件で、一部の学校に偏っているのではないか

というようなことに対する再質問にお答えをさせていただきます。県の教育委員会におき

ましては、このびわ湖ホールの子事業も教育振興計画の中できちんと位置づけておりまし

て、４月当初には各学校に市教委を通して参加されないかどうかの問い合わせがございま

す。それにつきましては、各学校にその案内を送っているところでございますけれども、

それぞれ各学校にはいろんなご事情がございまして、今回はちょっと参加できないとか、

この時期は無理だとか、あるいはこれとこれをセットにして。 王小学校で申し上げます

と、びわ湖ホールの鑑賞と今度は美術館の鑑賞、一緒に芸術鑑賞ということで行っておら

れる。そういう計画を立てておられるわけです。ですから、それぞれの学校の年間の指導

計画なりあるいは教育課程の中で位置づけておられますので、ちょっとそこら辺は。呼び

かけはいたしますけれども、こうしなさいということにつきましては学校の主体性に任せ

ておきたいなと、そんなふうに考えております。 

 それから２つ目の消費者教育をどの学年でやっているのかということについては、ちょ

っと私も今はっきりわかりませんが、小学校では５年生、６年生の家庭科の中で、先ほど

市民部長の方からも出ておりましたけれども、副読本の活用をしたり、あるいは教科書に

も記載がされております。中学校の３年生は恐らく公民の分野、社会科の公民という分野

がございますが、そこでやっているというふうに思います。ですから３年生かなと、そん

なふうには思っているところで、ちょっと間違っているかもわかりませんが、その分野で

行っております。以上です。 

○議長（立入三千男君） 市民部長。 

○市民部長（冨田久和君） 消費者教育に係ります再質問の中で、高齢者に向けた教育を

積極的に出向いて自治会単位でということでございます。議員ご承知いただいております

ように、地域で開催されておりますふれあいサロンというようなことで、これは高齢者が

お集まりになっているサロンですけれども、そういったところで声をかけていただければ、

うちの職員が出向いて特に消費者問題とか悪徳商法に関する学習会というような場を持た

せていただいておりますし、これだけでもこの３年間と今年半年分ほどで５９回ほど寄せ
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ていただいております。それから後、生涯学習の方で出前講座ということで、こちらの方

も悪徳商法や契約のトラブルに巻き込まれないようにというようなテーマでさせていただ

いておりますので、こちらの方も声を掛けていただければ積極的に出向かせていただいて

おりますので、できるだけこういった機会をとらまえて声を掛けていただければこちらか

らも出向いて、それから消費生活の研究会の方も寸劇とかもやっていただいておりますの

で、そちらの方と連携しながら出向いているケースもございますので、積極的に声をかけ

ていただく中で取り組んでまいりたいと、このように考えております。 

○議長（立入三千男君） 梶山議員。 

○１７番（梶山幾世君） それでは前向きな取り組みを期待いたしまして質問を終わりま

す。以上です。 

○議長（立入三千男君） 次に、通告第１６号、第２番、稲垣誠亮議員。 

 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） 第２番、稲垣誠亮です。よろしくお願いします。 

 設題１つ目を行わせていただきます。市内中学生による職場体験及び市内中学生の生活

指導についてお伺いします。職場体験は、現在我が国が抱えるニートやフリーターの増加

という問題に対して子どものころから将来自分がどのような職業につくかという夢を持ち、

考える機会をつくる１つの解決策につながるものと考えます。また、本市では、先日問題

となりましたアル・プラザ野洲内にあるゲームセンターにおける市内中学生の男子生徒ら

の、詳細は現在調査中とのことですが、ある種の問題も発生していることから、このよう

な事案に対しても、またあいさつやマナー等の向上にも一役買うものと思います。そこで

以下の点をお伺いします。将来の進路を考える機会や勤労について学習する職場体験につ

いて、本市が考える意義と参加児童数、受け入れ事業所数、体験内容、体験日数等概要に

ついてお知らせください。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは稲垣議員の市内中学生による職場体験及び市内中学生

の生活指導についての１点目の質問にお答えをさせていただきます。まず意義でございま

すが、野洲市では市内のすべての中学校で５日間の職場体験に取り組んでおります。この

職場体験につきましては、中学２年生を対象とした取り組みで、授業名は中学生チャレン

ジウィークとしております。教育委員会といたしましては、この事業を野洲市の子どもた

ちが将来自立して社会を生き抜く力を育てるための小・中・高を通じた組織的、系統的な
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キャリア教育の一つと考えております。学校と家庭、地域、教育委員会が連携、協力して

行う５日間の職場体験は、生徒にとっては働く大人の生きざまに触れることにより、自分

を見つめ直し、学ぶことの意味、働くことの意味、社会のルールやマナーを理解し、将来

の自分の生き方について考える大変貴重な学習体験の場であると思います。さらにこの職

場体験を通して学んだことを、教科、道徳、特別活動等の時間で行うキャリア教育で深化

させることにより、自分の進路を選択する力、そして将来自立して社会を生き抜いていく

基礎的な力が育つものと考えております。 

 ２つ目の参加生徒数でございます。先ほども申し上げましたけども、野洲市内の中学生

２年生全員が参加をいたします。今年度は６月に実施した野洲北中学校は１８０名、７月

に実施をしました野洲中学校は１７１名が参加しました。１０月に実施予定の中主中学校

は１１９名で、合わせまして４７０名の参加ということになろうかと思います。 

 ３点目の受け入れ事業所数でございますが、平成２３年度から２５年度まで、野洲市内

でご協力をいただいた事業所数は、９５事業所でございます。体験の内容でございますが、

体験内容ですが、例えば例を挙げて申し上げますと、消防署ではＡＥＤを使用する救急救

命法や消防隊員が実際に行うハードな訓練を体験しております。農業体験では、自ら収穫

した野菜を箱に詰め、出荷するまでの農作業を体験いたしました。体験の日数でございま

すが、体験日数は先ほども述べましたとおり、５日間でございます。以上、答弁とさせて

いただきます。 

○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） それでは受け入れ先の事業所の開拓はどのような方法で行われて

いるでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 受け入れ先の事業所の開拓でございますが、これは基本的には

中学校の教員が受け入れ事業所先の開拓を行っていただいております。具体的に申し上げ

ますと、１学期実施の、先ほどの野洲北中とかあるいは野洲中学校でございますが、その

場合ですと、子どもの体験希望先を１年生の学年末にアンケートをとり、それにある程度

対応できるよう、年度初めの春休み中から受け入れ先の事業所等の開拓を始めております。

まず電話等で連絡をいたしまして、受け入れに前向きな事業所の場合は資料等を持参して

協力のお願いをしているところでございます。以上です。 

○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 
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○２番（稲垣誠亮君） 大変ご苦労さまなことでございます。 

 次に、職場体験の成果について、教育長の見解をお知らせいただけますでしょうか。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 職場体験の成果についてのお尋ねでございますけれども、まず

中学生が働く体験をさせてもらうのには地域や事業所の協力が不可欠となります。中学生

には初めてのことでもあり、時には事業所の方々にご迷惑をおかけすることもあるかもし

れません。しかし、この事業は野洲の子どもたちを野洲市全体で育てていくということに

もつながっていると思います。実際に事業所側の感想といたしまして、世間では今の子ど

もたちのことがいろいろ言われているけれども、中学生は一生懸命やってくれているとか、

地域の中学生の様子がよくわかったという声が寄せられております。したがいまして、中

学生の職場体験実習は地域の教育力を発揮できる絶好の機会になっているのではないかな

と、そんなふうに考えております。 

 そして職場体験を終えた多くの生徒たちは、家庭で働いている親の苦労がよくわかった、

お金を稼ぐことの大変さが実感できたという感想を家族に話しております。これらのこと

は、机上、机の上の学習では学ぶことのできない大きな成果であると考えております。職

場の人やお客様にあいさつをしたり、敬語で話をしたりすることから始まり、仕事を覚え、

我慢することも多々あると思いますけれども、そういった体験を通して中学生が自信を深

め、将来の生き方や職業について考えを深めていると、そのように思っております。以上

でございます。 

○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） それでは、最後に市内中学生に対して社会の基本的なルールを遵

守する意識を育成するための生活指導の現状についてお知らせください。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 中学生に対する生活指導の現状でございますけれども、各中学

校におきましては、学校の教育活動全体を通して中学生も社会の一員であることを自覚さ

せ、社会のルールやマナーについて理解させると共に、規範意識や遵法精神の醸成に努め

ているところでございます。ただ、器物破損とか暴力、窃盗などのこういった犯罪行為に

つきましては警察と連携をし、個々の状況に応じたきめ細やかな個別対応を図り、保護者

の協力を得ながら生徒の健全な育成に向け、指導、支援をしているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） 最近特に何かそういう生活指導が特に必要な問題行動とか気にな

る点とか、教育長、特にないでしょうか。 

○議長（立入三千男君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 気になる点と言いますと、先日も全協で少しご報告をさせてい

ただきましたけれども、迷惑行為をかけている子どもたちがいるということが少し気にな

ります。それから、２、３日前ですけれども、守山警察署の生安の方にも少し現状をお聞

きしましたところ、今はそんなに大きな問題はないということでお話を聞いておりますの

で、安定して健全な成長をしているのではないかなと、そんなふうに思っております。 

○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） 多感な年ごろの中学生の未来をこれからもどうかよろしくお願い

します。 

 それでは２つ目の設題に移らせていただきます。ＡＫＢ４８『恋するフォーチュンクッ

キー』野洲市バージョンの制作についてお伺いします。野洲市は市制施行１０周年を迎え

ます。より本市の魅力を情報発信するために市長に提案したいことがあります。昨年の夏

に発売されたＡＫＢ４８の３２枚目のシングル『恋するフォーチュンクッキー』は１５０

万枚を超えるヒット曲となりました。今年の春の選抜高等学校野球大会の入場行進曲にも

なりました。楽曲もさることながら、さまざまな自治体が制作した動画が人気となってい

るのはご存知かと思います。『恋するフォーチュンクッキー』の曲に合わせた踊りを自治体

で作成し、多くの市民や職員が踊る様子をビデオで撮影し、ユーチューブで動画配信を行

うのが全国の自治体などで行われ、話題になっています。この動画は、制作した自治体を

アピールするため、市長が出演し、観光地、名所、学校、公共施設等で撮影したりと、各

自治体の創意工夫が伺えます。たくさんの市民が踊って年代を越えた市民の一体感や、楽

しい雰囲気をつくり出しております。話題性があることから、アクセス数が増加するなど、

自治体のＰＲ活動の場としても活用されている状況にあります。これまでに多くの地方自

治体が動画発信に参入し、さらには文科省まで作成しています。職員の方々も直接市民の

方々と交流することでより地元への関心、愛着が高まるかと思います。自治体によっては、

市民と協働して支出ゼロ円で成果を上げているところもあります。一例ですが、新聞によ

ると、人口７万人弱の兵庫県丹波市では市役所内において職員が市長に近隣が先に公開さ

れていた同県猪名川町のビデオを見せ、これの丹波市バージョンをつくりたいと説明した
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ところ、市長の反応は、すぐやれと、即決だったそうです。本日の中塚議員のまちづくり

の一般質問の中でも提案してくださいとありましたので、野洲市においてもぜひ制作して

はどうかと考えますが、市長の見解はいかがでしょうか。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 稲垣議員のユーチューブにおける動画配信による野洲の魅力の発

信についてのご質問にお答えします。ご提案ありがとうございました。私にご提案じゃな

しに、即実践していただいたら結構だと思いますし、職員が、今野洲はまだ私に提案をし

ていませんので。提案があったらどうぞと言いますけども。お答えとします。 

○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） 提案してはどうだと、くださいということなので、普段見えない

市役所の各部局がこの楽曲効果に乗って可視化されることもありまして、中でも管理職と

思われる方々の、僕の個人的な心象ですけども、一見、こわもての部長さんや教育長さん

の意外性が楽しくて、見ている側も温かくなってくると思います。それは、そのダンスの

うまいへたではなくて、楽しそうに一生懸命取り組んでいる姿に見入ってしまうものだと

思います。私はぜひ、例えば広報秘書課さんが主導していただいて市民と一緒に発信する、

普段市民が余り接点のない市長さん、教育長さん、職員さんがＰＲする。これがベストな

のではないかなと思いまして、仮ですけども一任等されてはいかがかと思うんですが、市

長の見解はいかがでしょうか。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 改めてご提案にお礼申し上げますが、何か方向がおかしいのかな

と思うんですけど、何もこんなん市長がやらなくても、やってもいいんですけども、ある

いは市役所の職員がやらなくても、気がついた方がやったらいいと思います。それともう

一つは、発信発信とばかり言ってるんですけども、なぜそこまでして発信しないといけな

いのかが、私はわからない。もっと普通のまちで、私はいいと思います。唯一のこういう

ユーチューブ、ユーチューブだけじゃなしに動画配信サイトは幾つかありますけども、そ

して踊りはバリエーションがあったとしても、１つの曲に合わせて踊るというのが、これ

は皆さんが思っている以上に、私はいわゆるカタカナで言えば、ステレオタイプなやり方

で独自性がないと思っています。 

 それと、先ほどの中塚議員の質問のこともおっしゃったのでちょっと絡めてお答えいた

しますと、私は従来から発信にこだわり過ぎていると、いろんな人が。発信するためには
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受信がないとだめです。きちっと受けて出すという。何か発信マニアみたいになっている

んですが、実際やはり皆さんが楽しんでいいまちになるということが大事で、例えば観光

でも発信しんとだめだと言っているんですけども、市民の方がいつも訪れる、いつも食べ

に行く、いつもそこで買う、いつもそこで憩うという、これの繰り返しがあって初めてよ

その人が魅力を感じるわけで、こんなそばはまずいやないかとか、こんなまんじゅうを買

う人の気が知れんと言っておきながら一生懸命発信しているまちがいっぱいあるんですよ。

一時的には１回はまんじゅうを買われるか知らないけど、いつまででもそのまんじゅうは

買われません。観光スポットも死屍累々としていますよ。ポスターばっかりつくっている。

でも行ってみたらそんな魅力はない。本当に健全な観光とか発信というのは、まずまちが

市民の皆さん方が楽しく喜ばれることだと私は思っています。 

 それと、前にも言ったと思いますが、去年、市内の小学校、ある学年全員の生徒、そし

て今年は市内の中学校、ある学年全員に１時間ほど話して意見交換をしました。かなり活

発な意見を言ってくれました。その後、感想文といいますか、お礼の手紙をくれました。

一番印象に残ったのは、野洲はこんないいまちだったのかと。ちょっと言葉は悪いんです

けど、覚えていたんですけど、田舎町であんまり面白くないと思っていたけど、こんない

いことがたくさんあるのか、誇りを持てましたとか、野洲の自慢ができましたという感想

のお手紙がかなりあったんです。だから大人たちが何か自分のところのまちは田舎とか、

面白いことがないと思っているから、子どもたちもそう思っています。 

 これもまた違うところで言ったんですけども、今さらまだやっているなと思うんですが、

イタリアのペルージャで湖沼会議をやっているらしいんですけども、昔私も何回も携わっ

たんですが、もうそろそろやめてもいいかなと思っていたらまだやっていますけども、滋

賀県で２回目をやったときにこども環境会議というのを開きました。全国から子どもが集

まってくれて、滋賀県の子どもと交流して議論したり、あるいは琵琶湖を見に行きました。

それの反省会で印象的だった言葉が、よそから来た子どもたちは意外に琵琶湖はきれいじ

ゃないかとみんな言ったんですね。滋賀県の子どもは、いや、琵琶湖は汚れていると言う

わけです。これはなぜそうなるかというと、大人が琵琶湖は汚いと思っているからです。

今琵琶湖の水はきれい過ぎているんですね。だから水草が生えていますけども、もともと

の琵琶湖は貧栄養湖、栄養素がなかった。でも高度成長期にいろんな物質が入っていって

富栄養化した。でもそれは今下水道で全部取り除かれているので、琵琶湖には栄養分が行

っていない。それなのにまだ琵琶湖は汚れていると思っている。それと一緒で、野洲は面
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白くない、田舎町、特徴もない、名産もないと思っているけれども、きちっとわかってい

る人はいいものがあるんです。だからそういう何か強迫観念があるから、動画サイトを使

ってでも市長が踊れとか、そういうふうになるんじゃないかと思うので、まず足元を地に

つけたまちづくりに取り組んでいただくようにお願いします。 

○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） 実際に他の自治体の動画をご覧になられたかわからないんですけ

ど、秋元康さんの作詞で、非常に懐かしいサウンドと心地よいリズムになっていて、市長

もきっとご覧になっていただければ踊りたくなってくると思われるのは間違いないと思う

ので、ぜひ。まだ多分ご覧になられてないと思うので、ぜひまずは見ていただきたいなと

思います。ただ、コストもそれほど要することではありませんし、情報発信という点では、

僕はやっぱり特にこれといって自治体として発信されているものはまだまだ少ないのかな

と思いますので、改めてまた部局さんの方にお願いしにまいりますのでご検討いただけた

らと思うのですが、長々とちょっと今日はもう会をしないでおこうと思っていますので、

最後にご回答いただけたらと思います。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 質問があってから職員に、隣のまちの市長さんが踊っているのを

見せてもらいました。それまで私は知らなかったです。そんなに悪くはないし、けなすつ

もりはないけれども、あれを同じように野洲がさっき言ったように、型にはまったように

一定の枠があるわけですね。そこへ乗っていってやるようなものかと思います。ただ稲垣

議員がそれだけ熱心だったら、さっきも言いましたように、自らあるいはＪＣで、あるい

は仲間を募ってやっていただくことは、私は大歓迎ですし、すぐにどうぞと言いますから。

ただ、何も市役所に何かすがりつくようにしてご提案いただくようなものではないと、私

はないと思うんですけど。改めてお答えとしておきます。 

○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） 市長さんも協力を、場合によっては惜しまないということで理解

してよろしいですか。 

○議長（立入三千男君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 私がやるということじゃなしに、私はあんまりそういうやり方が

いいかどうかなと思っています。それとさっき１０周年だとおっしゃったので、これも公

開していると思いますけど、去年から市民のいろんな方が野洲の歌を、その行政が定める
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んじゃなしに市民発想で、市民手づくりで、それを今度式典で公表しようという動きがあ

ります。これも私はすごいことだなと思っています。そういった地道な取り組みの方が私

はよくて、だれかがつくった曲に合わせて歌って踊るのは決して悪くはないんですけども、

あえてそれを今のいわゆる市の組織の中でやることかなと思うので、提案があったら、ど

うぞ稲垣さんやってくださいと言いますけども、市でやってくださいと言ったときにやる

かどうかについては、私はそこまでやる必要はないというふうに思っています。だから、

まさにこれ、自ら始めてもらったらいいのであって、この議会で議論してどうのこうのと

いう話ではないと、私は思うんですけども。お答えとします。 

○議長（立入三千男君） 稲垣議員。 

○２番（稲垣誠亮君） 議会内の多数の議員さんにもちょっと僕、事前にお話したんです

けど、協力してくれそうなお話もありましたので、やっていただけるかいただけないかは

別として、部局の方に僕がお話をとりあえずまた改めて持っていこうと思いますので、そ

こで必要ないと思われたらそれまでなんですけども、ご検討いただけたらと思います。そ

れで、今日は終わりたいと思います。 

○議長（立入三千男君） 以上で、通告による一般質問は終了いたしました。 

 本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。明６日から９月２３日までの１８日間は休会といたしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、明６日から９月２３日までの１８日間は休会することに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。来る９月２４日は午後１時から本会議を再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。ご苦労さんでした。（午後４時４２分散会） 



 －230－ 

 野洲市議会会議規則第１２７条の規定により下記に署名する。 

 

                      平成２６年９月５日 

 

 

 野 洲 市 議会 議 長     立 入 三千男 

 

 署 名 議 員     矢 野 隆 行 

 

 署 名 議 員     梶 山 幾 世 


